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D I S C L O S U R E
平成29年度　塩沢信用組合　業績のご報告

塩沢信用組合
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　当組合では、平成29年度の事業方針を大きく変化させ、それを浸透させるために、
昨年の倍の会議と専門委員会を営業時間内に開催しています。私自身も、昨年までは
とにかく外出することが多く、ほとんど組合の中にいる時間はありませんでしたが、
今年は今のところ意識して組合にいる時間を取るようにしています。職員からまず理
解してもらうことが大切であり、手間がかかっても経営者としては手を抜いてはなら
ない仕事と理解しています。
　第四銀行と北越銀行の経営統合、2020年の合併が明確になりました。県内地銀同
士の合併であり、互いの体制強化により総体的に金融サービスの向上が期待でき、新
潟県経済にはとても良いことと判断しています。しかし県内人口の減少と事業所数の減少は引き続き進み、金融
機関を取り巻く経営環境はさらに厳しさを増してくるため、金融機関としての独自性や差別化が図られていない
ところは、規模のメリットを追求する合併か大幅な人員削減などによる生き残り策が展開されると予想しています。
　全国銀行協会のカードローンに関する申し合わせを受け、50万円超の審査に年収証明書を徴求することや借
入比率を年収の3分の1以下とするなど、銀行が作り上げた「大型化」と「来店不要」「通帳不要」「収入証明不要」
に警鐘が鳴らされています。なぜ大型化が進行したのか、かつての消費者金融のような「過剰融資」がなぜ銀行
で発生しているのか。安易なスマホの割賦販売契約やコンビニ支払いなどの利便性多様化の影響で、手軽に利用
を続ける消費者が知らないうちに自分の信用情報を傷つけてしまい、金融サービスにアクセスできないという新
たな社会問題、個人版金融排除の実態が顕在化しつつあります。
　総量規制の枠外である銀行カードローンの大型化が進み、潜在的な多重債務が生まれている中で、ゆうちょ銀
行の口座保有者向け「無担保融資」が火に油を注ぐことに成りはしないかと懸念しています。自己破産予備軍は
確実に増えていて、やがて顕在化してきます。地域密着の金融機関として、保証機関に頼らない独自の審査基準
を持ち、ローカル情報を駆使した「家計診断」によりお困りの家計を救済し、さらに将来変化にも寄り添い、家
計を再生へと導いていける金融機関が求められていると考えています。
　私ども役員職員一同、お客様のために毎日懸命に営業いたしますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますこ
とをお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。
� 平成29年６月　

塩沢信用組合
理事長　�小 野 澤 一 成

理事長あいさつ

本店新築当時の役員 本店新築の工事 10周年 創業
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預積金は、6億円増加し、310億円を突破
　地域に根差した営業活動と、マイナス金利以後も預金金利
を引き下げていないことから、組合経営の基盤である預積金
残高は、5年連続して増加となりました。

貸出金は、43百万円堅調に増加
　中小事業者、勤労者の皆様に寄り添い、タイムリーに必要
な資金を提供しつつ、抱える課題を解決する営業に徹し、貸
出金は堅調に増加しました。
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当期純利益は、71百万円を確保。積極的な貸倒引当金計上
を実施
　本業である貸出金利息収入で着実に積み増した利益によ
り、積極的な貸倒引当金計上を実施しました。

自己資本額は20億円を突破、自己資本比率も高い健全性を
確保
　順調な利益計上により、自己資本額は20億円を突破しま
した。自己資本比率は、国内のみで業務を行う金融機関は4％
以上の水準が求められていますが、当組合は国際基準である
8％をも大幅に超える十分な水準を維持しています。

当期純利益 自己資本額
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不良債権額は、順調に計上した当期利益の中から積極的に
処理をすすめ1億円減少
　事業先の事業の改善に注力し、不良債権比率も0.08％改善
しました。

融資取引先数は24先純増し、2,325先に増加
　約定完済等により融資取引先数は334先減少したものの、
358先に新たにご利用いただき、前期も着実に増加しています。
　当組合では、本業の基盤の最も重要な指標の一つとして融
資取引先数の増加にこだわっており、着実にお取引先様の数、
リピーターの数を増加させています。

不良債権額 融資取引先数
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主要な経営諸表

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
 （資産の部）

現 金 551,499 528,920
預 け 金 14,163,949 16,018,918
買 入 手 形 － －
コ ー ル ロ ー ン － －
買 現 先 勘 定 － －
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 － －
買 入 金 銭 債 権 － －
金 銭 の 信 託 － －
商 品 有 価 証 券 － －
商 品 国 債 － －
商 品 地 方 債 － －
商 品 政 府 保 証 債 － －
そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 － －

有 価 証 券 3,480,202 2,916,515
国 債 1,835,040 1,792,750
地 方 債 － －
短 期 社 債 － －
社 債 － －
株 式 15,220 15,220
そ の 他 の 証 券 1,629,942 1,108,545

貸 出 金 16,743,480 16,786,371
割 引 手 形 77,569 71,724
手 形 貸 付 1,388,365 1,165,361
証 書 貸 付 14,344,948 14,599,399
当 座 貸 越 932,597 949,885

外 国 為 替 － －
外 国 他 店 預 け － －
外 国 他 店 貸 － －
買 入 外 国 為 替 － －
取 立 外 国 為 替 － －

そ の 他 資 産 245,605 236,322
未 決 済 為 替 貸 2,874 3,405
全 信 組 連 出 資 金 87,000 87,000
前 払 費 用 － －
未 収 収 益 64,188 58,302
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 － －
先 物 取 引 差 金 勘 定 － －
保 管 有 価 証 券 等 － －
金 融 派 生 商 品 － －
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 － －
リ ー ス 投 資 資 産 － －
そ の 他 の 資 産 91,542 87,613

有 形 固 定 資 産 399,826 508,682
建 物 146,398 238,043
土 地 235,750 237,265
リ ー ス 資 産 － －
建 設 仮 勘 定 4,760 －
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 12,916 33,373

無 形 固 定 資 産 5,914 4,736
ソ フ ト ウ ェ ア － －
の れ ん － －
リ ー ス 資 産 － －
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 5,914 4,736

前 払 年 金 費 用 － －
繰 延 税 金 資 産 － －
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 － －
債 務 保 証 見 返 48,578 43,422
貸 倒 引 当 金 ▲�643,420 ▲�637,735
一 般 貸 倒 引 当 金 ▲�24,781 ▲�59,764
個 別 貸 倒 引 当 金 ▲�618,638 ▲�577,970

資産の部合計 34,995,637 36,406,155

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
（負債の部）

預 金 積 金 30,620,003 31,247,328 
当 座 預 金 305,152� 323,860�
普 通 預 金 10,555,312� 10,966,993�
貯 蓄 預 金 83,454� 65,203�
通 知 預 金 － －�
定 期 預 金 18,230,023� 18,499,068�
定 期 積 金 1,364,602� 1,306,259�
そ の 他 の 預 金 81,459� 85,943�

譲 渡 性 預 金 － －�
借 用 金 2,000,000� 2,800,000 
借 入 金 2,000,000� 2,800,000�
当 座 借 越 － －�
再 割 引 手 形 － －�

売 渡 手 形 － －�
コ － ル マ ネ － － －�
売 現 先 勘 定 － －�
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 － －�
コ マ ー シ ャ ル・ ペ ー パ ー － －�
外 国 為 替 － －�
外 国 他 店 預 り － －�
外 国 他 店 借 － －�
売 渡 外 国 為 替 － －�
未 払 外 国 為 替 － －�

そ の 他 負 債 57,960 61,258 
 未 決 済 為 替 借 5,169� 7,068�
未 払 費 用 17,054� 16,929�
給 付 補 て ん 備 金 384� 335�
未 払 法 人 税 等 626� 610�
前 受 収 益 9,623� 8,088�
払 戻 未 済 金 6,455� 4,970�
職 員 預 り 金 16,629� 20,938�
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 － －�
先 物 取 引 差 金 勘 定 － －�
借 入 商 品 債 券 － －�
借 入 有 価 証 券 － －�
売 付 商 品 債 券 － －�
売 付 債 券 － －�
金 融 派 生 商 品 － －�
金 融 商 品 等 受 入 担 保 － －�
リ ー ス 債 務 － －�
資 産 除 去 債 務 － －�
そ の 他 の 負 債 2,018� 2,317�

賞 与 引 当 金 10,409 10,089 
役 員 賞 与 引 当 金 － －�
退 職 給 付 引 当 金 28,466 26,397 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16,094 18,322 
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 535 973 
偶 発 損 失 引 当 金 427 481 
特 別 法 上 の 引 当 金 － －�
金融商品取引責任準備金 － －�

繰 延 税 金 負 債 75,596 46,399 
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 － －�
債 務 保 証 48,578 43,422 

負債の部合計 32,858,073 34,254,673 
（純資産の部）

出 資 金 414,307 413,676 
普 通 出 資 金 414,307� 413,676�
優 先 出 資 金 － －�

優 先 出 資 申 込 証 拠 金 － －�
資 本 剰 余 金 － －�
資 本 準 備 金 － －�
そ の 他 資 本 剰 余 金 － －�

利 益 剰 余 金 1,511,605 1,570,599 
利 益 準 備 金 415,829� 414,307�
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,095,776� 1,156,292�
特 別 積 立 金 910,319� 1,020,292�
（ う ち 目 的 積 立 金 ） 5,357� 5,330�
当 期 未 処 分 剰 余 金 185,457� 136,000�

自 己 優 先 出 資 － －�
自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金 － －�
組 合 員 勘 定 合 計 1,925,912 1,984,275 
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 211,652 167,205 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 － －�
土 地 再 評 価 差 額 金 － －�
評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 211,652 167,205 
純 資 産 の 部 合 計 2,137,564 2,151,481 

負債及び純資産の部合計 34,995,637 36,406,155 
☆ 参 考 ： 員 外 預 金 比 率 13.91％ 14.17％

■貸借対照表（資産の部） ■貸借対照表（負債及び純資産の部）
※係数記載にあたって、単位未満は全て切捨て処理しております。� （単位：千円）
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（注）
１�．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記に
ついては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２�．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原
価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては事業年度末
の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法によ
る原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価
差額については、全部純資産直入法により処理しております。

３�．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成
10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月
1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用してお
ります。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建　　物　　21年～ 39年
　　　　動　　産　　 5年～ 10年
４�．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却しており
ます。なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能
期間（5年）に基づいて償却しております。

５�．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。
　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に
関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第4号）
に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種
類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績
率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、
債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額のうち必要と認める額を引当てております。破綻先債権及び実質破綻先
債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除した残額を引当てております。
　全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資
産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当てを
行っております。

６�．賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与
の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

７�．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
　なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度
（総合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に関する事項
は次のとおりです。
⑴　制度全体の積立状況に関する事項（28年3月31日現在）
　　　年金資産の額� 350,899百万円　　　　
　　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額
� 315,237百万円　　　　
　　　　　差引額� 35,661百万円　　　　
⑵　制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
　　（自�平成27年4月1日　　至�平成28年3月31日）� 0.234％　　　　　　
⑶　補足説明
　上記⑴の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高�27,132
百万円である。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年の元利
均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金16百万円を費用処
理している。
　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給
与の額に乗じることで算定されるため、上記⑵の割合は当組合の実際の負担
割合とは一致しない。

８�．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対
する退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認め
られる額を計上しております。

９�．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者から
の払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり必
要と認める額を計上しております。

１０�．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来におけ
る支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております。

１１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
１２�．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額
� 55百万円　　　　
１３．有形固定資産の減価償却累計額� �397百万円　　　　
１４�．貸出金のうち、破綻先債権額は32百万円、延滞債権額は983百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続してい
ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未
収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97
号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定す
る事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務
者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金

以外の貸出金であります。
１５．貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。
　なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日
から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも
のであります。

１６．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は169百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債
務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以
上延滞債権に該当しないものであります。

１７�．破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額
の合計額は1,186百万円であります。
　なお、15から18に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

１８�．貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、営業用車両についてリース契約
により使用しています。

１９．手形割引により取得した商業手形の額面金額は、71百万円であります。
２０．担保に提供している資産は、次のとおりであります。
　　　　担保提供している資産　　　　預け金　3,010百万円
　　　　担保資産に対応する債務　　　借用金　2,800百万円
　上記のほか為替取引のために預け金1,000百万円を担保として提供しており
ます。

２１．出資1口当たりの純資産額は5,200円88銭です。
２２．商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針
　当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っ
ております。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の
総合的管理（ALM）をしております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出
金です。
　また、有価証券は、主に債券及び投資信託であり、満期保有目的、純投資
目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信
用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。
　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当組合は、ローン事業管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従
い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管
理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整
備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期
的に経営陣による常務会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　さらに、与信管理の状況については、監査室がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、信用情報
や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②　市場リスクの管理
ⅰ　金利リスクの管理
　当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　ALMに関する規則及び要領において、リスク管理手法や手続等の詳
細を明記しており、常務会において決定されたALMに関する方針に基
づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っ
ています。
　日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に
把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、
月次ベースで常務会に報告しております。

ⅱ　為替リスクの管理
　当組合は、為替の変動リスクに関して、継続的なモニタリングを行い、
為替変動リスクの軽減を図っております。

ⅲ　価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、常務会の方針に基づ
き、理事会の監督の下、余資運用基準規程に従い行われております。
　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、
投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リ
スクの軽減を図っております。
　これらの情報は総務部を通じ、理事会及び常務会において定期的に報
告されております。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　当組合は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段
の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、
流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
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当該価額が異なることもあります。
　なお、金融商品のうち貸出金については、簡便な計算により算出した時価
に代わる金額を開示しております。

２３．金融商品の時価等に関する事項
　平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる
非上場株式等は、次表には含めておりません。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
⑴　預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、
市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみ
なしております。

⑵　有価証券
　債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によってお
ります。投資信託は、公表されている基準価格によっております。

⑶　貸出金
　貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引
当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算定結果を
簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。
①�　6 ヵ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な
債権については、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸
倒引当金控除前の額）

②�　①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利
金の合計額を市場金利（LIBOR、SWAP等）で割り引いた価額を時
価とみなしております。

金融負債
⑴　預金積金
　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）
を時価とみなしております。定期預金の時価は、一定の金額帯および期
間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類
の市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

⑵　借用金
　借用金については、残存期間が短期間であり時価は帳簿価額と近似し
ていることから、帳簿価額を時価としております。

（注２）�　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり
であり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

２４�．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これら
には、「国債」、「その他の証券」が含まれております。以下28まで同様であり
ます。

　⑴　売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
⑵　満期保有目的の債券
【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】

【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】

⑶　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式はありません。
⑷　その他有価証券
【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

２５．当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。
２６．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
　　　　売却価額　　　　　　売却損
　　　　192百万円　　　　　 2百万円
２７�．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償
還予定額は次のとおりであります。

２８�．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約
に係る融資未実行残高は、2,411百万円であります。このうち原契約期間が1
年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが2,411百万円ありま
す。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響
を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債
権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けられており
ます。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求す
るほか、契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況
等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
す。

２９．繰延税金資産の主な発生原因別の内訳は、以下のとおりであります。

３０．（追加情報）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
26号　平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

３１．（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る
減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（平成28年6月17日）を当事業
年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係
る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。この変更により、当
事業年度の経常利益及び税引前当期純利益は、従来の方法によった場合に比べ、
それぞれ1百万円増加しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　（単位：百万円）
貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

⑴　預け金 16,018 16,075 56
⑵　有価証券
　満期保有目的の債券 300 300 0
　その他有価証券 2,601 2,601 －
⑶　貸出金 16,786
　貸倒引当金（※） ▲�637

16,148 16,748 600
金融資産計 35,068 35,724 656

⑴　預金積金 31,247 31,248 1
⑵　借用金 2,800 2,800 －

金融負債計 34,047 34,048 1
（※）�貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

� （単位：百万円）

区　　　　　　　　分 貸借対照表計上額
非上場株式（※） 15

（※）�　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから時価開示の対象とはしておりません。

貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

その他 100百万円 109百万円 9百万円
小　計 100 109 9

貸借対照表
計　上　額 時　価 差　額

その他 200百万円 190百万円 ▲�9百万円
小　計 200 190 ▲�9
合　計 300 300 0

（注）　時価は当事業年度末における市場価格等に基づいております。

貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　額

国　債 1,792百万円 1,598百万円 194百万円
その他 346 295 50
小　計 2,138 1,894 244

貸借対照表
計　上　額 取得原価 差　額

その他 462百万円 475百万円 ▲�13百万円
小　計 462 475 ▲�13
合　計 2,601 2,370 231

（注）　１�．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上
したものであります。

　　　２�．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みのないものはありま
せん。

　　　　�　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準の概要は以下のとおりで
あります。

　　　　・時価が取得原価に比べ50％以上下落した銘柄
　　　　・�時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落し、財務内容や格付が一定水準

以下の銘柄

１年以内 １ 年 超
５年以内

５ 年 超
１０年以内 １０ 年 超

国　債 － 730百万円 217百万円 845百万円
その他 － － － 300
合　計 － 730 217 1,145

貸倒引当金 159百万円
税務上の繰越欠損金 11
退職給付引当金 7
固定資産 21
賞与引当金 2
その他 8
繰延税金資産小計 210
評価性引当額 ▲�192
繰延税金資産合計 17

有価証券評価差額金 63
繰延税金負債合計 63

繰延税金負債の純額 46百万円
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� （単位：千円）

科　　　　目 平成２７年度 平成２８年度
経 常 収 益 619,890 653,576

資 金 運 用 収 益 570,618 616,484
貸 出 金 利 息 463,756 474,121
預 け 金 利 息 35,250 29,075
買 入 手 形 利 息 － －
コ ー ル ロ ー ン 利 息 － －
買 現 先 利 息 － －
債券貸借取引受入利息 － －
有価証券利息配当金 67,142 108,927
金利スワップ受入利息 － －
そ の 他 の 受 入 利 息 4,469 4,359

役 務 取 引 等 収 益 31,744 31,903
受 入 為 替 手 数 料 17,231 17,161
そ の 他 の 役 務 収 益 14,512 14,741

そ の 他 業 務 収 益 15,136 4,157
外 国 為 替 売 買 益 － －
商品有価証券売買益 － －
国 債 等 債 券 売 却 益 6,718 －
国 債 等 債 券 償 還 益 － －
金 融 派 生 商 品 収 益 － －
そ の 他 の 業 務 収 益 8,418 4,157

そ の 他 経 常 収 益 2,391 1,032
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 513 －
償 却 債 権 取 立 益 － －
株 式 等 売 却 益 － －
金 銭 の 信 託 運 用 益 － －
そ の 他 の 経 常 収 益 1,877 1,032

経 常 費 用 503,193 582,442
資 金 調 達 費 用 11,472 11,694
預 金 利 息 10,224 10,023
給付補てん備金繰入額 379 351
譲 渡 性 預 金 利 息 － －
借 用 金 利 息 778 1,224
売 渡 手 形 利 息 － －
コ ー ル マ ネ ー 利 息 － －
売 現 先 利 息 － －
債券貸借取引支払利息 － －
コマーシャル・ペーパー利息 － －
金利スワップ支払利息 － －
そ の 他 の 支 払 利 息 91 95

役 務 取 引 等 費 用 34,338 33,532
支 払 為 替 手 数 料 10,162 10,544
そ の 他 の 役 務 費 用 24,176 22,987

そ の 他 業 務 費 用 20 3,212
外 国 為 替 売 買 損 － －
商品有価証券売買損 － －
国 債 等 債 券 売 却 損 － 2,887
国 債 等 債 券 償 還 損 － －
国 債 等 債 券 償 却 － －
金 融 派 生 商 品 費 用 － －
そ の 他 の 業 務 費 用 20 324

経 費 440,081 442,249
人 件 費 267,288 261,987
物 件 費 167,589 173,798
税 金 5,203 6,463

そ の 他 経 常 費 用 17,280 91,754
� 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 － 82,339
� 貸 出 金 償 却 － －

株 式 等 売 却 損 － －
株 式 等 償 却 － －
金 銭 の 信 託 運 用 損 － －
そ の 他 資 産 償 却 － －
そ の 他 の 経 常 費 用 17,280 9,414

経 常 利 益 116,697 71,134

科　　　　目 平成２７年度 平成２８年度
特 別 利 益 － －
固 定 資 産 処 分 益 　－ －
負 の の れ ん 発 生 益 　－ －
金融商品取引責任準備金取崩額 　－ －
そ の 他 の 特 別 利 益 － －

特 別 損 失 0 11,317
固 定 資 産 処 分 損 0 11,317
減 損 損 失 － －
金融商品取引責任準備金繰入額 － －
そ の 他 の 特 別 損 失 － －

税 引 前 当 期 純 利 益 116,697 59,816
法人税、住民税及び事業税 626 610
法 人 税 等 調 整 額 27 ▲ 12,202
法 人 税 等 合 計 653 ▲ 11,592
当 期 純 利 益 116,044 71,409
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ） 69,412 64,590
当 期 未 処 分 剰 余 金 185,457 136,000

�（単位：千円）

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
当 期 未 処 分 剰 余 金 185,457 136,000 
当 期 純 利 益 116,044� 71,409�
繰 越 金 69,412� 64,590�

利 益 準 備 金 取 崩 額 1,522� 631 
特 別 積 立 金 取 崩 額 27� 0 
う ち 経 営 改 善 積 立 金 27� 0�

剰 余 金 処 分 額 122,415 68,596 
利 益 準 備 金 0� 0�
普通出資に対する配当金 12,415� 12,393�
（普通出資に対する配当率）（年3％の割合）（年3％の割合）
特 別 積 立 金 110,000� 56,202�
（うち経営改善積立金） 0� 12,202�

次 期 繰 越 金 64,590� 68,035�

■法定監査の状況
　貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書につきまし

ては、「協同組合による金融事業に関する法律」第5条の8第3

項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けてお

ります。

■代表理事による財務諸表の適正性・有効性の確認
　私は当組合の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの

第64期の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余

金処分計算書の適正性、及び同書類作成に係る内部監査の有効

性を確認いたしました。

� 平成29年6月22日　

� 塩 沢 信 用 組 合　

� 理事長　小野澤一成　

■損益計算書の注記事項
（注）　１�．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しておりま

す。なお、以下の注記については、表示単位未満を切

り捨てて表示しております。

　　　２．出資1口当たりの当期純利益　　171円44銭

■損益計算書

■剰余金処分計算書
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自己資本の充実の状況について
Ⅰ．自己資本の構成に関する事項

項　　　　　　　　目
平成
27
年度

平成
28
年度

経過措置
による

不算入額

経過措置
による

不算入額
コア資本に係る基礎項目　　⑴
普通出資又は非累積的永久優先出資
に係る組合員勘定又は会員勘定の額 1,913 1,971

うち、出資金及び資本剰余金の額 414 413

うち、利益剰余金の額 1,511 1,570

うち、外部流出予定額（△） 12 12

うち、上記以外に該当するものの
額 － －

コア資本に係る基礎項目の額に算入
される引当金の合計額 24 59

うち、一般貸倒引当金コア資本算
入額 24 59

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれ
る額

－ －

公的機関による資本の増強に関する
措置を通じて発行された資本調達手
段の額のうち、コア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額

－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価
額の差額の45％に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含ま
れる額

－ －

コア資本に係る基礎項目の額　　イ 1,938 2,031

コア資本に係る調整項目　⑵
無形固定資産（モーゲージ・サービシ
ング・ライツに係るものを除く。）の額
の合計額

1 2 2 1

うち、のれんに係るものの額 － － － －

うち、のれん及びモーゲージ・サー
ビシング・ライツに係るもの以外の
額

1 2 2 1

繰延税金資産（一時差異に係るもの
を除く。）の額 15 23 6 4

適格引当金不足額 － － － －

証券化取引に伴い増加した自己資本
に相当する額 － － － －

負債の時価評価により生じた時価評
価差額であって自己資本に算入され
る額

－ － － －

前払年金費用の額 － － － －

自己保有普通出資等（純資産の部に
計上されるものを除く。）の額 － － － －

意図的に保有している他の金融機関
等の対象資本調達手段の額 － － － －

少数出資金融機関等の対象普通出資
等の額 － － － －

信用協同組合連合会の対象普通出資
等の額 － － － －

特定項目に係る10％基準超過額 － － － －

項　　　　　　　　目
平成
27
年度

平成
28
年度

経過措置
による

不算入額

経過措置
による

不算入額
うち、その他金融機関等の対象普
通出資等に該当するものに関連す
るものの額

－ － － －

うち、モーゲージ・サービシング・
ライツに係る無形固定資産に関連
するものの額

－ － － －

うち、繰延税金資産（一時差異に
係るものに限る。）に関連するもの
の額

－ － － －

特定項目に係る15％基準超過額 － － － －
うち、その他金融機関等の対象普
通出資等に該当するものに関連す
るものの額

－ － － －

うち、モーゲージ・サービシング・
ライツに係る無形固定資産に関連
するものの額

－ － － －

うち、繰延税金資産（一時差異に
係るものに限る。）に関連するもの
の額

－ － － －

コア資本に係る調整項目の額　　ロ 17 8
自己資本
自己資本の額（イ－ロ）　　ハ 1,921 2,022

リスク・アセット等　　⑶
信用リスク・アセットの額の合計額 15,420 15,244
うち、経過措置によりリスク・アセッ
トの額に算入される額の合計額 ▲124 ▲144

うち、無形固定資産（のれん及
びモーゲージ･サービシング･ライ
ツに係るものを除く。）

2 1

うち、繰延税金資産 23 4
うち、前払年金費用 － －
うち、他の金融機関等向けエク
スポージャー ▲150 ▲150

うち、上記以外に該当するもの
の額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合
計額を8％で除して得た額 1,089 1,139

信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整
額 － －

リスク・アセット等の額の合計額　ニ 16,509 16,384
自己資本比率
自己資本比率（ハ／ニ） 11.63％ 12.34％

（注）�　自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関す
る法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づ
き、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照
らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基
準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しており
ます。なお、当組合は国内基準を採用しております。

�（単位：百万円）
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Ⅱ．定量的な開示事項

⑴　自己資本の充実度に関する事項 �（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度
リスク・
アセット

所要自己
資本額

リスク・
アセット

所要自己
資本額

イ ．信用リスク・アセット、所要自
己資本の額合計 15,420 616 15,244 609

⑴�　標準的手法が適用されるポー
トフォリオごとのエクスポー
ジャー

15,545 621 15,388 615

①　ソブリン向け 85 3 102 4
②　金融機関向け 3,011 120 3,326 133
③　法人等向け 3,885 155 4,045 161
④　中小企業等・個人向け 3,905 156 3,033 121
⑤　抵当権付住宅ローン 636 25 1,253 50
⑥　不動産取得等事業向け 32 1 － －
⑦　三月以上延滞等 52 2 84 3
⑧　出資等 582 23 278 11
　出資等のエクスポージャー 582 23 278 11
　�重要な出資のエクスポー
ジャー － － － －

⑨�　他の金融機関等の対象資本
調達手段のうち対象普通出資
等に該当するもの以外のもの
に係るエクスポージャー

250 10 250 10

⑩�　信用協同組合連合会の対象
普通出資等であってコア資本
に係る調整項目の額に算入さ
れなかった部分に係るエクス
ポージャー

87 3 87 3

⑪　その他 3,014 120 2,925 117
⑵　証券化エクスポージャー － － － －
⑶�　経過措置によりリスク・アセッ
トの額に算入されるものの額 25 1 5 0

平成27年度 平成28年度
リスク・
アセット

所要自己
資本額

リスク・
アセット

所要自己
資本額

⑷�　他の金融機関等の対象資本調
達手段に係るエクスポージャー
に係る経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入されなかったも
のの額

▲�150 ▲�6 ▲�150 ▲�6

⑸�　ＣＶＡリスク相当額を8％で除
して得た額 － － － －

⑹�　中央清算機関関連エクスポー
ジャー － － － －

ロ．オペレーショナル・リスク 1,089 43 1,139 45
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 16,509 660 16,384 655
（注）
１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×4％
２�．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）
並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。

３�．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団
体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、
地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソ
ブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通
貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金
協会のことです。

４�．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か
ら3か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブ
リン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」
においてリスク�・ウェイトが150％になったエクスポージャーのこと
です。

５�．「その他」とは、①～⑦に区分されないエクスポージャーです。具体
的には有形固定資産、無形固定資産、繰延税金資産等が含まれます。

６．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％�÷�8％直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

７．単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4％

小出郷支店信栄会納涼祭（平成28年8月5日）
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⑵　信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
　イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

　　　〈地区別・業種別・残存期間別〉 �（単位：百万円）

エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高

三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメ
ント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債　　　券 デリバティブ取引

平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度
国 内 35,301 36,842 48 43 3,142 2,656 － － 197 129
国 外 － － － － － － － － － －
地 域 別 合 計 35,301 36,842 48 43 3,142 2,656 － － 197 129
製 　 　 造 　 　 業 883 997 － － － － － － 21 －
農 業 ・ 林 業 791 800 32 30 － － － － － －
漁 　 　 　 　 　 　 業 － 34 － － － － － － － －
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － － － － － － － －
建 　 　 設 　 　 　 業 1,565 1,615 0 － － － － － 18 45
電気・ガス・熱供給・水道業 95 78 0 － － － － － － －
情 　 報 　 通 　 信 　 業 60 33 － － － － － － － －
運 輸 業 ・ 郵 便 業 291 331 0 － － － － － － －
卸 売 業 ・ 小 売 業 1,810 1,856 1 0 － － － － 9 10
金 融 業 ・ 保 険 業 16,028 17,494 0 0 1,443 1,057 － － － －
不 　 動 　 産 　 業 122 108 － － － － － － 81 －
物 品 賃 貸 業 11 5 － － － － － － － －
学術研究・専門・技術サービス業 91 75 0 0 － － － － － －
宿 泊 業 673 768 － － － － － － － 3
飲 食 業 711 777 0 0 － － － － － 14
生活関連サービス業・娯楽業 314 303 － － － － － － － －
教 育 ・ 学 習 支 援 業 3 24 － － － － － － － －
医 療 ・ 福 祉 112 201 － － － － － － － －
そ の 他 の サ ー ビ ス 1,948 1,677 0 0 － － － － 26 －
そ の 他 の 産 業 98 51 － － － － － － － －
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 2,769 2,307 － － 1,699 1,598 － － － －
個 　 　 　 　 　 　 　 人 5,739 6,027 13 11 － － － － 39 56
そ 　 　 　 の 　 　 　 他 1,176 1,269 － － － － － － － －
業 　 種 　 別 　 合 　 計 35,301 36,842 48 43 3,142 2,656 － － 197 129
１ 　 年 　 以 　 下 19,201 19,777 0 0 100 － － －
１　年　超　３　年　以　下 4,755 7,615 3 1 100 499 － －
３　年　超　５　年　以　下 5,820 3,530 － － 599 199 － －
５　年　超　７　年　以　下 1,018 1,134 － － 199 199 － －
７　年　超　１０　年　以　下 838 907 1 1 － － － －
１０　　　　　年　　　　　超 765 1,462 42 39 699 999 － －
期 間 の 定 め の な い も の 292 193 － － － － － －
そ の 他 2,608 2,219 － － 1,444 757 － －
残 存 期 間 別 合 計 35,301 36,842 48 43 3,142 2,656 － －

（注）
１�．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相
当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

２�．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
３�．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエ
クスポージャーです。具体的には現金、有形固定資産等の資産や宗教法人、社団等が含まれています。

４．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高目的使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 平成27年度 15 24 － 15 24
平成28年度 24 59 － 24 59

個 別 貸 倒 引 当 金 平成27年度 764 618 136 628 618
平成28年度 618 577 88 530 577

合　　　　　　計 平成27年度 780 643 136 643 643
平成28年度 643 637 88 555 637

　ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 �（単位：百万円）

10



（注）
１．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

　ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

平成27年度 平成28年度
格付有り 格付無し 格付有り 格付無し

0 － 3,321 － 2,835
10 － 855 － 1,028
20 400 14,267 600 16,022
35 － 1,823 － 3,693
50 － 31 － 3
75 － 5,617 － 4,381
100 14 6,958 14 6,932
150 － 19 － 14
250 － － － －
1,250 － － － －
その他 － 1,343 － 757

合　　計 414 34,238 615 35,669
（注）
１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
３�．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含ま
れておりません。

�（単位：百万円）

個別貸倒引当金
貸出金償却期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高目的使用 その他

27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度
製 　 造 　 業 106 34 34 19 72 20 34 14 34 19 － －
農 業 ・ 林 業 － － － 5 － － － － － 5 － －
漁 　 　 　 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － － － － － － － － － －
建 　 設 　 業 18 18 18 69 － － 18 18 18 69 － －
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － － － － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － － － － － － － － －
運 輸 業 ・ 郵 便 業 － － － － － － － － － － － －
卸 売 業 ・ 小 売 業 1 3 1 57 － － 1 3 1 57 － －
金 融 業 ・ 保 険 業 － － － － － － － － － － － －
不 動 産 業 66 66 66 － － 66 66 － 66 － － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － － － －
学術研究・専門・技術サービス業 － － － － － － － － － － － －
宿 泊 業 265 252 252 249 8 － 257 252 252 249 － －
飲 食 業 － － － 0 － － － － － 0 － －
生 活 関連サービス業・娯楽業 － － － － － － － － － － － －
教 育 ・ 学 習 支 援 業 － － － － － － － － － － － －
医 療 ・ 福 祉 － － － － － － － － － － － －
そ の 他 の サ ー ビ ス 241 174 174 102 54 0 188 173 174 102 － －
そ の 他 の 産 業 － － － － － － － － － － － －
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 － － － － － － － － － － － －
個 　 　 　 人 63 68 68 75 1 － 62 68 68 75 － －

合　　　　　計 764 618 618 577 136 88 628 530 618 577 － －

　ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等 �（単位：百万円）

津南信栄会ふれあいＢＢＱ（平成28年8月6日）

11 Shiozawa Shinyokumiai  DISCLOSURE  2017



⑷　派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　　該当ございません。

⑸　証券化エクスポージャーに関する事項
　イ．オリジネ一夕ーの場合

　　　該当ございません。

　ロ．投資家の場合

　　　該当ございません。

⑹　出資等エクスポージャーに関する事項
　イ．貸借対照表計上額及び時価等

　ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

　　　該当ございません。

　ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

　　　該当ございません。

　ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

　　　該当ございません。

⑺　金利リスクに関する事項

区　　　　　　分 平成27年度 平成28年度
貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

非 上 場 株 式 等 15 － 15 －
　出資等エクスポージャーのうち、上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、非上場株式等に含めて記載しております。

⑶　信用リスク削減手法に関する事項
　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

 信用リスク削減手法
ポートフォリオ 

適格金融資産担保 保　　　　　証 クレジット・デリバティブ
平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 630 628 － － － －
①　ソブリン向け 0 1 － － － －
②　金融機関向け － － － － － －
③　法人等向け 172 171 － － － －
④　中小企業等・個人向け 451 343 － － － －
⑤　抵当権付住宅ローン 5 111 － － － －
⑥　不動産取得等事業向け － － － － － －
⑦　三月以上延滞等 － － － － － －
⑧　出資金等 － － － － － －
　　　出資等のエクスポージャー － － － － － －
　　　重要な出資のエクスポージャー － － － － － －
⑨　その他 － － － － － －

（注）
１.当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。�
２�．上記「保証」には、告示（平成18年度金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポー
ジャー）、第46条（株式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。

３．「その他」とは、①～⑧に区分されないエクスポージャーです。

� （単位：百万円）

� （単位：百万円）

平成27年度 平成28年度
金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する
損益・経済価値の増減額 74 87

（注）�　金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックによ
り発生するリスク量を見るものです。当組合では、99パーセントタイル値または1パーセントタイル値として金利リスクを算出しております。

� （単位：百万円）
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主要な経営指標の推移

■資金運用勘定・調達勘定の平均残高

科　　　　目 年度 平均残高 利　　息 利　回

資 金 運 用 勘 定 27年度 32,983 570 1.72
28年度 34,599 616 1.78

うち貸出金 27年度 16,565� 463 2.79
28年度 17,088� 471 2.77

うち預け金 27年度 13,578� 35 0.26
28年度 14,358� 29 0.20

うち金融機関
貸 付 等

27年度 － － －
28年度 － － －

うち有価証券 27年度 2,780� 67 2.41
28年度 3,084� 108 3.53

資 金 調 達 勘 定 27年度 31,544 11 0.03
28年度 33,171 11 0.03

うち預金積金 27年度 30,744� 10 0.03
28年度 30,917� 10 0.03

うち借用金 27年度 781� 0 0.09
28年度 2,234� 1 0.05

区　　　　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
経 常 収 益 596,089� 582,756� 611,195� 619,890� 653,576�
経 常 利 益 105,918� 77,996� 108,398� 116,697� 71,134�
当 期 純 利 益 103,283 77,047 107,796 116,697 71,409 
預 金 積 金 残 高 29,914,075� 30,266,906� 30,375,253� 30,620,003� 31,247,328�
貸 出 金 残 高 14,997,912� 15,265,708� 16,141,004� 16,743,480� 16,786,371�
有 価 証 券 残 高 3,241,842� 2,433,600� 2,864,756� 3,480,202� 2,916,515�
総 資 産 額 31,832,436� 32,223,344� 32,565,043� 34,947,059� 36,362,732�
純 資 産 額 1,742,837� 1,809,844� 2,008,109� 2,137,564� 2,151,481�
自 己 資 本 比 率（ 単 体 ） 12.80％ 12.74％ 12.13％ 11.63％ 12.34％ 
出 資 総 額 404,949� 412,466� 415,829� 414,307� 413,676�
出 資 口 数 404,949口 412,466口� 415,829�口 414,307�口 413,676�口
出 資 に 対 す る 配 当 金 12,020� 12,203� 12,479� 12,415� 12,393�
職 員 数 45� 43� 46� 45� 46�

（注）
１．残高係数は、期末日現在を記載。なお、総資産額には、債務保証見返りを含めておりません。
２．自己資本比率（単体）は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。なお、当組合は関連会社等の保有はありません。

■オフバランス取引の状況

項　　　　目
平成27年度 平成28年度

契 約 金 額
想定元本額 与信相当額 契 約 金 額

想定元本額 与信相当額

金 利 ス ワ ッ プ
通 貨 ス ワ ッ プ
先物外国為替取引 　
金利オプション（買）
通貨オプション（買）
その他金融派生商品

合　　計
（注）　当組合は、現在取引を行っておりません。

（注）　業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100

■粗利益

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
資 金 運 用 収 益 �570,618� �616,484�
資 金 調 達 費 用 �11,472� �11,694�

資 金 運 用 収 支  559,146  604,790 
役 務 取 引 等 収 益 �31,744� �31,903�
役 務 取 引 等 費 用 �34,338� �33,532�

役 務 取 引 等 収 支 ▲�2,594 ▲�1,629
そ の 他 業 務 収 益 �15,136� �4,157�
そ の 他 業 務 費 用 �20� �3,212�

そ の 他 業 務 収 支 15,116 945
業 務 粗 利 益  571,667  604,105 
業 務 粗 利 益 率 1.73% 1.74%

�（単位：千円）

� （単位：百万円、％）

■主要な経営指標の推移　

� （単位：百万円）

� （単位：千円）

（注）　当組合は、現在取引を行っておりません。

� （単位：百万円）
■先物取引の時価情報

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
契約額 時価 差損益 契約額 時価 差損益

金　利 売　建
買　建

債　券 売　建
買　建

合　計 売　建
買　建

差　引　計
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■業務純益

項　　　　目 平成27年度 平成28年度
業 務 純 益 �133,921� �129,101�

■経費の内訳

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
人 件 費  267,288  259,759 
報 酬 給 料 手 当 �215,609� �214,149�
賞 与引当金純繰入額 488� ▲�320
退 職 給 付 費 用 �19,566� �16,570�
社 会 保 険 料 等 �31,623� �29,359�

物 件 費  167,589  173,798 
事 務 費 �80,158� �78,446�
固 定 資 産 費 �26,465� �24,046�
事 業 費 �22,645� �27,325�
人 事 厚 生 費 �5,867� �3,523�
預 金 保 険 料 �12,612� �12,733�
固 定 資 産 償 却 �19,841� �26,544�

税 金  5,203  6,463 
合　　　　計  440,081  440,021 

■その他業務収益の内訳

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
外 国 為 替 売 買 益 �－� �－�
商 品 有 価 証 券 売 買 益 �－� �－�
国 債 等 債 券 売 却 益 �－� �－�
国 債 等 債 券 償 還 益 �6,718� �－�
そ の 他 の 業 務 収 益 �8,418�� �4,157��

合　　　　計  15,136   4,157  

■一店舗当たりの預金及び貸出金残高

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
１店舗当たりの預金残高 6,124 6,249
１店舗当たりの貸出金残高 3,348 3,357

■総資金利鞘等

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
資 金 運 用 利 回（ A ） 1.72% 1.78%
資 金 調 達 原 価 率（ B ） 1.42% 1.36%
総 資 金 利 鞘（A－B） 0.30% 0.42%

■受取利息及び支払利息の増減

項　　　　目 平成27年度 平成28年度
受 取 利 息 の 増 減 21,012 45,866
支 払 利 息 の 増 減 ▲�3,203 222

■役務取引の状況

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
役 務 取 引 等 収 益  31,744  31,903 
受 入 為 替 手 数 料 �17,231� �17,161�
そ の他の受入手数料 �14,512� �14,741�
その他の役務取引等収益 �－� �－�

役 務 取 引 等 費 用  34,338  33,532 
支 払 為 替 手 数 料 �10,162� �10,544�
そ の他の支払手数料 �10,386� �8,376�
その他の役務取引等費用 �13,789� �14,610�

■総資産利益率

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
総 資 産 経 常 利 益 率 0.34% 0.20%
総 資 産 当 期 純 利 益 率 0.34% 0.20%

（注）�　総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（債務
保証見返を除く）平均残高×100

（注）
１�．有価証券、金銭の信託は、上場有価証券については決算日の時価、非
上場有価証券については価格等の算定が可能なもの（店頭売買有価証券
については証券業協会が公表する売買価格等、公募債権については証券
業協会が公表する公社債店頭気配表に掲載されている銘柄の利回りに基
づいて計算した価格、証券投資信託の受益証券については基準価格）に
ついては時価相当額、その他のものは帳簿価格です。

２�．デリバティブ等商品とは、預金等と協同組合による金融事業に関す����
る法律施行規則第41条第1項第5号に掲げる取引（金融先物取引、先物
外国為替取引、有価証券デリバティブ取引等）を組合わせた商品です。

■�有価証券、金銭の信託等の取得価格または
契約価格、時価及び評価損益

種　　　　類 年　度 取得価格
A

時価
B

評価損益
B－A

有 価 証 券
平成27年度 �3,187� �3,478� 291�
平成28年度 �2,685� �2,917� 231�

金 銭 の 信 託
平成27年度
平成28年度

デリバティブ
等 商 品

平成27年度
平成28年度

■預貸率および預証率

区　　　　分 平成27年度 平成28年度

預 貸 率
期 末 残 高 54.68 53.72
期 中 平 残 53.87 55.27

預 証 率
期 末 残 高 11.36 9.33
期 中 平 残 9.04 9.97

■職員1人あたりの預金及び貸出金残高

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
職員１人当たりの預金残高 680 679
職員１人当たりの貸出金残高 372 364

�（単位：千円） �（単位：千円）

�（単位：千円）

�（単位：千円）

�（単位：千円）

� （単位：百万円）

� （単位：百万円）

� （単位：百万円）

� （単位：％）

�（単位：％）

�（単位：％）
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資金運用

資金調達

■貸出金種類別平均残高
� （単位：百万円、％）

科　　　　目 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

割 引 手 形 80 0.48 92 0.54
手 形 貸 付 1,650 9.96 1,541 9.02
証 書 貸 付 13,873 83.75 14,513 84.93
当 座 貸 越 960 5.80 940 5.50
合　　　　計 16,565 100.00 17,088 100.00

■貸出金使途別残高
� （単位：百万円、％）

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

運 転 資 金 �9,058� 54.10 �8,866� 52.82
設 備 資 金 �7,684� 45.89 �7,920� 47.18
合　　　　計  16,743 100.00  16,786 100.00

■消費者ローン・住宅ローン残高
� （単位：百万円、％）

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

消費者ローン �3,152� 46.92 �3,193� 45.59
住 宅 ロ ー ン �3,566� 53.08 �3,811� 54.41
合　　　　計  6,718 100.00  7,004 100.00

■貸出金金利区分別残高
� （単位：百万円、％）

項　　　　目 平成27年度 平成28年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

固定金利貸出 �6,134� 42.76 �6,004� 41.55
変動金利貸出 �8,210� 57.24 �8,445� 58.45
合　　　　計  14,344 100.00  14,449 100.00

■有価証券種類別平均残高
� （単位：百万円、％）

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

国 債 1,652� 59.45 �1,599� 51.85
地 方 債 － － － －
短 期 社 債 － － － －
社 債 － － － －
株 式 �15� 0.54 �15� 0.49
外 国 証 券 �150� 5.40 �236� 7.65
その他の証券 �962� 34.62 �1,232� 39.95
合　　　　計  2,779 100.00  3,084 100.00

（注）　当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

■有価証券種類別残存期間別残高
� （単位：百万円）

区　　　    　　分 １年以内 1年超 
５年以内

５年超 
10年以内 10年超

国 債 平成27年度 �－� �745� �221� �868�
平成28年度 �－� �730� �217� �845�

地 方 債 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

短 期 社 債 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

社 債 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

株 式 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

外 国 証 券 平成27年度 �－� �－� �－� �100�
平成28年度 �－� �－� �－� �300�

その他の証券 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

合　　計 平成27年度 �－�  745  221  968 
平成28年度 �－�  730  217  1,145 

（注）　残高には「期間の定めのないもの」は含まれておりません。

■定期預金種類別残高
� （単位：百万円）

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
固 定 金 利 定 期 預 金 17,311 17,652
変 動 金 利 定 期 預 金 110 108
そ の 他 の 定 期 預 金 807 737

合　　　　計 18,230 18,499

■財形貯蓄預金残高
� （単位：百万円）

項　　　　　　目 平成27年度 平成28年度
財 形 貯 蓄 残 高 29 26

■28年度・預金科目別構成グラフ

18,499

1,306

10,967

324 86 65 0

31,247
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■預金種目別平均残高
� （単位：百万円、％）

科　　　目 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

流 動 性 預 金 10,943� 35.74 11,113� 35.94�
定 期 性 預 金 19,594� 63.99� 19,762� 63.92�
譲 渡 性 預 金 － － － －
その他の預金 81� 0.26� 41� 0.13�
合　　　　計 30,620 100.00 30,917 100.00 

■預金者別預金残高
� （単位：百万円、％）

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

個 人  26,441 86.35  26,995 86.39 
法 人  4,178 13.64  4,251 13.60 
一 般 法 人 �4,007� 13.09� �3,924� 12.56�
金 融 機 関 �3� 0.01� �19� 0.06�
公 金 �166� 0.54� �307� 0.98�
合　　　　計  30,620 100.00  31,247 100.00 
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■貸出金業種別残高・構成比
� （単位：百万円、％）

業　　　種　　　別 平成27年度 平成28年度
金　額 構成比 金　額 構成比

製 造 業 840 5.02 962 5.73
農 業 ・ 林 業 597 3.57 615 3.66
漁 業 － － 12 0.07
鉱業・採石業・砂利採取業 － － － －
建 設 業 1,386 8.28 1,408 8.39
電気・ガス・熱供給・水道業 43 0.26 44 0.26
情 報 通 信 業 60 0.36 33 0.20
運 輸 業 ・ 郵 便 業 280 1.67 321 1.91
卸 売 業 ・ 小 売 業 1,730 10.33 1,775 10.57
金 融 業 ・ 保 険 業 400 2.39 400 2.38
不 動 産 業 119 0.71 106 0.63
物 品 賃 貸 業 11 0.07 5 0.03
学術研究・専門・技術サービス業 77 0.46 61 0.36
宿 泊 業 667 3.98 762 4.54
飲 食 業 587 3.51 602 3.59
生活関連サービス業・娯楽業 265 1.58 256 1.53
教 育・学 習 支 援 業 3 0.02 24 0.14
医 療 ・ 福 祉 112 0.67 201 1.20
そ の 他 の サ ー ビ ス 1,670 9.97 1,427 8.50
そ の 他 の 産 業 98 0.59 51 0.30
小 計 8,956 53.49 9,074 54.06
国・地 方 公 共 団 体 等 1,068 6.38 707 4.21
個人（住宅・消費・納税資金等） 6,718 40.12 7,004 41.73

合　　　　　計 16,743 100.00 16,786 100.00

■貸倒引当金の内訳
� （単位：百万円）

区　　　　分 平成27年度 平成28年度
金　　額 増 減 額 金　　額 増 減 額

一般貸倒引当金 �24� 9 �59� 35
個 別 貸倒引当金 �618� ▲�146 �577� ▲�41

合　　　　計  643 ▲�137  637 ▲�6

■担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額
� （単位：百万円、％）

区　　　　　分 金　額 構成比 債務保証見返額 構成比
当 組 合
預 金 積 金

平成27年度 �576� �3.44� �－� �－�
平成28年度 �568� �3.38� �－� �－�

有 価 証 券 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

動 産 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

不 動 産 平成27年度 �8,048� �48.07� �43� �89.58�
平成28年度 �7,810� �46.53� �39� �90.70�

そ の 他 平成27年度 �－� �－� �－� �－�
平成28年度 �－� �－� �－� �－�

小　　 計 平成27年度  8,624  51.51  43  89.58 
平成28年度  8,378  49.91  39  90.70 

信用保証協会
・信用保険

平成27年度 �985� �5.88� �5� �10.42�
平成28年度 �1,057� �6.30� �3� �6.98�

保 証� 平成27年度 �4,074� �24.33� �－� �－�
平成28年度 �4,390� �26.15� �－� �－�

信 用 平成27年度 �3,059� �18.27� �－� �－�
平成28年度 �2,959� �17.63� �－� �－�

合　　計 平成27年度  16,743  100.00  48 100.00 
平成28年度  16,786  100.00  43 100.00 

■貸出金償却
� （単位：百万円）

項　　　目 平成27年度 平成28年度
貸 出 金 償 却 額 － －

　リスク管理債権は、平成10年に施行された「金融システム改革法」に基づいて平成11年3月期より開示しております｡

　作成に当っては、貸出資産の自己査定の債務者区分を基準として集計しており、「自己査定による債務者区分」と「金融再生法

に準じた債権区分」及び「金融システム改革法に基づくリスク管理債権｣ の関係を一覧表にして表記いたしましたのでご参照くだ

さい｡

※その他債権とは､ 当該債務者に対する未収利息・仮払金・債務保証見返等の債権をいいます｡

■リスク管理債権及び金融再生法開示債権の状況

自己査定による
債務者区分

金融再生法に準じた債権区分
（貸出金とその他債権を合算しております）

金融システム改革法に
基づくリスク管理債権

自己査定の
分類区分の範囲 当組合償却引当概要

（貸　出　金） ※（その他債権） （貸　出　金　の　み） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

破 綻 先 破綻更生債権及び
これらに準ずる債権 同　　左

破 綻 先 債 権
〇 〇 〇 〇 Ⅲ・Ⅳ分類に対して

100％の引当実 質 破 綻 先

延 滞 債 権
破 綻 懸 念 先 危 険 債 権 同　　左 〇 〇 〇 － Ⅲ分類に対する毀損率

により算出し引当

要

注

意

先

要管理債権 要 管 理 債 権
３か月以上延滞債権

〇 〇 － － 債権額に対する毀損率
により算出し引当貸 出 条 件 緩 和 債 権

そ の 他 の
要 注 意 先 正　　常　　債　　権

〇 〇 － － 債権額に対する毀損率
により今後１年間の予
想損失額を算出引当正 常 先 〇 － － －

Ⅰ．自己査定と金融再生法に基づく開示債権並びに管理債権との関係
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（注）
１�．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権です。

２�．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りが
できない可能性の高い債権です。

３．「要管理債権」とは、「3か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する債権です。
４�．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣、「危険債権｣、「要管理債権」以外の
債権です。

５．「担保・保証等（B）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
６．「貸倒引当金（C）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

Ⅲ．金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額の状況
　平成29年3月末� （単位：千円）

区　　　分 年度別 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）＝（B）＋（C）

保全率
（D）/（A）

貸倒引当金引当率
（C）/（A－B）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成27年度 �255,003� �114,464� �140,539� �255,003� 100.00％ 100.00％
平成28年度 �171,275� �102,427� �68,848� �171,275� 100.00％ 100.00％

危 険 債 権 平成27年度 �812,532� �303,559� �478,099� �781,659� 96.20％ 93.93％
平成28年度 �845,155� �312,219� �509,122� �821,341� 97.18％ 95.53％

要 管 理 債 権 平成27年度 �129,481� �34,193� �19,194� �53,387� 41.23％ 20.14％
平成28年度 �169,695� �37,725� �32,615� �70,340� 41.45％ 24.71％

不良債権計 平成27年度  1,197,017  452,217  637,833  1,090,050 91.06％ 85.64％
平成28年度  1,186,127  452,372  610,585  1,062,958 89.62％ 83.21％

正 常 債 権 平成27年度 �15,621,088�
平成28年度 �15,669,931�

合　　　計 平成27年度  16,818,105 
平成28年度  16,856,058 

Ⅳ．自己査定による総与信の債務者区分に基づく各債権額の詳細及び引当金内訳
　平成29年3月末� （単位：千円）

債務者区分別債権 Ⅰ分類額 Ⅱ分類額 Ⅲ分類額 Ⅳ分類額 債務者区分計 一般・個別
貸倒引当金

① 破 綻 先 債 権 額 �－� �6,349� �2,725� �23,604� �32,678� �26,329�
② 実 質 破 綻 先 債 権 額 �2,585� �93,492� �209� �42,309� �138,597� �42,519�
③ 破 綻 懸 念 先 債 権 額 �74,608� �237,611� �532,936� �－� �845,155� �509,122�

④ 要注意先
要 管 理 先 債 権 額 �－� �203,376� �－� �－� �203,376� �32,615�
その他要注意先債権額 �351,190� �2,011,737� �－� �－� �2,362,927� �21,620�

⑤ 正 常 先 債 権 額 �13,273,322� �－� �－� �－� �13,273,322� �5,528�
総　与　信　額  13,701,706  2,552,567  535,870  65,913  16,856,058  637,735 

Ⅱ．リスク管理債権および同債権に対する保全額の状況
　平成29年3月末� （単位：千円）

※リスク管理債権については、総与信（貸出金等関連する債権）のうち貸出金のみを算出し表記したものです｡
（注）
１�．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立又は弁済の見込みが無いもの
として未収利息計上しなかった貸出金（貸出償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第1項第
3号のイ．会社更生法等の規定による更正手続開始の申立てのあった債務者、ロ．民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．
破産法の規定による破産の申立てがあった債務者、二．商法の規定による整理開始又は特別清算開始の申立てがあった債務者、ホ．手形交換所の取引停
止処分を受けた債務者、等に対する貸出金です。

２�．「延滞債権」とは、上記１．及び債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として、利息の支払を猶予したもの以外
の未収利息不計上貸出金です。

３．「3か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している貸出金（上記１．および２．を除く）です。
４�．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に
有利となる取決めを行った貸出金（上記１．～３．を除く）です。

５�．「担保・保証等（Ｂ）」は、「リスク管理債権総額（Ａ）」における自己査定に基づく担保の処分可能見込み額及び保証による回収が可能と認められる額です。
６．「貸倒引当金（Ｃ）」は、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金は含まれておりません。

区　　　　　　　　分 貸出残高（A） 担保・保証（B） 貸倒引当金（C） 保全率（B+C）／ A

破 綻 先 債 権 平成27年度 �111,205� �22,540� �88,665� 100.00％
平成28年度 �32,678� �6,349� �26,329� 100.00％

延 滞 債 権 平成27年度 �956,330� �395,484� �529,973� 96.77％
平成28年度 �983,753� �408,298� �551,641� 97.58％

３か月以上延滞債権 平成27年度 �－� �－� �－� �－％
平成28年度 �－� �－� �－� �－％

貸出条件緩和債権 平成27年度 �129,481� �34,193� �19,194� 41.23％
平成28年度 �169,695� �37,725� �32,615� 41.45％

合　　　　計 平成27年度  1,197,017  452,217  637,833 91.06％
平成28年度  1,186,127  452,372  610,585 89.62％

17 Shiozawa Shinyokumiai  DISCLOSURE  2017



その他の業務
■代理業務貸付残高の内訳
� （単位：千円、％）

区　　　　　　　　  分
平成27年度末 平成28年度末

金　　　額 構　成　比 金　　　額 構　成　比
全 国 信 用 組 合 連 合 会 10,794 2.63� 9,200 2.58�
商 工 組 合 中 央 金 庫 － － － －
日 本 政 策 公 庫 188,916

46.04�
171,110

47.92�（ う ち 教 育 ロ ー ン ） （26,671） （19,389）
（ う ち 農 林 水 産 事 業 ） （162,245） （151,721）
独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 202,767 49.41� 168,995 47.33�
独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 935 0.23� 799 0.22�
独立行政法人中小企業基盤整備機構 6,950 1.69� 6,950 1.95�
そ の 他 － － － －

合　　　　　　　　計 410,365 100.00 357,055 100.00 

■内国為替取扱実績
� （単位：百万円）

区　　　　　　　　分
平成27年度末 平成28年度末

件　　　数 金　　　額 件　　　数 金　　　額

送 金・ 振 込
他の金融機関向け 25,384 20,803 25,668 11,202
他の金融機関から 38,956 12,646 39,701 12,248

代 金 取 立
他の金融機関向け 867 345 673 326
他の金融機関から 2,021 1,459 2,552 1,691

■主要な業務の内容
Ａ　預金業務
　�当座預金、普通預金、決済用預金、貯蓄預金、通知預金、定
期預金、定期積金、納税準備預金等を取扱っております｡ ま
た、譲渡可能な定期預金（譲渡性預金）も取扱っております。

Ｂ　貸出業務
　�手形貸付、証書貸付、及び当座貸越（カードローン含む）、
商業手形等の割引を取扱っております｡

Ｃ　有価証券投資業務
　�預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株
式､ その他の証券に投資しております｡

Ｄ　内国為替業務
　�送金為替､ 普通振込及び代金取立等を取扱っております｡
Ｅ　付帯業務
　①　債務の保証業務
　②　有価証券の貸付業務
　③　国債等の引受け

　④　代理業務
　　イ．日本政策公庫の代理貸付
　　ロ．商工組合中央金庫の代理貸付
　　ハ．独立行政法人住宅金融支援機構の代理貸付
　　ニ．独立行政法人中小企業基盤整備機構の代理貸付
　　ホ．独立行政法人勤労者退職金共済機構の代理貸付
　　ヘ�．自動車損害賠償責任保険料収納及び保険金支払業務の

代理
　　ト．地方公共団体の公金取扱業務
　　チ�．株式払込金の受入代理業務及び株式配当金の支払代理

業務
　⑤�　次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定
めるものに限る）全国信用協同組合連合会

　⑥　有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
　⑦　住宅ローンに関連する火災保険の窓販業務

■各種サービス手数料一覧
●内国為替・振込手数料

種　　　　類 手　　　数　　　料

窓口またはATMご利用の場合
窓　　　　口 A　　T　　M

非組合員の方 組合員の方
キャッシュカードによる振込 現金による 

振込
他行カード 

振込非組合員の方 組合員の方

当 組 合 宛

当 組 合 同 一 店
宛

5万円未満 108円

無　料

無　料

無　料

無　料 無　料
5万円以上 324円 216円 216円 216円

当 組 合 本 支 店
宛

5万円未満 216円 108円 108円 108円
5万円以上 432円 324円 324円 324円

他 行 宛 電 信 扱 い
5万円未満 648円 432円 540円 324円 540円 540円
5万円以上 864円 648円 756円 540円 756円 756円

※定額自動送金は、ATM振込の手数料に準じます。

手
数
料
一
覧
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●内国為替・取立手数料
種　　　　　　　類 手　数　料

取
立
手
数
料

当組合本支店所在の手形交換地域内の場合 216円
当組合加盟の異なる
手形交換所のもの

普通扱い 648円
至急扱い 864円

当組合支払場所で本支店宛 216円
当組合支払場所で同一店内 無　料

●キャッシュサービスご利用手数料

●個人情報開示請求手数料
種　　　　　　　類 手　数　料
個人情報開示請求依頼 無　料

●各種発行手数料

種　　　　　　　類 手数料

各

種

発

行

手

数

料

手形・小切手帳
交 付 手 数 料

小 切 手 帳 1冊（50枚） 648円
約 束 手 形 帳 1冊（25枚） 324円
為 替 手 形 帳 1冊（25枚） 324円
マル専手形用紙 1枚 540円

自己宛小切手発行手数料 1枚 540円
通帳・証書・キャッシュカード・
ローンカードの再発行�※ 1,080円

預金残高証明書 1通につき 540円融資残高証明書
住宅取得に係る借入金の年末残高証明書 無　料
融資証明書 1通につき 3,240円
利息証明書 1通につき 540円

※�紛失・盗難・汚損（カードについては暗証番号忘れも含む）が対象とな
ります。

平　
　

日

ご利用カード 午前8：00から午前8：45まで 午前8：45から午後6：00まで 午後6：00から午後7：00まで 午後7：00から午後8：00まで
お引出し お預入れ 相互入金 お引出し お預入れ 相互入金 お引出し お預入れ 相互入金 お引出し お預入れ 相互入金

当 組 合 無料 無料 無料 無料 108円 無料 108円 無料
※�しんくみお得ねっと 108円 無料 108円 108円
※�提 携 金 融 機 関 108円 108円 108円 108円 108円 108円 108円
※�ゆ うち ょ 銀 行 108円 108円 108円 108円 108円 108円
キ ャ ッ シ ン グ 無料 無料 108円

セ ブ ン 銀 行

午前7：00から午前8：45まで
108円 108円

午前8：45から午後6：00まで 午後6：00から午後7：00まで 午後7：00から午後8：00まで 午後8：00から午後10：00まで
無料 無料 108円 108円 108円 108円 108円 108円

土
曜
日

ご利用カード 午前8：00から午後2：00まで 午後2：00から午後5：00まで 午後5：00から午後8：00まで
お引出し お預入れ 相互入金 お引出し お預入れ 相互入金 お引出し お預入れ 相互入金

当 組 合 無料 無料 108円 無料 108円 無料
※�しんくみお得ねっと 無料 108円
※�提 携 金 融 機 関 108円 108円 108円 108円
※�ゆ うち ょ 銀 行 108円 108円 108円 108円
キ ャ ッ シ ン グ 無料 108円

セ ブ ン 銀 行

午前8：00から午前9：00まで
108円 108円

午前9：00から午後2：00まで 午後2：00から午後5：00まで 午後5：00から午後7：00まで
無料 無料 108円 108円 108円 108円

日
曜
祝
日

ご利用カード 午前8：00から午後5：00まで 午後5：00から午後8：00まで
お引出し お預入れ 相互入金 お引出し お預入れ 相互入金

当 組 合 108円 無料 108円 無料
※�しんくみお得ねっと 108円
※�提 携 金 融 機 関 108円 108円
※�ゆ うち ょ 銀 行 108円 108円
キ ャ ッ シ ン グ 108円

セ ブ ン 銀 行 午前8：00から午後5：00まで 午後5：00から午後7：00まで
108円 108円 108円 108円

※「提携金融機関」ならびに「ゆうちょ銀行」は、土曜・祝祭日のATMでのご利用開始時間が午前9：00からとなります。
※「相互入金」は全国の信用組合、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫で相互に入金業務に関する契約を締結している金融機関で取扱いができます。
※「しんくみお得ねっと」の表示のある提携信用組合ATMでのお引出しは、上記サービス時間内の利用手数料は無料となります。
※�  �の時間帯はお取扱いできません。

※①　担保設定の伴わない住宅ローンについては無料とします。
※②�　一債務者で同一融資案件に基づく場合は、担保設定が複数でも1案

件分の手数料になります。地方公共事業によって発生する一部解除は
無料とします。

※③　小口消費者ローンの一部・全部繰上返済は無料とします。

●融資関連手数料

種　　　　　　　　　類 手　数　料

融
資
関
連
手
数
料

カードローン口座開設手数料
（第1回目のご利用返済時に自動引落し） 無　料

住宅ローン取扱手数料�※①
根・抵当権設定 32,400円
全国保証（株）保証付 54,000円

不動産担保
設定手数料
　 ※ ②

不動産担保新規・追加・譲渡設定 21,600円
不動産担保一部解除・極度額変更
順位変更・債務者変更等 10,800円

融資条件変
更手数料　
※ ③

一部繰上・全部繰入返済
債務者・保証人の変更・脱退
金利・融資期間変更等

5,400円

住宅ローン繰上返済手数料　（全部繰上） 5,400円
支払承諾保証書 保証額×0.9％

●その他手数料

種　　　　　　　類 手　数　料

そ　
　

の　
　

他

ATM延長時間帯利用手数料 1回につき 108円
ATM銀行間利用手数料 1回につき 108円
県内しんくみカード利用平常日・通常時間手数料 無　料
マル専口座開設手数料（割賦販売通知書1通） 1口座につき 3,240円
不渡手形返却料

1通につき 648円取立手形・小切手組戻料
振込組戻料
取引明細照会手数料（COM）　※ 1枚につき 216円

※取引明細照会作成は、概ね1ヶ月以上前のお取引明細を作成するものです。

手
数
料
一
覧
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①　総代会の仕組み、機能
　信用組合の運営のための最高議決機関は総会でありますが、
組合員数が多い場合は、これに代わる総代会の制度が認められ
ています。
　組合員の総数が200人を超える組合は、定款の定めるところ
により、総会に代わる総代会を設けることが出来ます。
　当組合も組合員総数1万人を超える信用組合であるために定
款の定めにより、総会に代わる総代会を開催しています。

②　総代の選出方法、任期と定数
　通常総代会は毎年6月に開催するほか、必要に応じて臨時総
代会を開催します。
　なお、総代会は組合員の代表である「総代」で構成されてお
ります。
　組合員の代表である「総代」は、当組合の定款および総代選
挙規程の定めにより選出されます。
　組合員の選挙権は出資の額に関係なく、一人一票と決められ
ております。
　当組合の定款では、「総代」の任期は3年、「総代」の定数は
100人以上120人以内と定めています。
　なお、総代候補者（立候補者、（推薦を含む）の数が当該地
区における総代定数を超えない場合は、その候補者（立候補者
（推薦を含む）を当選者として投票は行っておりません。

ガバナンスの強化
　当組合では、組合員の代表である総代の機能を強化し、組合
員の声を経営に反映させる仕組みを整備し、経営の情報開示の
充実と、総代地区会議等の活用により、その都度、組合員の声
を聞き、開かれた組合経営に努めてまいりました。
・当組合の具体的な取組実績
１．役員に関しての実績
１）平成16年6月より「員外監事」を1名選任している
２）平成17年6月より「常勤監事」を1名選任している
３�）平成18年6月に「理事の定数」を12名から10名へ2
名削減している

４�）平成21年6月より地区理事5名を職員外（総代）より
選出している

５�）平成27年6月より「女性役員（非常勤監事）」を1名
選任している

２．総代に関しての実績
１）「総代地区会議」を年2回定期開催している
２）平成18年6月に全国初の「女性総代」を誕生させた
３�）平成18年11月、21年6月、23年11月に総代の研修会
を実施した

４�）平成21年6月に「総代の定年制」を規定化、上限を
75歳とした

５�）平成27年6月の総代選出にあたり構成を組合員構成比
に近付けた

６�）通常総代会（82％）及び総代地区会議（78％）への
出席率の向上

３．その他の実績
１�）平成16年4月より外部監査として「監査法人」を選任
している

２�）平成23年11月に非常勤役員、総代、信栄会員への研
修会を実施した

３�）平成27年7月に非常勤役員を全信中協主催の専門研修
会へ派遣した

③　第64期通常総代会の決議項
　平成29年6月22日開催の「通常総代会」において、下記の
とおり決定されましたのでご報告申し上げます。
第１号議案　�　平成28年度「第64期」剰余金処分案承認の件は、

原案どおり承認されました。
第２号議案　�　平成29年度「第65期」事業計画及び収支予算

決定の件は、原案どおり承認されました。
第３号議案　�　理事任期満了に伴う改選の件は、原案どおり承

認されました。
第４号議案　�　監事任期満了に伴う改選の件は、原案どおり承

認されました。
第５号議案　�　組合員「除名」議決の件は、原案どおり承認さ

れました。
第６号議案　�　平成29年度「理事および監事の報酬総額」決

定の件は、原案どおり承認されました。
第７号議案　�　退任役員に対する退任慰労金支給の件は、原案

どおり承認されました。
第８号議案　�　当組合「経営情報」開示の件として次の項目に

ついてお聞きしました。
　・�中期経営計画「三か年計画」策定の件は、原案どおり承認
されました。

　・�平成29年度「重点施策」に関する件は、原案どおり承認
されました。

　・�「魚沼の未来基金」の報告と引き続きのは、原案どおり承
認されました。

総代および総代会の機能等について

公　　告　　◆選挙区別の総代定数　◆選挙人名簿の縦覧開始
　　　　　　◆選挙期日　◆投票時間　◆投票場所　　　　　

当選者の公告

候補者の届出
●立候補　●推薦

候補者の数が
定数以内の選挙区

総代候補者の公告

無投票当選 当　　選

投　　票

候補者の数が
定数を超える選挙区

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

総代会（最高意思決定機関）

組　　合　　員

総代選挙

総　　代

組
合
員
の
意
見
集
約 塩沢信用組合

⬆

⬆
出席

⬆
討議

⬆選出

⬆
立候補

⬆
推薦

 
出資・預金・融資など

 
組合経営の
意思決定

総　代　会
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④�総代の属性別構成比等に関する情報開示

製造業
10人（8.5％） 農業・林業

5人（4.3％）

その他
産業
5人

（4.3％）

電気・ガス・熱供給・水道業
3人（2.6％）

運輸業・郵便業 1人（0.9％）

卸売業・小売業
19人（16.2％）

飲食業 2人（1.7％）

医療・福祉 2人（1.7％）

その他サービス
8人（6.8％）

生活関連サービス業・娯楽業
21人（17.9％）

宿泊業
15人（13.7％）

建設業
21人（18.8％）

金融業・保険業 2人（1.7％）学術研究・専門・技術サービス業 1人（0.9％）

0 20 40 60 80 100

新総代
115人

60代
62人（53.9％）

70代
13人

（11.3％）

50代
19人

（16.5％）

40代
16人

（13.9％）

30代 4人（3.5％）
20代 1人（0.9％）

0 20 40 60 80 100

新総代
115人

男性
86人（74.8％）

女性
29人

（25.2％）

●総代平均在任期間（男女別）

●総代の職業業種別構成比

●総代平均在任期間（年齢別）

大桃美代子氏講演 平成29年度 通常総代会
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⑤�総代氏名

桐 生 厚 義
（当選６回）

大 津 　 潔
（当選３回）

上 村 　 迅
（当選１回）

上 村 忠 義
（当選３回）

川 内 　 正
（当選３回）

大 塚 常 作
（当選５回）

貝 瀬 一 恵
（当選４回）

貝 瀬 哲 男
（当選４回）

片 山 　 茂
（当選２回）

石 坂 幸 子
（当選１回）

阿 部 秀 明
（当選７回）

阿 部 浩 光
（当選４回）

阿 部 　 勝
（当選６回）

安 達 辰 也
（当選３回）

井 口 岳 夫
（当選２回）

飯 酒 盃 　 敏
（当選４回）

桑 原 　 博
（当選３回）

桑 原 保 夫
（当選５回）

小 林 克 行
（当選１回）

清 水 一 夫
（当選４回）

菅 井 英 明
（当選３回）

鈴 木 伸 太
（当選１回）

鈴 木 美 穂
（当選３回）

髙 野 好 雄
（当選４回）

髙 橋 ひろみ
（当選４回）

田 村 正 治
（当選５回）

田 村 　 暁
（当選３回）

中 嶋 京 子
（当選３回）

中 嶋 知 一
（当選２回）

林 　 澄 子
（当選４回）

原 田 　 清
（当選２回）

本　　店
地区総代
（37名）

石打支店
地区総代
（20名）

平 賀 孝 雄
（当選２回）

笛 木 幸 久
（当選３回）

見 留 光 夫
（当選６回）

山 田 幸 男
（当選６回）

渡 辺 みさ子
（当選４回）

割 田 賢 一
（当選４回）

阿 部 市 郎
（当選３回）
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塩 川 裕 紀
（当選１回）

高 橋 さつ子
（当選１回）

長 屋 　 昇
（当選３回）

西 野 敬太郎
（当選２回）

西 野 徳 光
（当選２回）

羽 賀 謙 祐
（当選３回）

羽 吹 　 忍
（当選３回）

星 野 まち子
（当選４回）

八 木 健 二
（当選４回）

山 田 信 之
（当選11回）

石 田 　 衛
（当選３回）

大 平 春 子
（当選３回）

小 川 一 夫
（当選２回）

奥 村 邦 夫
（当選６回）

笠 原 貴美男
（当選２回）

上 村 清 子
（当選４回）

櫻 井 厚 子
（当選２回）

五日町支店
地区総代
（20名）

武 淵 和 昭
（当選１回）

外 谷 光 雄
（当選８回）

中 澤 明 子
（当選３回）

中 澤 幸 子
（当選３回）

中 澤 好 夫
（当選３回）

南 雲 一 成
（当選１回）

林 　 秀 夫
（当選６回）

林 　 三 奈
（当選１回）

星 野 富 夫
（当選５回）

山 田 みつ枝
（当選４回）

山 本 淳 一
（当選２回）

井 口 伸 夫
（当選３回）

井 口 洋 一
（当選１回）

池 田 きみよ
（当選４回）

岸 野 悦 雄
（当選５回）

木 村 　 盛
（当選６回）

小 林 　 勇
（当選４回）

佐 藤 富 男
（当選３回）

志 田 　 剛
（当選１回）

髙 橋 郁 夫
（当選７回）

阿 部 保 幸
（当選６回）

小野塚 展 子
（当選１回）
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宮 澤 　 清
（当選３回）

山 田 武 雄
（当選５回）

山 田 　 泰
（当選２回）

山 田 芳 男
（当選２回）

吉 野 　 徹
（当選５回）

涌 井 好 一
（当選６回）

涌 井 フサイ
（当選４回）

小出郷支店
地区総代
（17名）

今 井 　 満
（当選１回）

内 田 幹 夫
（当選７回）

遠 藤 憲 子
（当選４回）

遠 藤 　 実
（当選８回）

大 平 　 實
（当選２回）

大 桃 久 子
（当選４回）

岡 部 　 誠
（当選６回）

風 間 　 健
（当選３回）

小 島 成 之
（当選３回）

櫻 井 一 枝
（当選２回）

佐 藤 た け
（当選１回）

佐 藤 文 音
（当選１回）

瀬 下 賢 一
（当選６回）

星 　 宗 兵
（当選１回）

星 　 伸 哉
（当選５回）

横 山 弘 文
（当選７回）

渡 辺 頼 敏
（当選３回）

島 田 敬 子
（当選４回）

高 橋 久 子
（当選３回）

薗 部 昌 代
（当選１回）

滝 沢 完 治
（当選３回）

福 原 ヒロ子
（当選４回）

福 原 政 文
（当選６回）

藤ノ木 忠 夫
（当選２回）

村 山 　 壮
（当選３回）

籠 田 淑 子
（当選４回）

風 巻 良 夫
（当選４回）

草 津 　 進
（当選６回）

粉 川 英 明
（当選１回）

石 原 友三郎
（当選３回）

内 山 信 裕
（当選１回）

津南支店
地区総代
（21名）
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⑧�総代選挙の予告
総代の機能と役割
　信用組合を運営するための最高議決機関は総会ですが、組合
員の数が法定数の200人を超える場合は、定款の定めにより、
総会に代わる「総代会」を設けることが認められています。
　当組合の組合員数は、1万人を超えるため、定款の定めにより、
総会に代わる「総代会」制度を採用しています。
　総代会は、組合員の代表である「総代」により構成されてお
り、「総代」は、当組合の定款および総代選挙規約の定めによ
り選出されます。
　組合員の選挙権は、出資の額に関係なく、一人一票と決めら
れております。
　組合における最高意思決定機関として通常総代会は、毎年6
月に開催するほか必要に応じて臨時総代会を開催します。
・定款の定め「総　代」
　＊「定　数」100人以上120人以内（現職は、115名）
　＊「任　期」3年（現職の任期は、平成30年6月まで）
・次回「総代選挙」の予告
　当組合の「総代選挙規約」に基づいて
　　�第２条　�　総代は、組合員のうちから理事会の定める選挙

区ごとにその地区に属する組合員によって選挙す
る。

　　　　２　�　総代の選挙は、総代任期満了直前の決算期末日
現在の組合員数を基準に、選挙区ごとの総代定数
を算出し、選挙会開催日時、選挙事務所、選挙管
理委員等について、理事会において定めるものと
する。

　＊「選挙会予定日」平成30年6月8日㈮
　＊「総代定数」120名
　＊「選挙権」組合員の選挙権は1人につき1票とする
　＊�「選挙の公告」平成30年5月18日㈮本支店の掲示場へ掲
示

　＊�「立候補の受付」平成30年5月18日㈮～ 5月28日㈪
　＊�「候補者の制限」昭和20年6月11日以降に生まれた組合
員の方

　　※年齢73歳以上の方は候補者となれません
　＊「候補者の公表」平成30年5月29日㈫　本支店へ掲示
　＊「新総代の就任」平成30年6月11日㈪

⑨�総代選挙規約
（総　則）
第１条　�　定款第29条の規定による総代の選挙については、

この規約の定めるところによる。
（総代選挙）
第２条　�　総代は、組合員のうちから理事会の定める選挙区ご

とに、その地区に属する組合員によって選挙する。
　　２　�　総代の選挙は、総代任期満了直前の決算期末日現在

の組合員数を基準に、選挙区ごとの総代定数を算出し、
選挙会開催日時、選挙事務所、選挙管理委員等につい
て、理事会において定めるものとする。

　　３　�　選挙会は、総代任期満了の日に行う。ただし、やむ
を得ない事由ある場合は、総代任期満了の日の前30
日以内に行うことができるものとする。

（選挙人名簿）
第３条　�　総代の選挙は、選挙区ごとに作成した選挙人名簿（組

合員名簿）によって行うものとする。
　　２　�　選挙人名簿（組合員名簿）は、総代の任期満了直前

の決算期末日現在の組合員をもって確定する。
　　３　�　選挙人名簿（組合員名簿）に記載されていない者は、

選挙権及び被選挙権を有しないものとする。
（総代定数）
第４条　　総代の定数は100人以上120人以内とする。
　　２　�　選挙区ごとに選出する総代の定数は、公平性を損な

わないように、当該選挙区の組合員数を基準に理事会
において定める。

（選挙管理）
第５条　�　理事長は、選挙管理委員長となり、総代選挙を管理

する。
　　２　�　理事会において定める選挙区ごとの選挙管理委員

は、組合員のうちから選挙区ごとに2名を委嘱する。

⑦�総代名簿（地区別・五十音順）� （平成29年7月1日現在）�

本 店 地 区 総 代
阿　部　秀　明 ⑦
阿　部　浩　光 ④
阿　部　　　勝 ⑥
安　達　辰　也 ③
井　口　岳　夫 ②
飯酒盃　　　敏 ④
石　坂　幸　子 ①
大　津　　　潔 ③
大　塚　常　作 ⑤
貝　瀬　一　恵 ④
貝　瀬　哲　男 ④
片　山　　　茂 ②
上　村　　　迅 ①
上　村　忠　義 ③
川　内　　　正 ③
桐　生　厚　義 ⑥
桑　原　　　博 ③
桑　原　保　夫 ⑤
小　林　克　行 ①
清　水　一　夫 ④
菅　井　英　明 ③
鈴　木　伸　太 ①
鈴　木　美　穂 ③
髙　野　好　雄 ④

髙　橋　ひろみ ④
田　村　正　治 ⑤
田　村　　　暁 ③
中　嶋　京　子 ③
中　嶋　知　一 ②
林　　　澄　子 ④
原　田　　　清 ②
平　賀　孝　雄 ②
笛　木　幸　久 ③
見　留　光　夫 ⑥
山　田　幸　男 ⑥
渡　辺　みさ子 ④
割　田　賢　一 ④

地区総代定数�
� 38名
地区総代数�
� 37名

石 打 支 店 地 区 総 代
阿　部　市　郎 ③
阿　部　保　幸 ⑥
小野塚　展　子 ①
岸　野　悦　雄 ⑤
木　村　　　盛 ⑥
小　林　　　勇 ④
佐　藤　富　男 ③

志　田　　　剛 ①
髙　橋　郁　夫 ⑦
武　淵　和　昭 ①
外　谷　光　雄 ⑧
中　澤　明　子 ③
中　澤　幸　子 ③
中　澤　好　夫 ③
南　雲　一　成 ①
林　　　秀　夫 ⑥
林　　　三　奈 ①
星　野　富　夫 ⑤
山　田　みつ枝 ④
山　本　淳　一 ②

地区総代定数�
� 21名
地区総代数�
� 20名

五日町支店地区総代
井　口　伸　夫 ③
井　口　洋　一 ①
池　田　きみよ ④
石　田　　　衛 ③
大　平　春　子 ③
小　川　一　夫 ②
奥　村　邦　夫 ⑥

笠　原　貴美男 ②
上　村　清　子 ④
櫻　井　厚　子 ②
塩　川　裕　紀 ①
高　橋　さつ子 ①
長　屋　　　昇 ③
西　野　敬太郎 ②
西　野　徳　光 ②
羽　賀　謙　祐 ③
羽　吹　　　忍 ③
星　野　まち子 ④
八　木　健　二 ④
山　田　信　之 ⑪

地区総代定数�
� 20名
地区総代数�
� 20名

津 南 支 店 地 区 総 代
石　原　友三郎 ③
内　山　信　裕 ①
籠　田　淑　子 ④
風　巻　良　夫 ④
草　津　　　進 ⑥
粉　川　英　明 ①
島　田　敬　子 ④

高　橋　久　子 ③
薗　部　昌　代 ①
滝　沢　完　治 ③
福　原　ヒロ子 ④
福　原　政　文 ⑥
藤ノ木　忠　夫 ②
村　山　　　壮 ③
宮　澤　　　清 ③
山　田　武　雄 ⑤
山　田　　　泰 ②
山　田　芳　男 ②
吉　野　　　徹 ⑤
涌　井　好　一 ⑥
涌　井　フサイ ④

地区総代定数�
� 22名
地区総代数�
� 21名

小出郷支店地区総代
今　井　　　満 ①
内　田　幹　夫 ⑦
遠　藤　憲　子 ④
遠　藤　　　実 ⑧
大　平　　　實 ②
大　桃　久　子 ④

岡　部　　　誠 ⑥
風　間　　　健 ③
小　島　成　之 ③
櫻　井　一　枝 ②
佐　藤　た　け ①
佐　藤　文　音 ①
瀬　下　賢　一 ⑥
星　　　宗　兵 ①
星　　　伸　哉 ⑤
横　山　弘　文 ⑦
渡　辺　頼　敏 ③

地区総代定数�
� 18名
地区総代数�
� 17名

総代定数�
� 120名
総 代 数�
� 115名

（注）　氏名の後に就任回数を記載しております。
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（選挙権）
第６条　　組合員の総代選挙権は、1人につき1票とする。
（選挙の公告）
第７条　�　選挙管理委員長は、理事会において決定した選挙開

催日時、選挙事務所、選挙管理委員の氏名と選挙区ご
との選出総代定数を組合員に対して公告するものとす
る。

　　２　�　総代選挙についての公告は、当組合の本支店の掲示
場に掲示して行うものとする。

　　３　�　選挙開催日時および総代定数等の公告は、選挙開催
日の20日前までに行うものとする。

（選挙の手続）
第８条　�　選挙管理委員長は、公告の日から当組合本支店にお

いて選挙人名簿（組合員名簿）を備置き、組合員から
の縦覧に供するものとする。

　　２　�　選挙人名簿（組合員名簿）の縦覧に際しては、個人
情報保護上の措置として、総代選挙の目的以外には使
用しないものとする。

（総代候補者）
第９条　　総代候補者は、選挙に立候補した組合員とする。
　　　　�　但し、年齢73歳以上の者は、この総代候補者とな

ることができないものとする。
　　　　�　総代の定年年齢を75歳と定め、75歳に到達した任

期の満了をもって終任とする。
　　２　�　立候補の届出は、掲示による公告の日から選挙開催

日の10日前までに、当組合所定の届出用紙により選
挙管理委員長へ届出るものとする。

　　３　�　選挙管理委員長は、総代候補者の氏名を、届出締切
り後ただちに、当組合本支店の掲示場へ掲示し公表す
るものとする。

（無投票当選）
第１０条　�　総代立候補者の数が、その選挙区の選出総代定数

を超えない場合は、その選挙区において選挙は行わ
ないものとする。

　　２　�　選挙管理委員長は、選挙を行わなくなった場合は、
ただちにその旨を当組合本支店の掲示場に掲示して公
告する。

　　３　�　総代定数を立候補者が超えない場合は、その立候補
者をもって当選人とする。

�（投票の方法）
第１１条　�　総代選挙は、選挙管理委員長が定める所定の投票

用紙を用いて投票するものとする。
　　２　　投票用紙は無記名連記式とする。
　　３　�　投票は公告した期日、時間内に所定の選挙事務所に

おいて、選挙管理委員立会いのもとに行うものとする。
　　４　�　選挙管理委員は、投票用紙を交付する際に選挙人名

簿（組合員名簿）にて本人確認を行い、投票用紙の交
付欄に確認印を捺印することとする。

　　５　�　投票用紙の交付を受けた者は、その選挙区において
選出される総代の数に達するまで、投票しようとする
候補者の氏名を自署して投票箱に投入するものとす
る。

（書面投票）
第１２条　�　組合員が都合により選挙日当日に選挙を行うこと

ができない場合は、事前に書面により選挙を行う事
ができるものとする。

　　２　�　書面により選挙を行うものは、選挙期日の公告の日
から選挙開催日の前日までに、選挙管理委員へその旨
を申出るものとする。

　　３　�　選挙管理委員は、書面による選挙の申出が正当なも
のと認めたときは、投票用紙と投票用封筒を申出者へ
交付するものとする。

　　４　�　交付を受けたものは、投票用紙に必要事項を記入し、
投票用封筒に封印し選挙管理委員へ提出し投票を完了
する。

（投票の効力）
第１３条　�　投票の効力について疑義が生じた場合は、選挙管

理委員が可否を決定する。
（開　票）
第１４条　�　選挙管理委員は、投票時刻終了後直ちに開票を宣

言し、投票箱を開いて、それぞれが投票を点検する
ものとする。

（無　効）
第１５条　　次に掲げるものは無効とする。
　　　　⑴　所定の投票用紙を用いないもの
　　　　⑵�　候補者でない者の氏名のほか他事を記載したも

の、但し職業、商号、身分、住所、敬称を記載した
者を除く

　　　　⑶�　選挙すべき総代の数を超えて候補者の氏名を記載
したもの

（当選者）
第１６条　�　選挙管理委員は、選挙区において有効得票数の多

い者から、順次その選挙区の総代の定数までの者を
当選者とする。

　　２　　得票数が同数であるときは、籤で当選者を決める。
（選挙録の作成）
第１７条　�　選挙管理委員は、遅滞なく選挙の経過と結果を記

載した選挙録を作成し、署名捺印の上、選挙管理委
員長宛に提出するものとする。

　　２　�　前項の選挙録は、総代の任期々間中は保存しなけれ
ばならないものとする。

（当選者の公表）
第１８条　�　当選者が定まったときは、選挙管理委員長は直ち

に当選者にその旨を通知し、同時にその氏名を公表
する。

　　２　�　前項の通知を発した日から5日以内に、文書をもっ
て当選を辞退する旨の届出がない場合は、当選者はそ
の当選を承諾したものとする。

（補充選挙）
第１９条　�　総代候補者の届出数が、その選挙区において選挙

すべき総代の数に達しない場合はその届出者をその
選挙区の当選人と定め、不足する数について補充選
挙を行うものとする。

　　２　�　当選人の数がその選挙区において選挙すべき総代の
数に不足する場合も、その不足する数について補充選
挙を行うものとする。

　　３　補充選挙については、全各条項の規定を準用する。
（補欠選挙）
第２０条　�　総代の総数が100人を欠くに至った場合は、補欠選

挙を行うものとする。
　　２　�　補欠選挙は、選挙された総代の数に欠員を生じた選

挙区において行うものとする。
　　３　　補欠選挙については、全各条項の規定を準用する。

　附　則
１�　この規程の第1条・第2項については、平成1年12月13日
より適用するものとする。

２�　平成9年11月26日この規程条文中の組合長を理事長に改
正し、平成10年7月1日から適用する。

３　平成15年3月26日改正事項は、同日より適用する。
４�　平成17年6月6日開催の理事会において改正した事項は、
平成17年6月23日開催の通常総代会において承認され、同
日より適用する。

５�　平成20年6月3日開催の理事会において改正した事項は、
平成20年6月20日開催の通常総代会において承認され、同
日より適用する。

６�　平成27年3月19日開催の理事会において改正した事項は、
平成27年6月27日開催の通常総代会において承認され、同
日より適用する。
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■職員出身者以外の理事の登用状況

� 　

　◇�当組合は、職員出身者以外の理事（※）の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の意見の多面的な反映に努めています。

理　事　長　　小野澤　一　成

常 務 理 事　　須　藤　昇　二

常 勤 理 事　　髙　橋　清　隆

理　　　事　　星　　　充　男（※）

理　　　事　　桑　原　信　一（※）

■役員等の報酬体系

対象役員
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、
常勤理事および常勤監事をいいます。
　対象役員に対する報酬等は、職務遂行の対価として支払う「基
本報酬」、在任期間中の職務執行および特別功労の対価として
退任時に支払う「退職慰労金」で構成されています。
１．報酬体系の概要
　【基本報酬】
　　�　非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会
において理事全員および監事全員それぞれの支払総額の最
高限度額を決定しております。そのうえで、各理事の基本
報酬額につきましては役位や在任年数等を勘案し、当組合
の理事会において決定しています。また、各監事の基本報
酬額につきましては、監事の協議により決定しています。

　【退職慰労金】�
　　�　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を
計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っておりま
す。

２．役員に対する報酬

３．その他
　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第
1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、
信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を
与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」
（平成24年3月29日付金融庁告示第23号）第3条第1頂第3
号および第5号に該当する事項はありません。

対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、
当組合の非常勤役員、当組合の職員であって、対象役員が受け
る報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当組合の業
務および財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。なお、
平成28年度において、対象職員等に該当する者はいませんで
した。

区　　分 当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額
理　　事 31百万円 32百万円
監　　事 7百万円 08百万円
合　　計 38百万円 40百万円

（注）
１�．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第15条別紙様
式4号「附属明細書」における役員に対する報酬です。

２．支払人数は、理事11名、監事4名です。（期中に退任した者を含む）

（注）
１．対象職員等には、期中に退任・退職したものを含めております。
２�．「同等額」は、平成28年度に対象役員に支払った報酬等の平均額とし
ております。

３�．当組合の職員の給与、賞与および退職金は当組合における「給与規程」
および「退職金支給規程」に基づき支払っております。

　�　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、
業績連動型の報酬体系を取り入れ自社の利益を上げることや株価を上げ
ることに動機付けされた報酬となっていないため、職員が過度なリスク
テイクを引き起こす報酬体系ではありません。

非常勤監事（員外）
関 　 久 良

非常勤監事
藤ノ木靖子

常務理事
須 藤 昇 二

理事長
小野澤一成

常勤理事
髙 橋 清 隆

常勤監事
貝 瀬 英 昭

非常勤理事
中 澤 一 博

非常勤理事
髙 橋 　 守

非常勤理事
林 　 茂 一

非常勤理事
桑 原 信 一

非常勤理事
星 　 充 男

理　　　事　　林　　　茂　一（※）

理　　　事　　髙　橋　　　守（※）

理　　　事　　中　澤　一　博（※）

常 勤 監 事　　貝　瀬　英　昭

監　　　事　　藤ノ木　靖　子

員 外 監 事　　関　　　久　良

顧　　　問　　中　嶋　成　夫

�（平成29年7月1日現在）
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リスク管理体制
　金融の自由化の進展にともない、金融業務は多様化､ 高度化
しており､ 信用リスクをはじめとして市場リスク、事務リスク
等さまざまなリスクが経営に重大な影響をおよぼす機会が増え
てきております。
　当組合は､ 経営の健全性確保の観点から金融機関を取り巻く
環境の変化に適切に対応できるように、リスク管理態勢の整備
を図り、収益の安定化と資本の充実に努力してまいります｡

信用リスク管理
　信用リスクとは、取引先の諸事情により貸出金の元金や利息
が、回収できなくなるリスクをいいます。
　現在の環境では、信用リスクが年々増大している現状であり
ます｡ そうした中において、当組合では、信用リスク管理を強
化するため、貸出審査において営業店および本部の審査部門を
それぞれ独立した、融資審査体制の一層の充実と健全な融資審
査に努めております｡
　また、与信取り扱い管理に関する研修会等を実施、あるいは
参加し、人材育成に努めております。
　なお、融資に当っては、特定の業種や取引先に過度に偏重・
集中せずバランスの取れた小口多数主義を基本として、資産の
健全化に努めております｡
　信用コストである貸倒引当金は、正確な自己査定に基づき適
正な引当を行っています。

市場リスク管理
　市場リスクとは、市場の金利変動や価格変動、為替相場の変
動に伴うリスクを指し以下のリスクをいいます｡
①�　金利変動リスク：資産･負債の金利変動に伴うリスク
②　価格変動リスク：�株式や債券などの価格変動がもたらすリ

スク
③　為替変動リスク：為替相場の変動に伴うリスク
　金融機関の資金運用と調達構造は、市場の変動に影響を受け
やすくなってきていますので、適切な管理と対応が重要となっ
ております｡ 当組合では、資金運用基準規程の制定や毎月内部

において保有有価証券や資金運用の状況について協議検討して
おります｡
　なお、保有資産のうち有価証券は別記金額の運用であり社債
･国債を中心とした元本保証の債券類の保有でありますので、
これらの市場リスクは少ない状況となっております｡

オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクとは以下のリスクをいいます。
⑴　事務リスク：�役職員が正確な事務を怠る、或いは事故・不

正等を起こすことにより、当組合が損失を被
るリスク

⑵　システムリスク：�コンピュータシステムの障害または誤作
動、破壊、システムの不備、不正利用等
により当組合が被るリスク

⑶　その他オペレーショナル・リスク
　①　法務リスク：�顧客に対する過失による義務違反および不

適切なビジネス・マーケット慣行から生じ
る損失・損害（監督上の措置並びに和解等
により生じる罰金、違約金および損害賠償
金等を含む）などにより、当組合が損失を
被るリスク

　②　人的リスク：�人事運営上の不公平・不公正（報酬・手
当・解雇等の問題）、差別的行為（セクシュ
アルハラスメント等）から生じる損失・損
害などにより、当組合が損失を被るリスク

　③　有形資産リスク：�災害その他の事象から生じる有形資産
の毀損・損害などにより、当組合が損
失を被るリスク

　オペレーショナル・リスク全体の状況を俯瞰的に把握し、オ
ペレーショナル・リスクを特定、評価、モニタリング、コント
ロールおよび削減等、総合的に管理することにより、当組合の
業務の健全性および適切性を確保し、顧客からの信頼性の向上
を図る取組を行っております。

法令等遵守体制（コンプライアンス）
　金融機関が公共的使命と社会的責任を果たすことは重要な責
務であります。
　そのためにあらゆる法令やルールを遵守して、社会的規範に
決してもとることのない、公正な業務運営を行う体制作りが強
く求められております。
　当組合は、全役職員が法令等の遵守を常に心がける企業風土
を醸成するために、コンプライアンス体制の整備を積極的に
行っております。
　コンプライアンス担当者を本部・営業店に配属するととも
に、行動基準の手引書とする「コンプライアンス・マニュアル」
と「行動指針」等を制定し、それを実践して行くために、全役
職員を対象に各階層別研修・啓蒙活動を実施しております。
　また、今後毎年コンプライアンス・プログラムの見直しを進
め、体制の構築に向けての重要課題と位置付けし、積極的に取
組み、地域の皆様に対し、誠実かつ公平な業務運営を通じてさ
らなる信頼を確保し維持できるよう、引き続き法令遵守を徹底
するための管理体制を確立してまいります。

当組合のコンプライアンスの基本方針
①�　「しおしん」は、法令等遵守態勢を経営の基本方針の一つ
として位置づけております。
②�　「しおしん」のもつ公共的使命を常に自覚し、責任ある健

全な業務運営の遂行に努めております。
③�　「しおしん」は、創意と工夫を生かした金融及び非金融サー
ビスの提供を通じて、地域社会の発展に貢献することに努め
ております｡

④�　「しおしん」は、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規
範に決してもとることのない、公正な業務運営に心掛けてお
ります。

⑤�　「しおしん」は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的な勢力には、これを断固として排除しております。

⑥�　「しおしん」は、経営情報の積極的かつ公平な開示をはじ
めとして、広く地域社会とのコミュニケーションを大切にし
ております。

苦情処理措置
　ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お
取引のある営業店または下記の窓口をご利用ください。
【窓口：塩沢信用組合本部】　フリーダイアル�0120－600－283
受 付 日　�月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日および組合の休

業日は除く）
受付時間　午前9時～午後5時
　なお、苦情対応のご案内については、当組合ホームぺ－ジに
も掲載していますのでご覧ください。
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事業の組織

外部監査人

経営管理（ガバナンス）

監事会

総代会

理事会

監査室

総務部融資部 業務部

常務会
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リ
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流
動
性
リ
ス
ク

統合的リスク

ＡＬＭ・リスク管理委員会

営　　業　　店

（平成29年4月1日現在）

店　　名 住所・電話番号

本 � 部
しんくみセンター

〒949－6408
新潟県南魚沼市塩沢1221－4
025－782－1201

本 � 店
〒949－6408
新潟県南魚沼市塩沢1198
025－782－1151

石 打 支 店
〒949－6371
新潟県南魚沼市関1124－1
025－783－2962

五 日 町 支 店
〒949－7101
新潟県南魚沼市五日町387－1
025－776－2691

津 南 支 店
〒949－8201�
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡543－3
025－765－3125

小 出 郷 支 店
〒946－0076
新潟県魚沼市井口新田547－15
025－792－7766

　ホームぺ－ジアドレス�http：//www.shiozawa.shinkumi.jp/
　また、保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けており
ます。
　一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所
� （電話：03－3286－2648）
　一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター
� （電話：0570－022808）

紛争解決措置
　東京弁護士会紛争解決センター� （電話：03－3581－0031）
　第一東京弁護士会仲裁センター� （電話：03－3595－8588）
　第二東京弁護士会仲裁センター� （電話：03－3581－2249）
で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望される
お客さまは、上記塩沢信用組合本部またはしんくみ相談所にお
申し出ください。
　また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくこと
も可能です。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都
以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
　仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立につ

いて、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で
手続を進める方法もあります。
①　移管調停：�東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を

移管する。
②　現地調停：�東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会

の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレ
ビ会議システム等により、共同して解決に当る。

※�移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳では
ありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター
等にご照会ください。

【窓口：㈳全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
受 付 日：�月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日および協会の休

業日は除く）
受付時間：午前9時～午後5時
電　　話：03－3567－2456
住　　所：〒104－0031　東京都中央区京橋1－9－1
　　　　　（全国信用組合会館内）

「家庭円満51」委員会
「ベストパートナー」委員会
「経営塾」委員会
「次代の会」委員会
「年金」委員会
業務推進委員会（選抜営業チーム）
中小支援委員会（中堅営業チーム）
サポート委員会（特殊営業チーム）
アシスト委員会（一般営業チーム）
事務改善委員会（検印担当チーム）
審査管理委員会（融資担当チーム）
経費管理委員会（経費担当チーム）
ハラス委員会（労働者代表チーム）
中計・ES委員会
CS委員会・女性活躍チーム
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中期経営計画書 ｢第11次｣
［期　　間］2017年4月1日～ 2020年3月31日
「平成29年度～平成31年度」「三ヵ年計画」

「29年度」「30年度」「31年度」

Ⅰ．「基本編」
■「塩沢信用組合経営理念」の理解

一 、 組合員の経済活動を支援し、その経済的地位向上に資する
一、中小事業者の金融の円滑化に寄与する
一、個人の金融資産の円滑化に寄与する
一、地域社会の発展に貢献する
　この経営理念は、当組合の存在意義や理想とする状態を明
文化したものであり、役職員全員の意思決定や行動のよりど
ころとして創業以来不変のものである。
　中期経営計画は、その「経営理念」を実現するために、3
年間で達成すべき「目標」を定め、そのビジョン達成に向け
た道筋を「経営戦略」として立て、その具体的な方法手段と
なるものを「具体的施策」としてある。
　当組合の経営理念は、役職員全員の共通認識とするのみな
らず、信用組合の所有者イコール組合員であることから、組
合員による参画意識を醸成するよう努めていくこととする。

■中期経営計画三ヵ年の『基本方針』
　日本経済の現状は、マイナス金利と金融緩和策の継続効果
が限定的なものにとどまり、民間設備投資や個人消費も大き
な回復は見られず、自立的な経済成長への一進一退が続くな
ど全般的に抑制された状態に終始しております。
　「モノ余りのコト不足」の構造デフレから脱却が遅れ、経
済の力強さを実感できずにいる中で、今後三年の間には「世
帯数のピーク」「消費税の再増税」「オリンピック前の設備ピー
ク」という三つの山を迎え、景気拡大、技術革新、価値観の
変化など、事業を取り巻く競争環境は、確実に激しく変化し
てまいります。
　それは「ポスト2020」に向けた「新たなビジネスモデル
の競争時代」に突入したことを意味しています。
　明らかに自らが変わる必要があります。従来のモノサシか
ら新たな基準となるビジネスモデルを見い出すほどの変化が
求められております。
　当組合は、第11次「中期経営計画」をスタートさせるに
当たり、当組合の原点を見つめ直し、当組合の存在意義と価
値は、やはり、地元と共にあり、地元で頑張る企業や地元に
暮らす人たちのためにあることを再認識しました。
　私たちは、新潟県魚沼地方に限定された金融機関であり、
地元の盛衰はそのまま自分たちに直結し、まさに「運命共同
体」であることから、魚沼の「地方創生」のために立ち上が
ることを決意しました。
　平成29年度を「地方創生」へ「挑戦する年」と位置付け
ます。
　「地方創生」を実現するために、当組合が「核」となり、
民間の活力が連鎖し、好循環化する地域にしていくことを基
本方針とします。
　当組合は、「狭域高密度経営」を基本姿勢に掲げ、地元に「愛
される信用組合」として、お客様の声に真摯に応え、地域の
問題に真剣に取組みます。
　「共通の利益の実現のために協同組合を組織するという思
想と実践」が認められ、ユネスコ無形文化遺産に登録された
「協同組合」の真の価値をステークホルダーとの一体感を醸
成し、協同組織金融機関として、実践してまいります。
　「金融仲介機能のベンチマーク」を活用し、自身の金融仲
介機能を客観的に評価し顧客との対話を深め、事業性評価に
基づく融資や営業支援を通じて、地域の活性化や地方創生に
貢献してまいります。

　「塩信職員の定義十か条」を制定し、職員は、豊かな人格
と識見を備え、地域内で自らが範を示す存在をめざし、企業
からも個人からも頼りにされる仕事を実現していくことを基
本方針といたします。

■『しおしん職員の定義　十か条』
１）制定の目的
　豊かな人格と、識見を備えた、地域内のステータスシン
ボルとしての「信組人」をめざし、「しおしん」職員の心
構えとして「しおしん職員の定義十か条」を定める。

２）「しおしん職員の定義　十か条」
一 、しおしん職員は、心身共に健康第一で「明るく元気」

を発信します。（心身が正常に働き、健康である事。考
え方や行動が偏らず調和がとれている事）

二 、しおしん職員は、家族を愛し人を大切にします。（仕
事ができる喜びを、一番身近で支えてくれる家族に感謝
します）

三 、しおしん職員は、自らの仕事に誇りと責任を持ちます。
（更なる高みを目指して、仕事に取組む）

四 、しおしん職員は、他人を思いやるやさしさを身に付け
ます。（組織内の団結・連携を重んじ協力態勢を構築す
る）

五 、しおしん職員は、人の役に立つ仕事をします。（「情け
は人の為ならず」の精神）

六 、しおしん職員は、失敗を恐れず自ら苦難に挑戦します。
（道を切り開く強靭な精神を養う）

七 、しおしん職員は、何事にも興味と探究心を持ちます。 
（向上心を持ち、充実した人生を送る）
八�、しおしん職員は、魚沼地域の発展に貢献します。（地
元で働ける喜びを、感謝に変えて尽力する）

九 、しおしん職員は、地域のリーダーとして活躍します。 
（地域の皆様から注目されていることを自覚する）

十 、しおしん職員は、コンプライアンスを遵守します。（注
目を集める職員として、しっかりとした自覚を持つ）

Ⅱ．「実施編」
■中期経営「三ヵ年」の課題
１）地方創生の実現
　「地方創生」実現のために、地域の金融機関には、自ら
知恵を絞り、豊かな発想力と実行力で、この魚沼地域の内
側から、「需要を創出する」ことが求められている。
　地域に根差す金融機関こそが地域の中で「核」となり、
民間の活力が連鎖する「仕組み」を作りだす。その上で行
政にも協力を得て、地域全体を動かす「需要の創出」を仕
掛け、若者の定住増加、雇用の創出へ連鎖させていくこと
が課題である。

２）企業の環境適応の支援
　企業の寿命は30年。環境の変化に対し、自らの事業を
環境に適応させきれず、その事業性を低下させてしまって
いるのが地方経済の実態である。
　人口減少に直面している地方の金融機関には、新規創業
よりも、既存の事業先に対する事業転換、第二創業、協業
化による企業の持続への支援が求められている。
　地域の金融機関には、その事業性評価による本業支援と
して、事業転換、第二創業、協業化を実現し、新しい事業
の創出の実例をあげることが求められている。

３）日本型金融排除「個人版」の実態
　地方経済は依然として低迷が続き、賃金は上がらず家計
の収支は悪化し続けている一方で、消費購買の分野では利
便性の追求が進み、安易なスマホの割賦販売契約や、コン
ビニ支払など支払方法の多様化の影響で、安易な利用を続
ける消費者が知らないうちに信用情報に傷をつけてしま
い、金融サービスにアクセスできないという、新たな社会

当組合「経営情報」の開示
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問題、個人版金融排除の実態が顕在化しつつある。
　また、総量規制の枠外である銀行カードローンの大型化
と過当競争が進む中で、新たな多重債務が発生しており、
地域密着の金融機関には、個人信用情報機関に頼らない、
独自の審査基準をもち、ローカル情報を駆使して「お困り
家計」を救い上げ、家計診断によって実態を分析、さらに
予見力をもって将来予測を付加し、家計再生へ導くことが
求められている。
４）組織づくりの課題
　地域に密着し、独自の付加価値を提供する金融機関には、
職員一人一人の対面営業力強化、表現力を追及することが
課題であり、事業の理解、業務の方法手段の理解を深める
実践ロープレ、現場OJTに団体戦で取組むことで組織の
価値、評価を得ていくことが求められている。
　職員個々の自己実現を究極の職員満足度と位置づけ、職
員満足度の向上により、顧客満足度を向上させる。営業力
強化のマネジメントと同時に、ロビーコンシェルジュを配
備し、対面営業力の団体戦での強化を追及する。
５）経営の健全性の課題
　5年後、10年後の地域の動向を想定し、環境変化に対応
できる強固な経営基盤を構築することで、組合経営の健全
性を高め、地域からの評価を高め、存在し続けることが課
題である。
　役職員一人一人が、「コンプライアンス」意識の充実を
図り、組合員の代表である総代の機能を充実させ、ガバナ
ンスの強化を図ることが課題である。

■課題に対する基本戦略
１）「地方創生」に関する戦略
①�　「外需」と「内需」の両立てにより、「産業振興」と「若
者の定住促進」を実現する。
　�　国、自治体の手が行き届かない部分を、民間の活力を
連鎖させる「核」となるため、小力であっても自力を促
し、他力依存から脱却、地域限定の価値を他の事業者と
の協力・連携により発揮することとする。
②�　小規模事業者への積極的な支援に取組み、資金繰りの
改善、経費のコントロール、売上げの安定化を支援する。
事業再生の具体策として、第二創業や協業化による新し

い事業の実例を生み出す施策を展開することとする。
③�　事業者の成長や活性化に組織的かつ継続的に取組み、
取引先の事業の実態を深く理解し、その経営課題の解決
に助言・提案のできる人材を育成することで、担保保証
に過度に依存しない当組合の審査基準を進化発展させ、
企業の課題やニーズに適切に対応する。

２）「差別化」に関する戦略
①�　顧客満足度の向上を追及し、表面的な利便性の満足だ
けではなく、顧客をとりまく環境に顧客自身が差別化で
きる施策を提案、助言し「価格破壊」へ対抗し、マーケッ
トのすき間を創造し参入を促し、大手に真似のできない
対面営業の付加価値を最大限発揮することによる、「非
対面」との差別化を支える。「日本型金融排除（個人版）」
に対して「事後管理システム」等、これまでに構築して
きた独自の取組を更に進化させ、取組む。

②�　日本型金融排除（個人版）の実態を性格に把握し、塩
沢信組独自の「ローカル情報」を駆使した審査基準や、「事
後管理システム」の取組を進化、標準化させ、システム
として組織で取組むことで、「非効率の中の効率化」を
実現する。

③�　営業ノルマは撤廃し、金融機関都合は全廃する。団体
戦を徹底、顧客都合を優先し、顧客との共通価値を創造、
顧客満足度の追及を営業目標に掲げ、顧客目線での業績
（人事）評価を行うこととする。

３）「健全経営」に関する戦略
①�　「重要業績評価指標（KPI）」を導入し、取引先の経営
改善や成長力の強化、抜本的な事業再生や早期転廃業等
の円滑な新陳代謝を促進し、担保・保証に過度に依存し
ない融資体制を定着させる。

②�　本業である貸出金利息の収益構造を分析し、独自の6
階層貸出により将来の安定収益を確保すると共に、経営
基盤拡充の柱として優良顧客組合員との関係性を強化し
リピート化を推進する。

③�　健全経営への投資として、職員が健康で安心して勤務
できる職場作りを推進し、職員満足度の向上と職員の健
康維持に組織として積極的に取組む。

平成29年度�経営の基本方針・事業計画
Ⅰ．はじめに
� 塩沢信用組合　理事長　小野澤一成　
　当組合では、第11次「中期経営計画」をスタートさせるに
当たり、自らの原点を見つめ直し、当組合の存在意義と価値は、
地元と共にあり、地元と共に暮らす企業や人たちのためにある
こと。私たちは、新潟県魚沼地方に限定された金融機関であり、
地元の盛衰はそのまま自分たちに直結し、まさに運命共同体で
あることから、魚沼の「地方創生」のために立ち上がることを
決意し、平成29年度を「地方創生」へ「挑戦する年」と位置
付けました。
　地方創生は、国の重要な政策課題であり、地域産業の競争力
の強化や地域資源の活用、地域の魅力を発信して、地域の生産
性を向上させ、雇用の増加と雇用環境の整備により、地域の担
い手を作り出し、若者の定住を促進して、地域の活性化を図る
など様々な施策が打ち出されており、地域と共に生きる塩沢信
用組合は、自らの課題として、これらに取組む必要があると考
えております。
　地方版総合戦略、「まち、ひと、しごと」創生事業は、仕事
が人を呼び、町を作ると考えており、まず、やらなければなら
ないことは、地元企業の付加価値を創出し、生産性を継続的に
向上させることです。
　そのために、地域産業の中心であり、地元で頑張っている小
規模事業者の後継者難など課題山積の状態をどうにかしなくて

はなりません。
　企業の元気を取り戻すことをテーマに、課題解決へ一緒に
なって取組む金融機関の存在が求められています。
　塩沢信用組合は、その存在となることをここに宣言いたしま
す。

Ⅱ．平成29年度「経営の基本方針」
■Ⅱ．平成29年度「経営の基本方針」その１
　需要が無いところから需要を創出させ、無から有を生みだし、
地元へ新たな仕事を作りだす。毎年12億5千万円、10年で125
億円の仕事を地域内循環の事業とすることで、地元には、1.5
倍から2倍の経済効果が期待できる。
　この事業は、まず提携する建築業者を「優良」事業者として
育成し、全国どこでも通用するようにし、大手による外からの
侵攻を防ぎ、小規模工事関係者を守り地域内事業者が連合し、
地域内での優位性を高め、内需の代表である建設業から地元の
産業を振興させていくことに取組むこととする。
　若い夫婦が、毎年50組、100人の定住を促進し、10年で1,000
人の若者の定住を地元で実現する。地元が元気になるには、若
い人の力が必要であり、地元の産業振興と若者の定住促進とい
う、両方を、20代限定住宅ローンで実現する。
　あくまで、地方創生を実現することが目的であり、そのため
の手段として、この住宅ローンに取組むものとする。
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■Ⅱ．平成29年度「経営の基本方針」その２
　若者定住のためには、雇用環境の整備が不可欠であり、
100社、100人の雇用を創出するために、独自の企業説明会
を開催し、求人手続から採用までをお手伝いし、採用後には、
確実に従業員が定着するための「人材教育」や「職場改善」
に必要なセミナーなどを開催して、企業の雇用増加と定着を
お手伝いする。
　トップセミナーを開催し、社長自らのお悩みや課題の解消
をお手伝いする。
　地方創生のために、地元へ10年で1,000人の雇用を生み出
すことを目的として100社と提携し「ベストパートナー」事
業に取組むものとする。

■Ⅱ．平成29年度「経営の基本方針」その３
　当組合の基本姿勢は、「狭域高密度経営」であり、「地域で
生きる」をテーマに「金融仲介機能のベンチマーク」を活用
し、自身の金融仲介機能を客観的に評価し、顧客との対話を
深め、事業性評価に基づく融資や営業支援を通じて、地元で
頑張っている企業の永続発展のために、抱える課題を整理し、
寄り添いながら一緒に解決し、企業の元気を取り戻すことを
お手伝いする。
　当組合の「事業性評価に基づく融資」は、縁あってお付き
合いのはじまった取引先とは、とことん付き合う方針である
こと。たえず二人三脚で取引先と歩むこと。状況変化にいち
早く気付くこと。良きアドバイザーとして信頼されること。
お客様の利益を優先して考えることである。
　銀行の大型カードローンなどにより、新たな「おまとめ先」
が生まれている。
　個人家計が抱える金銭的悩み「隠れローン」を無料家計診
断により炙り出し、収支を改善させて、家計を再生へと導く
ことをお手伝いする。

Ⅲ．平成29年度「事業計画」（基本的事項）
■「当組合の経営目標」
　平成21年度から8年連続で黒字決算となり、内部留保を充
実させ、不良債権も計画通り、処理することができました。
　今後の経営目標は、当組合の将来を担う人材を育てること
です。人を育てるには、5年10年の歳月がかかります。2020
年を大きな節目と捉えてそれまでに、20名の職員を採用し、
現在の50名体制から、70名へと組織体制を拡充することと
します。

■「経営目標達成のための課題」
　人員の拡充を達成するためには、人件費をはじめ経費負担
の増加を見込み、それを吸収してなお、出資配当金を含む順
当な「利益剰余金」を生み出さなければならず、今の利益水
準から、約5千万円の増収を目指すことが求められます。
　当然に、増収と合わせて、経費の無駄も削減しなければな
りません。
　平成21年度から、貸出を中心に営業を展開し、平成27年
度は、独自の推進策が効を奏し、貸出金の残高が大きく伸長
し、利益も計画的に達成することができました。しかし、平
成28年度は、ほぼ残高伸長はゼロ、利益も不良債権処理に
押されて半減しました。他行借入の肩代わりという、従前か
らの資金をただ低金利で取り込んだために、維持してきた「貸
出金利回」は低下し、貸出利息収入のマイナス要因が発生し
ました。
　このままでは、利回りの低下と残高の減少という負のスパ
イラルに陥ります。他の金融機関が手をこまねいている、家
計の救済支援と再生の分野は、当組合ならではの強みがあり、
その分野をさらに充実させることと、今までに無い、独自の
取組による、新たな資金ニーズを創り出し、貸出金利息収入
を増加させます。さらに既存貸出の不良債権化を防止します。

■「当組合の強みの発揮」
　当組合の強みは、「独自性」「団体戦」などの「差別化戦略」
に代表されるが、組織的に向上心があり、職員のモチベーショ
ンが高いところです。
　現状のままでは、規模縮小、コスト削減しか見えてきませ

ん。今ここで路線変更しなければならないことは明らかです。
　地元に仕事を生み出すこと、独自の資金需要の創出、事業
者の生産性を高めることにより、不良債権化防止と組合利益
の創出を図ります。
①　当組合の基本姿勢「狭域高密度経営」（運命共同体）

◦塩沢信組の特長「愛される金融機関」
◦�お客様の声に真摯に応える�⇒�お客様からの口コミで
評判が広がる

◦�地域の課題へ真剣に取組む�⇒�期待と信頼が増加（存在感）
◦�既得権益（岩盤勢力）�⇒�既成概念（金融機関都合）�⇒�打破
◦�協同組織（ステークホルダー）�⇒�顧客との一体感�⇒�「三方よし」

◦塩沢信組の成長要因「選択と集中」「反省と教訓」
◦�「マンゴーやポーク」�⇒�「プロジェクト化」してまで
支援するわけ

◦�一事例に特化�⇒�深入りして得たノウハウ�⇒�他の事
業者へ波及

◦�小さな企業戦略�⇒�「選択と集中」�⇒�部門の連携（一人三役）
◦�外部情報の活用�⇒�失敗事例を教訓化�⇒�前段取り八分の徹底

②　当組合の「地方創生」への取組
◦「外需」と「内需」の両建て
◦�「農業によるもの」�⇒�地域の特性と魅力のブランド化
◦�「観光によるもの」�⇒�コト消費（サービス）への転換
◦�「建築によるもの」�⇒�ローカルサービスの生産性向上

◦「産業振興」と「若者の定住促進」を優先
◦地域限定で地産地消の相乗効果をもたらす産業振興
◦雇用増加と雇用環境整備による労働力の確保を図る
◦人材教育と生産性向上により収入の安定化を目指す

③　当組合の「差別化戦略」
◦顧客満足度の向上と更なる追求
◦�「適正価格」を付加価値で堅持、安売りやおまけに流されない
◦�「すき間」の創造と参入、需要の創出と良質なサービスの提供
◦�「対面取引」の優位性により「非対面」に無い関係性
を構築する

◦「日本型金融排除」（個人版）への取組
◦�塩沢信組は、真の「ローカル情報」による審査を更に深化させる
◦�塩沢信組は、真の「事後管理システム」で相互間の信頼を強化する
◦�塩沢信組は、非効率の効率化、早くて正確できれいな
仕事を基本とする

上：東京・第一勧業信用組合へ取引先紹介　　
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定　款
◆第１章　　総　　　　　則
（目　　的）
　第�１条　この組合は、組合員の経済活動を促進し、かつ、そ
の経済的地位の向上を図るため地区内の中小規模の事業
者、勤労者その他の協同組織により、組合員に必要な金融
事業を行うことを目的とする。

（名　　称）
　第２条　この組合は、塩沢信用組合と称する。
（事　　業）
　第３条　この組合は、次の事業を行う。
　　⑴　組合員に対する資金の貸付け
　　⑵　組合員のためにする手形の割引
　　⑶　組合員の預金又は定期積金の受入れ
　　⑷　前3号の事業に附帯する事業
　　⑸　為替取引
　　⑹�　法令の定めるところによる国、地方公共団体、金融機

関その他組合員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
　　⑺�　法令の定めるところによる国、地方公共団体、金融機

関その他組合員以外の者に対する資金の貸付け及び手形
の割引

　　⑻�　上記⑸～⑺号の事業に附帯する事業及びその他信用組
合が行うことができる事業に附帯する事業

　　⑼�　国債、地方債、政府保証債その他の有価証券について
証券取引法により信用組合が行うことのできる事業（上
記⑻により行う事業を除く。）

　　⑽�　保険業法その他の法律により信用組合が行うことので
きる事業

　　⑾　その他前各号の事業に附帯又は関連する事業
（地　　区）
　第４条　この組合の地区は、新潟県のうち、
　　十日町市（但し、旧十日町市、旧中里村、旧川西町に限る）
　　南魚沼市
　　魚沼市
　　南魚沼郡
　　中魚沼郡
　　長岡市（但し、川口町に限る）とする。
（事務所の所在地）
　第�５条　この組合は主たる事務所を新潟県南魚沼市に置き、
従たる事務所を次の各地に置く。

　　石 打 支 店　南魚沼市
　　五日町支店　南魚沼市
　　津 南 支 店　中魚沼郡津南町
　　小出郷支店　魚沼市
（組合員たる資格）
　第�６条　次に掲げる者は、この組合の組合員となることがで
きる。ただし、第1号及び第2号に掲げる者にあっては、
その常時使用する従業員の数が300人（卸売業又はサービ
ス業を主たる事業とする事業者については、100人、小売
業を主たる事業とする事業者については、50人）を超え、
かつ、法人についてはその資本金の額又は出資の総額が3
億円（卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円、
小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者について
は、5,000万円）を超える事業者を除く。

　　⑴　この組合の地区内に住所又は居所を有する者
　　⑵　この組合の地区内において事業を行う小規模の事業者
　　⑶　この組合の地区内において勤労に従事する者
　　⑷�　この組合の地区内において事業を行う事業者の役員及

びこの組合の役員
　２�　前項ただし書に規定する事業者であっても、中小企業等
協同組合法第7条第2項に掲げる小規模の事業者は、この
組合の組合員となることができる。

　３�　第1項及び前項の規定にかかわらず、別表1各項の1つ

に該当する者は、この組合の組合員となることができない。
（公告方法）
　第�７条　この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示
する方法及び電子公告により行う。ただし、事故その他の
やむを得ない場合は、新潟県において発行する新潟日報に
掲載する方法により行う。

◆第２章　　組　　合　　員
（普通出資）
　第�８条　普通出資1口の金額は金1,000円とし、全額払込み
とする。

（議決権の代理行使）
　第�９条　組合員は、第26条の規定によりあらかじめ通知の
あった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選
挙権を行使することができる｡ この場合、その組合員の親
族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人とな
ることができない。

　２　代理人は5人以上の組合員を代理することができない。
（加　　入）
　第�１０条　組合員になろうとする者は、次に掲げる事項を記
載した加入申込書をこの組合に差し出し、その承諾を得な
ければならない。

　　⑴　引き受けようとする普通出資口数
　　⑵　この組合の地区内に住所又は居所を有する者は、
　　　イ　氏名又は名称
　　　ロ　住所又は居所
　　　ハ　個人の場合には生年月日
　　　ニ　事業者の場合は、第3号に掲げる事項
　　⑶�　この組合の地区内において事業を行う小規模の事業者

は、
　　　イ　氏名、名称又は商号
　　　ロ　事業所の所在地
　　　ハ　事業の種類
　　　ニ　常時使用する従業員の数
　　　ホ　法人にあっては、その資本金の額又は出資の総額
　　⑷　この組合の地区内において勤労に従事する者は、
　　　イ　氏名
　　　ロ　住所又は居所
　　　ハ　生年月日
　　　ニ　勤務所の名称及び所在地
　　⑸�　この組合の地区内において事業を行う事業者の役員及

びこの組合の役員は、
　　　イ　氏名
　　　ロ　住所又は居所
　　　ハ　生年月日
　　　ニ　勤務する事業所の名称又は商号及び所在地
　　⑹�　暴力団員等（別表1第1項に規定する暴力団員等をい

う。）に該当しないこと、及び別表1第2項各号の1つに
該当しないことの表明、並びに将来にわたっても該当し
ないことの確約

　　⑺�　自ら又は第三者を利用して別表2第3項各号の1つに
該当する行為を行わないことの確約

　２�　組合員となろうとする者が法人である場合には、前項の
加入申込書に登記事項証明書その他法人格を証する書面を
添付しなければならない。

　３�　加入の申込みをした者は、その加入につきこの組合の承
諾を得、引受普通出資口数に応ずる金額の払込みを了した
ときに組合員となる。

　４�　この組合は、組合に加入しようとする者から加入金を徴
収しない。

（持分の譲受けによる加入）
　第�１１条　組合員でない者が、組合員から持分を譲り受ける
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ことにより組合員になろうとするときは、前条第1項及び
第2項に準じ、加入の申込みをしなければならない。

　２�　前項の規定により加入の申込みをした者は、この組合の
承諾を得、かつ、持分を譲り受けた旨の届出をこの組合に
したときに組合員となる。

（相続加入）
　第�１２条　死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有す
る者が、この組合に対し、その組合員死亡の日から3か月
以内に第10条第1項に定める手続に準じて加入の申出をし
たときは、相続開始の時に組合員になったものとみなす。
この場合においては、相続人たる組合員は、被相続人の持
分について、その権利義務を承継する。

　２�　死亡した組合員の相続人が数人あるときは、前項の加入
申出をする者は、加入申出書に他の相続人の同意書を添付
しなければならない。

（記載事項変更の届出）
　第�１３条　第10条第1項及び第2項に掲げる事項に変更を生じ
たときは、組合員は、遅滞なく、この組合に届け出なけれ
ばならない。第11条及び前条により加入した組合員の場
合も同様とする。

（自由脱退）
　第�１４条　組合員は、あらかじめこの組合に通知した上で、
事業年度の終わりにおいてこの組合を脱退することができる。

　２�　前項の通知は、当該事業年度末から6か月前までに、そ
の旨を記載した書面をもってしなければならない。

（法定脱退）
　第１５条　組合員は、次の事由によって脱退する。
　　⑴　組合員たる資格の喪失
　　⑵　死亡又は解散
　　⑶　除名
　　⑷�　中小企業等協同組合法第107条から第109条までの規

定による公正取引委員会の審決
　　⑸　持分の全部の喪失
（除　　名）
　第�１６条　組合員が別表2各項の1つに該当するときは、総会
の議決によって除名することができる。この場合において
は、その総会の10日前までに、その組合員に対しその旨
を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなけれ
ばならない。

　２�　別表2第5項の事由により組合員の除名をするときは、
前項の通知を行う前に、その組合員が住所等（第10条第1
項第2号から第5号までに掲げる住所、居所、勤務所の所
在地又は事業所の所在地をいう。以下この項において同
じ。）に不在であることを調査し、公告等により、除名対
象者がこの組合への住所等の変更届出を行うよう催促しな
ければならない。

（脱退者の持分の払戻し）
　第�１７条　組合員は、第14条又は第15条第1号から第4号ま
での規定により脱退したときは、その持分の払戻しを請求
することができる。

　２�　前項の規定による払戻しの額は、脱退した事業年度の終
わりにおける組合財産によって定める。ただし、組合員の
普通出資額を超えることはできない。

（普通出資口数の減少）
　第�１８条　組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃
止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認めら
れるときは、この組合の承諾を得てその普通出資口数を減
少することができる。

　２�　前項の場合については、第14条及び第17条の規定を準
用する。この場合において、第14条第2項中「6か月」と
あるのは「3か月」と読み替えるものとする。

（経費の賦課）
　第１９条　この組合は、組合員に経費を賦課しない。
（使用料及び手数料）
　第�２０条　この組合は、業務方法書及び別に定めるものにつ
いて使用料又は手数料を徴することができる。

◆第３章　　役　　　　　員
（役員の定数及び選挙）
　第�２１条　この組合の役員は、理事6人以上10人以内及び監
事2人以上3人以内とする。

　２　役員は、総会において選挙する。
　３　役員の選挙は、無記名投票によって行う。
　４�　前項の規定にかかわらず、役員の選挙は、総会の出席者
中に異議がないときは、指名推選の方法によって行うこと
ができる。

　５�　指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を
もって当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席者
全員の同意があった者をもって当選人とする。

　６�　一の選挙をもって2名以上の理事又は監事を選挙する場
合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用して
はならない。

（代表理事）
　第�２２条　この組合に理事長1人を置き、専務理事1人、常務
理事1人を置くことができる。

　２�　理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の議決により、
理事のうちから選定し、各自この組合を代表する。

　３�　理事長は、この組合の業務を統轄し、専務理事は、理事
長を補佐して業務を執行し、常務理事は、理事長及び専務
理事を補佐して業務を処理する。理事長に事故があるとき
は、あらかじめ理事会が定めた順位に従い、専務理事又は
常務理事が理事長の職務を行う。

（理事会）
　第�２３条　理事会は、法令又は定款に別段の定めがある場合
を除き理事長が招集する。

　２�　理事長に事故のあるときは、あらかじめ理事会が定めた
順序により専務理事又は常務理事が理事会を招集し、理事
長、専務理事及び常務理事ともに事故があるときは、他の
理事が理事会を招集することができる。

　３�　理事（理事長及び前項により理事会を招集することがで
きることとなる理事を除く。）及び監事は、会議の目的と
なる事項を記載した書面を提出して理事会の招集を請求す
ることができる。

　４�　前項の請求があった場合において、5日以内にその請求
の日から2週間以内の日を会日とする理事会の招集の通知
が発せられないときは、その請求を行った理事又は監事は、
理事会を招集することができる。

　５�　理事会の招集は、会日の3日前までに、各理事及び各監
事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊
急の必要がある場合には、その期間を短縮することができる。

　６�　理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集
の手続を経ないで開くことができる。

　７�　理事は第5項の規定によりあらかじめ通知のあった事項
については、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加
わることができる。

　８�　この組合は、理事が理事会の決議の目的である事項につ
いて提案をした場合において、当該提案につき理事（当該
事項について議決に加わることができるものに限る。）の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
き（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

　９�　当組合は、中小企業等協同組合法第38条の2第9項の規
定により、理事会の決議（理事（当該責任を負う役員を除
く）の過半数の同意）によって、同法第38条の2第1項の
役員（役員であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の
限度において免除することができる。

　１０�　当組合は、中小企業等協同組合法第38条の2第9項の規
定により、員外理事又は員外監事との間に、同法第38条
の2第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令が規定する額とする。

　１１�　理事会の招集及び運営に関するその他の事項について
は、理事会で定める規定による。

34



（役員の任期）
　第�２４条　理事の任期は、就任後2年以内、監事の任期は、就
任後3年以内のそれぞれの最終の決算期に関する通常総代
会の終結の時までとする。

　２�　補欠役員（定数の増加に伴う場合の補欠を含む。）の任
期は、現任者の残任期間とする。

　３�　理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合におい
て、新たに選任された役員の任期は、第1項に規定する任
期とする。

　４�　任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任
により、第21条第1項に定めた理事又は監事の定数の下限
の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役
員が就任するまでなお役員としての職務を行う。

◆第４章　　総会及び総代会
（総会の招集）
　第�２５条　この組合の通常総会は、毎事業年度終了後3か月以
内に招集する。

　２�　臨時総会は、必要があるときは、何時でも招集すること
ができる。

（総会招集の手続）
　第�２６条　理事（法令の定めにより組合員が総会を招集する
場合にあっては、当該組合員）が総会を招集しようとする
ときは、会日の10日前までに、各組合員に、会議の目的
である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載
した書面を発してしなければならない。

（総会の議事）
　第�２７条　総会においては、前条の規定によりあらかじめ通
知した事項についてのみ議決することができる。ただし、
緊急の必要があると総会が議決した事項については、この
限りではない。

　２�　規約等の変更については、当該規約等の関係法令の改正
（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を
伴わないものに限る。）に伴う規定の整理の場合には、総
会の決議を要しない。　

　　�　なお、本項による規約等の変更を行った場合には、その
旨をこの組合の事務所の店頭に掲示し、周知しなければな
らない。

（総 代 会）
　第２８条　この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
　２�　総代会は、組合員のうちから選挙された総代でこれを組
織する。

　３�　総代会については、総会に関する規定を準用する。この
場合において、第9条第1項中「その組合員の親族若しく
は使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、
同条第2項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるも
のとする。

　４�　総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選
挙をすることはできない。

（総　　代）
　第�２９条　総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組
合員のうちから公平に選挙する。

　２�　総代の定数は、100人以上、120人以内において総代選
挙規約で定める。

　３　総代の任期は、3年とする。
　４　第24条第2項の規定は総代について準用する。

◆第５章　　優　先　出　資
（優先出資の発行）
　第�３０条　この組合は、協同組織金融機関の優先出資に関す
る法律（平成5年法律第44号。以下、「優先出資法」という。）
の定めるところにより、優先出資を発行することができる。

　２�　この組合は、その発行する優先出資を引き受ける者の募
集をしようとするときは、その都度、募集優先出資（当該
募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者
に対して割り当てる優先出資をいう。）について、優先出

資法第6条第1項各号に掲げる事項を理事会が決議し、内
閣総理大臣の認可を受けなければならない。

（優先出資の額面金額）
　第�３１条　優先出資の額面金額は、第8条の普通出資1口の金
額と同一とする。

（優先出資の総口数の最高限度）
　第�３２条　この組合の発行する優先出資の総口数の最高限度
は、200,000口とする。ただし、優先出資につき消却があっ
たときは、これに相当する口数を減ずる。

（優先的配当）
　第�３３条　この組合は、優先出資者に対しては、組合員に先立っ
て剰余金の配当を行うものとする。

　２�　項の配当（以下「優先的配当」という。）の額の額面金
額に対する率（以下 ｢優先配当率｣ という。）は、優先出
資の募集にあたって、理事会が決議し、内閣総理大臣の認
可を受けた率とする。

　３　優先配当率の上限は、年80割とする。
（優先的配当の額の非累積）
　第�３４条　優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先的配
当の額を下回ったときは、その下回った額は、翌事業年度
の優先的配当の額に加算されないものとする。

（優先出資の消却）
　第�３５条　この組合は、優先出資法第15条第1項の規定により、
優先出資の消却を行うことができる。

　２�　この組合は、優先出資の消却を行おうとするときは、内
閣総理大臣の認可を受けなければならない。

（配当を受けることができる者）
　第�３６条　第33条第1項の規定により配当を受けることがで
きる者は、毎事業年度末の優先出資者名簿に記載された優
先出資者又は登録優先出資質権者とする。

（優先出資者総会の招集）
　第�３７条　優先出資法に定める優先出資者総会（以下 ｢優先
出資者総会｣ という。）は、優先出資法に定める優先出資
者総会の招集事由がある場合のほか、必要に応じて招集す
ることができる。

（優先出資者総会招集の手続）
　第�３８条　理事が、優先出資者総会を招集しようとするときは、
会日の2週間前までに、会議の目的である事項、日時及び
場所を記載した書面をもって各優先出資者に通知を発しな
ければならない。

（優先出資者総会の議事）
　第�３９条　優先出資者総会の議長は、理事長がこれにあたる。
理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順
位に従い、他の理事がこれに代わる。

　２�　優先出資者総会においては、前条の規定によりあらかじ
め通知した事項についてのみ議決することができる。

（優先出資者総会における議決権）
　第�４０条　優先出資者は、優先出資者総会において、優先出
資1口について1個の議決権を有する。

　２�　優先出資者は、代理人をもって議決権を行使することが
できる。ただし、他の優先出資者でなければ代理人となる
ことができない。

　３�　優先出資者又は代理人は、優先出資者総会ごとに代理権
を証する書面又はこの組合の承諾を得て、当該書面に記載
すべき事項を電磁的方法によりこの組合に提供しなければ
ならない。

（優先出資取扱規程）
　第�４１条　優先出資に関する取扱い及びその手数料等につい
ては、理事会の定める優先出資取扱規程による。

◆第６章　　経　　　　　理
（事業年度）
　第�４２条　この組合の事業年度は、4月1日から翌年3月31日
までとする。

（剰余金の処分）
　第�４３条　剰余金は、法定準備金、特別積立金、配当金及び
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次期繰越金としてこれを処分する。ただし、総会において
議決したときは、その他の積立金をも積み立てることがで
きる。

（法定準備金）
　第�４４条　この組合は、出資の総額（優先出資法第42条第1
項に規定する資本金の額をいう。）に達するまでは、毎事
業年度の剰余金の10分の1又は剰余金の配当額の5分の1
のいずれか多い額に相当する金額以上の金額を法定準備金
として積み立てるものとする。

（配　　当）
　第�４５条　普通出資額に応じてする剰余金の配当の率は、普
通出資額に対して年10%以下とする。

　２�　前項の配当は、当該事業年度末現在の組合員に対して行
うものとする。

　３�　組合員の組合の事業の利用分量に応じてする配当は、当
該事業年度内において、この組合が組合員に支払った預金
利息、定期積金の給付補填備金又は組合員がこの組合に支
払った貸付金利息若しくは割引料を標準とする。

　４�　配当金の計算上生じた円位未満の端数は、切り捨てるも
のとする。

（損失の処理）
　第�４６条　損失のてん補は、特別積立金、第43条ただし書の
規定によって積み立てた積立金、法定準備金、優先出資法
第42条第3項に規定する資本準備金の順序に従って行う。

（残余財産の分配方法）
　第�４７条　この組合の解散のときにおける残余財産の分配は、
次の各号に掲げる順序に従って行う。

　　⑴�　優先出資者に対して、優先出資の額面金額に発行済優
先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数に応じ
て分配する。

　　⑵�　優先出資者に対して、優先出資の払込金額から額面金
額を控除した金額に発行済優先出資の総口数を乗じて得
た額をその有する口数に応じて分配する。（当該優先出
資の払込金額が額面金額を超える場合に限る。）

　　⑶�　前各号の分配を行った後、なお残余があるときは、払
込済普通出資の口数に応じて按分して組合員に分配す
る。

　２�　残余財産の額が前項第1号及び第2号の規定により算定
された優先出資者に対する分配額に満たないときは、優先
出資者に対して、当該残余財産の額をその有する口数に応
じて分配する。

【別表１】
　１�　暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋
等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その
他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）

　２　次の各号の1つに該当する者
　　⑴�　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を

有すること
　　⑵�　暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ

る関係を有すること
　　⑶�　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に
暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ
と

　　⑷�　暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与
するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ
と

　　⑸�　役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等
と社会的に非難されるべき関係を有すること

� 以　上　
【別表２】
　１�　貸付金の弁済、貸付金の利子の支払又は手形債務の履行
を怠り、期限後6か月以内にその義務を履行しないとき。

　２�　法令若しくはこの組合の定款に違反し、この組合の事業

を妨げ又はこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
　３�　自ら又は第三者を利用して次の各号の1つに該当する行
為をしたとき。

　　⑴　暴力的な要求行為
　　⑵　法的な責任を超えた不当な要求行為
　　⑶�　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる

行為
　　⑷�　風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてこの組合

の信用を毀損し、又はこの組合の業務を妨害する行為
　　⑸�　その他前各号に準ずる行為
　４�　定款第10条第1項第6号の表明・確約に関して虚偽の申
告をしたことが判明したとき。

　５�　5年以上継続してこの組合の事業を利用せず、かつ、こ
の組合がその組合員に対してする通知又は催告が5回（同
一事業年度で複数回の通知又は催告がなされた場合には、
それらを併せて1回の通知又は催告とみなす。）以上継続
して返戻されたとき。

� 以　上　

【附　則】
　改正　昭和54年 7月13日
　改正　昭和57年 6月 4日
　改正　昭和58年 9月20日
　改正　昭和59年 5月26日
　改正　昭和61年 5月26日
　改正　昭和63年 5月26日
　改正　平成 5年 5月27日
　改正　平成 8年 5月21日
　改正　平成 9年 5月22日
　改正　平成10年 7月 1日
　改正　平成11年 7月13日
　改正　平成12年 8月 8日
　改正　平成13年 8月10日
　改正　平成17年 6月23日
　改正　平成18年 6月24日
　改正　平成19年 6月26日
　改正　平成19年 9月30日
　　１�．平成11年6月25日、第22条及び第23条の改正は、平

成10年7月1日から適用する。
　　２�．平成11年6月22日、第3条第2項第11号の改正は、平

成11年7月13日から適用する。
　　３�．平成12年6月28日、第3条第2項第11号の改正につい

ては、平成12年8月8日より適用する｡
　　４�．平成13年6月27日、第1条及び第3条・第5号～第11号、

第6条、第10条第2項、第16条第2号、第22条、第25条、
第30条～第35条の改正は、平成13年8月10日より適用
する。

　　５�．平成17年6月23日の改正は、平成17年10月1日から
適用する。

　　６�．平成18年6月24日の改正は、平成18年8月3日から適
用する。

　　７�．平成19年6月26日の改正は、平成19年8月9日から適
用する。

　　８�．平成19年9月30日付「金融商品取引法」施行による
改正は、同日から適用する。

　　９�．平成22年6月25日の改正は、平成22年6月25日から
適用する。

　　１０�．平成24年6月23日改正は、監督官庁からの認可承認
をもって変更する停止条件付きとする。

　　１１�．平成24年6月23日改正は、平成24年7月25日付の監
督官庁変更認可（関財新理2第108号）以て改正、適用
する。

　　１２�．平成27年6月27日改正は、監督官庁からの認可承認
をもって変更する停止条件付きとする。

　　１３�．平成27年6月27日改正は、平成27年8月3日付の監
督官庁変更認可（関財新理第98号）以て改正、適用する。
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平成27年4月
～ 9月末

平成27年10月
～ 28年3月末

平成28年4月
～ 9月末

平成28年10月
～ 29年3月末

Ａ　�新規に無保証で融資した件数（ABLを活用し、無保
証で融資したものは除く） 0� 0� 0� 0�

Ｂ　�経営者保証の代替的な融資手法として、停止条件付保
証契約を活用した件数 0� 0� 0� 0�

うち、既存の保証契約を停止条件付保証契約に変更し
た件数 0� 0� 0� 0�

Ｃ　�経営者保証の代替的な融資手法として、解除条件付保
証契約を活用した件数 0� 0� 0� 0�

うち、既存の保証契約を解除条件付保証契約に変更し
た件数 0� 0� 0� 0�

Ｄ　�経営者保証の代替的な融資手法として、ABLを活用
した件数 0� 0� 0� 0�

うち、既存の保証契約をABLに変更した件数 0� 0� 0� 0�

保証契約を変更した件数 0� 0� 0� 0�

保証契約を解除した件数 0� 0� 0� 0�

うち、代表者の交代時において、旧経営者との保証契
約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しな
かった件数

0� 0� 0� 0�

うち、代表者の交代時において、旧経営者との保証契
約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した
件数

0� 0� 0� 1�

ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 0� 0� 0� 0�

うち、メイン行としての成立件数 0� 0� 0� 0�

（参考）　�代表者の交代時において、旧経営者との保証契約
は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締
結しなかった件数

0� 0�

（参考）　�代表者の交代時において、旧経営者との保証契約
を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結
した件数

0� 1�

Ｅ　新規融資件数 1,351� 1,425� 1,333� 1,317�

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

※１�　「保証契約を変更・解除した件数」のうち、「変更」とは「保証債務金額の減額をした場合」をいいます。「解除」とは「特定債務保証の解除をした場
合」又は「根保証の期限到来前に解除をした場合」又は「根保証の期限到来時に期限延長等をしなかった場合」をいいます。

※２�　メイン行の判定については、当組合の基準に拠り判断しています。
※３　「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」は、「（A+B+C+D）／ E」の計算式により算出しております。

「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況
経営者保証への対応方針
　当組合は、経営者保証の課題に適切に対応するため、経営者
保証に関するガイドライン研究会（事務局：全国銀行協会及び
日本商工会議所）が公表（平成25年12月5日）した「経営者
保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）
を自発的に尊重し、遵守します。
　今後、お客様と保証契約を締結する場合、また、保証人のお
客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられ
た場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応し、お客様と
の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化に努めてまいります。

経営者保証ガイドラインの取り組み
　具体的な取り組みとしては、借入の申込み時や保証契約の更
改、事業承継などの機会に「経営者保証への対応方針」を説明
し、ガイドラインで求められている以下の要件について充足状
況を検証し、保証参加の要否を検討しています。
・�法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
・�法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範
囲であること

・�法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であること
・�法人から適時・適切に財務情報が提供されていること　など
　また、既存の保証契約の見直しのお申し出があった場合や、
保証債務を整理する場合においても同様に対応しています。
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地域に貢献するしおしんの経営
　当組合は、新潟県南部の魚沼エリアを営業区域とし、地元の
中小零細事業者や住民が組合員となって、お互いに助け合い、
発展していくという相互扶助の精神に基づき運営されている協
同組合組織金融機関です。
　中小零細事業者や住民一人一人の顔が見えるきめの細かな取
引を基本としており、常に組合員の事業の発展や生活の質の向
上に貢献する為、組合員の利益を第一に考えることを基本とし
ております。
　また、地域社会の一員として、当組合の経営資源を活用し、
地域社会の生活の質や文化の向上に積極的に取組んでおります。

事業性融資
54％

個人向け融資
42％

国・地方公共団体
4％

平成28年 3月末

8,000

6,000

4,000

2,000

0 平成29年3月末

3,566 3,811

3,152 3,193

住宅ローン

消費者ローン

住宅ローン

消費者ローン

（百万円）

住宅ローン 消費者ローン

平成28年 3月末

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 平成29年3月末

2,771 2,748

6,185

6,326

設備資金

運転資金

設備資金

運転資金

（百万円）

設備資金 運転資金

●個人向け融資の内訳 ●事業者向け融資の内訳

（単位：百万円）

貸 出 金 残 高 16,786

事 業 性 融 資 9,074

個 人 向 け 融 資 7,004

国・地方公共団体 708

●貸出金残高の内訳（平成29年3月現在）

　これからも、組合員の豊かな暮らしづくりに奉仕するために、
円滑な資金供給と金融サービスを提供していくことはもちろん
のこと、文化的・社会的貢献活動を通じ、組合員の暮らしにう
るおいを与え、地元振興に積極的に資する、地元の金融機関と
して在り続けます。

融資を通じた地域貢献
　地元中小企業及び個人のお客様をはじめとする地域への円滑
な資金供給を重要な使命と捉え、新商品の提供などを通じて、
地域のお客様の資金ニーズにお答えします。
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取
組
内
容

取　
組　
状　
況

地
元
消
費
購
買
促
進
事
業

ふ
る
さ
と

カ
タ
ロ
グ

ギ
フ
ト

・�

地
元
消
費
購
買
活
動
促
進
事
業
と
し
て
、
津
南
支
店

に
お
い
て
、「
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
」
を
作
成
。
地
域

内
事
業
者
の
新
た
な
販
路
拡
大
と
地
域
の
活
性
化
に

貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
に
取
組
ん
で
お
り
ま
す
。

地
域
還
元

型
特
別
賞

与

・�

当
組
合
で
は
、
職
員
へ
必
ず
勤
務
地
で
消
費
す
る
こ

と
を
条
件
に
通
常
賞
与
と
別
に
「
地
域
還
元
型
」
の

特
別
賞
与
を
支
給
し
、
地
元
の
信
用
組
合
と
し
て
消

顧
客
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
融
資
商
品
・
目
的
別

ロ
ー
ン
の
提
供

　

担
保
・
保
証
に
過
度
に
依
存
し
な
い
融
資
商
品
で
あ
る
「
景
気
対
策

特
別
融
資
」「
農
業
振
興
支
援
資
金
」、
協
業
化
と
創
業
・
新
事
業
を
支

援
す
る「
創
業
・
協
業
化
支
援
資
金
」、資
金
繰
り
の
安
定
化
を
図
る「
ビ

ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
」、
エ
コ
関
連
資
金
と
し
て
「
環
境
エ
コ
ロ
ー
ン
」

な
ど
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
平
成
２９
年
２
月
１
日
、
全
国
初
と
な
る

２０
代
限
定
の
５１
年
固
定
金
利
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
発
売
。
地
域
・
社
会
の

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
商
品
開
発
を
今
後
も
続
け
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、個
人
へ
の
支
援
と
し
て
、高
齢
者
向
け
の
「
年
金
需
給
者
ロ
ー

ン
」、
多
重
債
務
改
善
対
策
の
「
お
ま
と
め
ロ
ー
ン
」、
当
組
合
組
合
員

の
地
元
自
動
車
関
連
指
定
業
者
か
ら
の
車
の
購
入
か
ら
、
細
か
な
出
費

ま
で
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
即
日
対
応
で
き
る
「
マ
イ
カ
ー
ロ
ー
ン
・
リ

ザ
ー
ブ
」
な
ど
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

取
組
内
容

取　
組　
状　
況

創
業
・
新
規
事
業
支
援　

創
業
新
事

業
化
支
援

・�

認
定
支
援
機
関
同
士
の
連
携
に
よ
り
、
地
域
内
の
特

に
若
者
層
の
独
立
を
支
援
し
、
新
事
業
を
誕
生
さ
せ

る
お
手
伝
い
に
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

成
長
段
階
支
援

魚
沼
の
経

営
塾
、
経

営
塾
Ｏ
Ｂ

会

・�

２８
年
度
も
引
続
き
「
㈱
タ
ナ
ベ
経
営
」
と
の
連
携
に

よ
る
「
魚
沼
の
経
営
塾
・
第
４
期
」
と
開
講
し
、
取

引
先
企
業
５０
社
か
ら
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
２９

年
度
も
５０
社
か
ら
第
５
期
に
参
加
頂
い
て
お
り
ま

す
。
㈱
タ
ナ
ベ
経
営
の
講
師
に
よ
る
勉
強
会
の
開
催

及
び
、
塾
生
が
お
持
ち
の
経
営
課
題
に
つ
い
て
、
講

師
が
個
別
に
相
談
を
お
受
け
す
る
体
制
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
塾
生
同
士
の
異
業
種
交
流
会
の
開
催
に

店　名 住　　　　所 電話番号 自動機
ATM 両替機

本 部
しんくみ
センター

〒949－6408
南魚沼市塩沢1221
番地－4

（025）
782－1201㈹ 1台 －

本 店 〒949－6408
南魚沼市塩沢1198番地

（025）
782－1151㈹ ２台 １台

石打支店 〒949－6371
南魚沼市関1124番地1

（025）
783－2962㈹ ２台 １台

五 日 町
支 店

〒949－7101
南魚沼市五日町387番地1

（025）
776－2691㈹ １台 －

津南支店
〒949－8201
中魚沼郡津南町大字
下船渡戊543番地3

（025）
765－3125㈹ １台 －

小 出 郷
支 店

〒946－0076
魚沼市井口新田547
番地15

（025）
792－7766㈹ １台 －

ご利用
時　間

平日、土・日祝祭日
午前8時から午後8時まで

平
成
28
年

４
月
２５
・
２６
日

「
年
金
旅
行
・
本
店　

下
部
温
泉
」

５
月
１６
日

小
出
郷
信
栄
会
「
日
帰
り
旅
行
・
大
相
撲
５
月
場
所
観

戦
と
築
地
場
外
市
場
散
策
」

５
月
２３
・
２４
日

「
年
金
旅
行
・
五
日
町　

フ
ラ
ガ
ー
ル
い
わ
き
湯
元
」

５
月
２８
日

小
出
郷
信
栄
会
「
第
９
回
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
」
実
施

６
月
４
日

津
南
信
栄
会
「
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
」
実
施

６
月
９
・
１０
日

「
年
金
総
会
兼
昼
食
会
」
各
本
支
店
会
場
に
て
実
施

６
月
１６
・
１７
日

「
年
金
旅
行
・
津
南　

さ
く
ら
ん
ぼ
と
天
童
温
泉
」

７
月
３０
日

石
打
信
栄
会
「
第
５
回
ふ
れ
あ
い
の
集
い
」
実
施

店
舗
・
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
の
設
置
数
（
平
成
２９
年
７
月
現
在
）

　

�

よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
・
マ
ッ
チ
ン
グ
に
も
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

魚
沼
の
次

代
を
担
う

会

・�

経
営
塾
を
修
了
し
た
塾
生
は
、
Ｏ
Ｂ
会
組
織
で
あ
る

「
魚
沼
の
次
代
を
担
う
会
」
に
入
会
し
、
５
年
後
１０

年
後
に
地
域
の
中
心
的
役
割
を
担
う
「
組
織
」
の
礎

を
作
り
ま
す
。

支
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

・�
地
域
の
魅
力
あ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企

業
に
対
し
て
特
別
に
支
援
す
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
立
ち
上
げ
、
支
援
し
て
い
ま
す
。

・�

「
事
業
育
成
」「
企
業
成
長
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
経
営

の
内
部
に
介
入
し
、
経
営
者
様
と
一
体
と
な
り
経
営

の
改
善
、
生
産
性
の
向
上
を
実
現
す
る
た
め
に
取
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

経
営
改
善
・
事
業
再
生
支
援

経
営
改
善

計
画
策
定

支
援

・�

条
件
変
更
等
で
対
応
し
た
経
営
支
援
先
へ
は
、
中
小

支
援
委
員
が
最
低
月
１
回
定
期
訪
問
し
、
経
営
助
言

の
実
践
と
経
営
改
善
計
画
策
定
支
援
に
取
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

月
次
決
算

化
支
援

・�

当
組
合
の
お
取
引
先
が
会
計
要
領
に
準
拠
し
た
信
頼

性
の
あ
る
決
算
書
と
す
る
こ
と
と
、
毎
月
の
収
支
が

確
認
で
き
、
独
自
に
資
金
計
画
が
図
れ
る
「
月
次
決

算
化
」
に
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

事
業
承
継

事
業
承
継

支
援

・�

後
継
者
不
在
に
よ
る
自
主
廃
業
へ
の
対
応
と
し
て

　

①�　

後
継
者
不
在
事
業
先
の
事
業
存
続
予
想
年
数
等

の
デ
ー
タ
化

　

②�　

既
存
事
業
先
の
事
業
主
及
び
従
業
員
へ
の
事
業

継
続
の
可
能
性
確
認

　

③�　

事
業
譲
渡
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る
事
業
承
継
の
可
能
性

確
認

　

④�　

経
営
者
候
補
の
求
人
、
若
手
起
業
家
の
発
掘
と

育
成

　

以
上
に
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

�

費
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
べ
く
取
組
ん
で
お
り
ま

す
。
提
携
先
企
業
に
も
広
く
提
案
を
し
て
い
ま
す
。

牧
之
通
り
活
性
化　

本
店
観
光

開
店

・�

当
組
合
本
店
が
位
置
す
る
「
牧
之
通
り
」
の
活
性
化

及
び
地
元
の
観
光
産
業
の
業
績
向
上
に
向
け
た
支
援

と
し
て
、
本
店
の
ロ
ビ
ー
を
観
光
客
の
見
学
場
所
と

し
て
開
放
し
て
お
り
ま
す
。

子
ど
も
の
金
銭
教
育
推
進
事
業

子
ど
も
金

銭
教
育
授

業

・�

当
組
合
の
各
支
店
の
所
在
地
で
あ
る
小
中
学
生
を
対

象
に
、
貨
幣
の
歴
史
や
金
融
の
仕
組
み
を
学
ぶ
出
張

授
業
の
開
催
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
学
校
で
の
直
接

の
授
業
の
他
、
当
組
合
営
業
店
の
店
舗
に
生
徒
を
招

い
て
の
開
催
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

若
者
カ
ー

ド
教
育
・

ス
マ
ホ
教

育

・�

本
店
所
在
の
地
元
高
校
に
対
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
や

カ
ー
ド
ロ
ー
ン
、
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
の
利
用
に
対
す
る

注
意
喚
起
を
行
い
、
詐
欺
被
害
防
止
や
貯
蓄
の
重
要

性
を
出
張
授
業
し
て
い
ま
す
。
ま
た
同
高
校
の
Ｏ
Ｂ

職
員
に
よ
る
ス
マ
ホ
課
金
ゲ
ー
ム
の
注
意
喚
起
は
大

変
好
評
で
あ
り
、
今
後
も
さ
ら
に
維
持
発
展
し
て
参

り
ま
す
。

８
月
５
日

小
出
郷
信
栄
会
「
第
６
回
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
」「
第
１２

回
納
涼
祭
」
実
施

８
月
６
日

津
南
信
栄
会
「
第
１４
回
・
ふ
れ
あ
い
の
集
い
」
実
施

９
月
３
日
「
第
２９
回
・
信
栄
会
合
同
親
善
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
」
実
施

９
月
６
日

第
４
回「
信
栄
会
サ
ポ
ー
ト
委
員
会
」実
施（
五
信
栄
会
）

９
月
１１
日

五
日
町
信
栄
会
「
第
２３
回
ふ
れ
あ
い
の
集
い
・
八
海
山

泉
ビ
レ
ッ
ジ
」
実
施

１０
月
１６
日

津
南
信
栄
会
「
日
帰
り
バ
ス
旅
行
・
富
山
の
伝
統
蒲

鉾
・
宇
奈
月
温
泉
」
実
施

１０
月
２０
日

石
打
信
栄
会
「
日
帰
り
旅
行
・
浅
草
・
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
・
赤
坂
迎
賓
館
」
実
施

１１
月
１４
・
１５
日

「
年
金
旅
行
・
石
打
」
横
谷
温
泉

１１
月
２０
日

本
店
信
栄
会
「
第
２
回
蕎
麦
打
ち
体
験
」
実
施

１２
月
２
日

石
打
信
栄
会
「
第
３６
回
・
定
期
総
会
」
実
施

１２
月
１５
日
「
年
金
サ
ポ
ー
ト
委
員
会
」

平
成
2９
年

１
月
１７
日

小
出
郷
信
栄
会
「
第
１５
回
・
定
期
総
会
」
実
施

２
月
３
日

本
店
信
栄
会
「
第
３６
回
・
定
期
総
会
」
実
施

２
月
２４
日

五
日
町
信
栄
会
「
第
３６
回
・
定
期
総
会
」
実
施

３
月
１０
日

津
南
信
栄
会
「
第
２５
回
・
定
期
総
会
」
実
施

39 Shiozawa Shinyokumiai  DISCLOSURE  2017



取
組
内
容

取　
組　
状　
況

地
元
消
費
購
買
促
進
事
業

ふ
る
さ
と

カ
タ
ロ
グ

ギ
フ
ト

・�

地
元
消
費
購
買
活
動
促
進
事
業
と
し
て
、
津
南
支
店

に
お
い
て
、「
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
」
を
作
成
。
地
域

内
事
業
者
の
新
た
な
販
路
拡
大
と
地
域
の
活
性
化
に

貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
に
取
組
ん
で
お
り
ま
す
。

地
域
還
元

型
特
別
賞

与

・�

当
組
合
で
は
、
職
員
へ
必
ず
勤
務
地
で
消
費
す
る
こ

と
を
条
件
に
通
常
賞
与
と
別
に
「
地
域
還
元
型
」
の

特
別
賞
与
を
支
給
し
、
地
元
の
信
用
組
合
と
し
て
消

地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
取
組
状
況

中
小
企
業
の
経
営
支
援
に
関
す
る
取
組
み
方
針

　

当
組
合
は
、
地
域
に
真
に
密
着
し
た
金
融
機
関
で
あ
り
、
中
・
小
規

模
事
業
者
の
拠
り
所
と
し
て
、
地
元
の
将
来
を
背
負
っ
て
立
つ
気
概
を

持
っ
て
い
ま
す
。

　

組
合
員
一
人
一
人
は
良
い
時
も
悪
い
時
も
あ
り
、
長
い
目
で
見
れ
ば

助
け
た
り
助
け
ら
れ
た
り
す
る
間
柄
。
当
組
合
の
付
き
合
い
は
、
長
期

的
視
点
に
立
つ
支
援
が
基
本
で
す
。
当
組
合
の
営
業
地
域
が
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
〝
運
命
共
同
体
〟
を
意
味
し
て
お
り
、「
逃
げ
な
い
」

金
融
機
関
と
し
て
、
お
客
様
の
経
営
支
援
に
真
に
正
面
か
ら
取
組
ん
で

い
ま
す
。

中
小
企
業
の
経
営
支
援
に
関
す
る
態
勢
整
備

　

本
部
の
「
し
ん
く
み
セ
ン
タ
ー
」
内
に
「
魚
沼
の
中
小
企
業
経
営
支

援
協
議
会
」
を
設
置
、
専
門
委
員
会
と
し
て
各
営
業
を
横
断
的
に
「
中

小
支
援
委
員
会
」
を
設
置
し
て
、
中
小
企
業
の
経
営
支
援
に
取
組
ん
で

い
ま
す
。

中
小
企
業
の
経
営
支
援
に
関
す
る
取
組
み
状
況

取
組
内
容

取　
組　
状　
況

創
業
・
新
規
事
業
支
援　

創
業
新
事

業
化
支
援

・�

認
定
支
援
機
関
同
士
の
連
携
に
よ
り
、
地
域
内
の
特

に
若
者
層
の
独
立
を
支
援
し
、
新
事
業
を
誕
生
さ
せ

る
お
手
伝
い
に
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

成
長
段
階
支
援

魚
沼
の
経

営
塾
、
経

営
塾
Ｏ
Ｂ

会

・�

２８
年
度
も
引
続
き
「
㈱
タ
ナ
ベ
経
営
」
と
の
連
携
に

よ
る
「
魚
沼
の
経
営
塾
・
第
４
期
」
と
開
講
し
、
取

引
先
企
業
５０
社
か
ら
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
２９

年
度
も
５０
社
か
ら
第
５
期
に
参
加
頂
い
て
お
り
ま

す
。
㈱
タ
ナ
ベ
経
営
の
講
師
に
よ
る
勉
強
会
の
開
催

及
び
、
塾
生
が
お
持
ち
の
経
営
課
題
に
つ
い
て
、
講

師
が
個
別
に
相
談
を
お
受
け
す
る
体
制
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
塾
生
同
士
の
異
業
種
交
流
会
の
開
催
に

取
組
内
容

取　
組　
状　
況

担
保
・
保
証
に
過
度
に
依
存
し
な
い
融
資
の
取
組

自
己
責
任

貸
出

・�

例
え
保
証
会
社
、保
証
協
会
が
通
ら
な
い
場
合
で
も
、

現
状
把
握
を
十
分
行
い
、
地
元
の
ロ
ー
カ
ル
な
情
報

を
駆
使
し
て
審
査
し
、
ご
融
資
の
相
談
に
応
じ
て
お

り
ま
す
。

・�

人
物
本
位
の
定
性
情
報
を
重
視
し
、
当
組
合
と
末
永

い
お
付
き
合
い
が
で
き
る
方
、
地
元
に
密
接
に
関
り

が
あ
る
方
の
ご
相
談
に
応
じ
て
お
り
ま
す
。

事
後
管
理

シ
ス
テ
ム

・�

ご
融
資
の
後
、
１
、
３
、
６
、
１２
ヶ
月
サ
イ
ク
ル
で
、

収
入
、
勤
務
先
、
ご
家
族
の
状
況
等
に
変
化
が
な
い

か
、
お
困
り
の
こ
と
が
無
い
か
を
確
認
。
ま
た
、
変

化
が
あ
っ
た
場
合
は
報
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お

約
束
し
て
ご
融
資
に
応
じ
て
お
り
ま
す
。

事
業
性
評
価
に
基
づ
く
融
資
の
取
組

救
済
支
援

か
ら
再
生

改
善

・�

優
良
企
業
に
し
か
目
を
向
け
て
い
な
い
金
融
界
の
現

状
か
ら
、
私
ど
も
は
、
目
の
前
の
お
取
引
先
を
財
務

の
健
全
化
に
よ
り
優
良
化
し
、
事
業
性
評
価
を
上
げ

て
い
く
、
い
わ
ゆ
る
貸
し
た
と
こ
ろ
か
ら
真
の
お
付

き
合
い
が
始
ま
る
取
り
組
み
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

・�
事
業
の
可
能
性
を
評
価
基
準
に
「
事
業
育
成
」
へ
取

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

目
利
き
能
力
の
発
揮
に
よ
る
事
業
性
評
価
を

重
視
し
た
融
資

顧
客
の
組
織
化
と
そ
の
活
動
状
況

◦
後
援
会
「
信
栄
会
」

　

�　

本
会
は
、
当
組
合
の
業
務
の
伸
長
を
支
援
し
、
併
せ
て
会
員
の
見

識
を
高
め
、
会
員
の
生
活
の
安
定
、
会
員
相
互
の
親
睦
へ
の
寄
与
お

よ
び
会
員
の
経
済
社
会
に
お
け
る
地
位
向
上
に
資
す
る
事
業
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
し
、
事
業
と
し
て
経
済
・
経
営
に
関
す
る

研
究
会
、
懇
談
会
、
親
睦
事
業
な
ど
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　

会
員
数
は
現
在
約
７
０
０
名
で
、精
力
的
に
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

❖
年
金
友
の
会
「
よ
ろ
こ
び
」

　

�　

当
組
合
の
年
金
友
の
会
は
、
当
組
合
で
年
金
を
受
給
し
て
い
る
お

客
さ
ま
を
会
員
と
し
、
趣
味
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
に
関
す
る
活

動
を
通
じ
て
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
仲
間
作
り
を
進
め
、
健
康
で
明
る

く
楽
し
い
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
昭
和
６３
年
６
月
設
立
さ
れ
、

会
員
数
は
現
在
２
，７
０
０
名
以
上
に
の
ぼ
り
ま
す
。
平
成
２９
年
６

月
１
日
に
は
３０
周
年
記
念
式
典
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

❖
し
お
し
ん
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
イ
ー
ン

　

�　

当
組
合
の
女
性
専
用
商
品
「
ク
イ
ー
ン
積
金
」
を
ご
契
約
の
お
客

様
を
会
員
と
し
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
た
め
平
成
元
年
６
月
に

設
立
さ
れ
、
会
員
数
は
現
在
約
４
０
０
名
。

　

�　

平
成
３０
年
に
は
、
設
立
３０
周
年
を
迎
え
ま
す
。

平
成
28
年

４
月
２５
・
２６
日

「
年
金
旅
行
・
本
店　

下
部
温
泉
」

５
月
１６
日

小
出
郷
信
栄
会
「
日
帰
り
旅
行
・
大
相
撲
５
月
場
所
観

戦
と
築
地
場
外
市
場
散
策
」

５
月
２３
・
２４
日

「
年
金
旅
行
・
五
日
町　

フ
ラ
ガ
ー
ル
い
わ
き
湯
元
」

５
月
２８
日

小
出
郷
信
栄
会
「
第
９
回
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
」
実
施

６
月
４
日

津
南
信
栄
会
「
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
」
実
施

６
月
９
・
１０
日

「
年
金
総
会
兼
昼
食
会
」
各
本
支
店
会
場
に
て
実
施

６
月
１６
・
１７
日

「
年
金
旅
行
・
津
南　

さ
く
ら
ん
ぼ
と
天
童
温
泉
」

７
月
３０
日

石
打
信
栄
会
「
第
５
回
ふ
れ
あ
い
の
集
い
」
実
施

平
成
２８
年
度�

年
間
行
事
の
紹
介
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雪
国
を
知
り
尽
く
し
た
金
融
機
関
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
資
金
繰
り
支
援

「
雪
対
策
並
び
に
景
気
対
策
特
別
資
金
」

　

豪
雪
地
に
暮
ら
し
続
け
る
当
組
合
な
ら
で
は
の
、

「
雪
」
に
よ
る
景
気
変
動
を
見
越
し
た
特
別
資
金
を

つ
く
り
、
先
手
を
打
っ
た
資
金
繰
り
相
談
を
毎
年

行
っ
て
い
ま
す
。
行
政
機
関
よ
り
も
早
く
、
制
度
資

金
よ
り
も
使
い
や
す
く
し
た
商
品
設
計
を
行
っ
て
お

り
、
雪
に
よ
る
災
害
対
策
に
対
し
て
迅
速
に
対
応
し

て
い
ま
す
。

　

異
常
小
雪
、大
雪
等
の
災
害
対
策
資
金
と
い
え
ば
、

直
接
被
害
の
及
ぶ
業
種
や
実
際
の
被
害
に
対
す
る
補

て
ん
の
為
に
使
途
が
限
ら
れ
る
の
が
通
常
で
す
が
、

雪
国
に
お
い
て
雪
が
多
い
少
な
い
と
い
っ
た
影
響

は
、
広
く
全
業
種
に
影
響
が
波
及
す
る
こ
と
を
当
組

合
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

　

雪
国
の
金
融
機
関
だ
か
ら
こ
そ
、
雪
対
策
と
と
も

に
景
気
対
策
と
し
て
、
業
種
や
使
途
を
直
接
被
害
に

限
定
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

返
済
負
担
を
抑
え
る
た
め
、
既
存
借
り
入
れ
の
一

本
化
を
行
っ
た
り
、
売
り
上
げ
の
あ
る
時
に
随
時
返

済
を
可
能
に
し
た
り
と
事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ

て
柔
軟
に
支
援

し
て
い
ま
す
。

日
本
型
金
融
排
除
「
個
人
版
」
の
実
態

「
家
計
診
断
」に
よ
る「
救
済
か
ら
、再
生
へ
」

　

ス
マ
ホ
の
割
賦
販
売
の
普
及
や
、
公
共
料
金
の
コ

ン
ビ
ニ
決
済
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
消
費
生
活
は
、

一
見
す
る
と
利
便
性
・
多
様
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、

特
に
若
年
層
の
利
用
者
は
、
従
来
の
口
座
振
替
に
よ

る
支
払
い
の
頻
度
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
払
込
票
に
よ
り
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
を
す

る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
若
者
が
、
つ
い

忙
し
さ
か
ら
３
か
月
間
支
払
い
を
滞
ら
せ
て
し
ま
い
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
の
信
用
情
報
を
傷
つ

け
、金
融
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
い
う
、

「
個
人
版
」
金
融
排
除
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ス
マ
ホ
の
割
賦
販
売
や
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
で

の
分
割
払
い
、
リ
ボ
払
い
等
を
当
組
合
で
は
「
隠
れ

ロ
ー
ン
」
と
呼
び
、
知
ら
な
い
う
ち
に
悪
化
し
て
い

る
家
計
収
支
を
改
善
す
る
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　
「
家
計
診
断
」
に
よ
り
、お
困
り
家
計
の
隠
れ
ロ
ー

ン
を
あ
ぶ
り
出
し
、
お
ま
と
め
ロ
ー
ン
に
よ
り
月
々

の
返
済
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
、
家
計
収
支
の
改

善
を
実
現
し
、
ロ
ー
ン
実
行
後
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
一

回
払
い
の
み
、
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
は
利
用
し
な
い
等
々

の
約
束
事
を
交
わ
し
、
事
後
の
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー

を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
救
済
」
か
ら
「
再
生
」

へ
導
く
サ
ー
ビ
ス

を
継
続
し
て
い
ま

す
。

三
国
街
道
塩
沢
宿
「
牧
之
通
り
」

「
観
光
開
店
」
に
よ
る
活
性
化
支
援

　

南
魚
沼
市
塩
沢
に
あ
る
「
牧
之
通
り
」
は
江
戸
時

代
の
商
人
で
随
筆
家
で
も
あ
る
鈴
木
牧
之
に
ち
な
ん

で
名
づ
け
ら
れ
た
通
り
で
す
。
雪
国
な
ら
で
は
の
生

活
の
知
恵
で
あ
る
「
雁
木
」
を
連
ね
た
そ
の
景
観
は

数
々
の
景
観
大
賞
を
受
賞
し
て
お
り
、
観
光
地
と
し

て
の
価
値
が
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

　

当
組
合
で
は
「
観
光
開
店
」
と
し
て
、３
月
の
「
ひ

な
雪
見
か
ざ
り
」、
５
月
の
「
牧
之
茶
会
」、
１０
月
の

「
塩
沢
つ
む
ぎ
語
り
」
等
々
の
イ
ベ
ン
ト
時
に
は
土

日
に
も
店
舗
を
開
放
し
、
牧
之
通
り
に
訪
れ
た
観
光

客
の
為
の
観
光
案
内
所
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
に
協
力
し

て
い
ま
す
。

　

通
り
の
皆
様
と
一
緒
に
な
っ
て
地
域
の
活
性
化
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
地
域
と
の
一
体
感
を
醸
成
し
よ

う
と
継
続
し
て
い
ま
す
。

お
仕
事
帰
り
に
ゆ
っ
た
り
と

延
長
デ
ー
の
窓
口
相
談
、
お
手
続
き

　

平
成
２８
年
４
月
よ
り
、
窓
口
開
店
時
間
を
朝
８
時

３０
分
か
ら
夕
方
５
時
ま
で
、
毎
週
水
曜
日
は
夜
７
時

３０
分
ま
で
営
業
し
て
い
ま
す
。

　

共
働
き
の
ご
家
庭
が
多
く
、
家
計
を
預
か
る
奥
さ

ま
達
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
一
生
懸
命
ご
勤
務
さ
れ
て

い
ま
す
。
お
仕
事
帰
り
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち

で
、
各
種
の
お
手
続
き
や
家
計
の
相
談
、
ロ
ー
ン
の

お
申
込
み
等
に
ご
来
店
い
た
だ
け
る
よ
う
、
窓
口
を

延
長
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

　

毎
週
水
曜
日
の
ロ
ー
ン
相
談
件
数
は
月
に
１
０
０

件
を
超
え
て
お
り
、
多
く
の
皆
様
に
ご
利
用
頂
い
て

い
ま
す
。
全
店
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
仕

事
帰
り
に
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

地
域
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
独
自
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）
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文
化
的
・
社
会
的
貢
献
に
関
す
る
活
動
（
文
化
的
・
社
会
的
貢
献
に
対
す
る
独
自
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）

平
成
28
年

４�

月
５
日

～
１５
日
「
さ
わ
や
か
信
金
・
年
金
ツ
ア
ー
」
牧
之
通
り
と
取
引
先
ホ
テ

ル
宿
泊
誘
致
を
実
現

４�

月
７
日
「
入
学
式
写
真
撮
影
」「
入
学
式
・
贈
呈
式
」
Ａ
Ｍ
塩
沢
小
学
校
、

Ｐ
Ｍ
塩
沢
中
学
校

４�

月
１５
日
「
第
一
勧
信
・
年
金
感
謝
デ
ー
展
示
即
売
会
」
職
員
２
名
派
遣
、

地
元
業
者
出
店

４�

月
１６
日
「
糸
魚
川
信
用
組
合
・
講
演
会
」
理
事
長
講
演
、
職
員
３
名
派
遣

４�

月
２１
日
「
Ｆ
Ｍ
ゆ
き
ぐ
に
企
業
紹
介
コ
ー
ナ
ー
」（
塩
沢
信
組
提
供
枠
に

て
信
栄
会
・
会
員
企
業
紹
介
）

４�

月
２４
日
「
第
一
勧
信
・
青
砥
支
店
」
地
元
祭
り
補
助
職
員
１
名
派
遣
、

地
元
業
者
出
店

５�

月
１
日
「
軽
ト
ラ
市
」（
本
部
）
５
月
～
１１
月
の
第
一
日
曜
日

５�

月
３
日
塩
沢
宿
「
牧
之
茶
会
」
協
力

５�

月
３
日

～
６
日
本
店
「
観
光
開
店
」

５�

月
２９
日
「
八
海
山
登
山
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」
２
名
参
加

６�

月
３
日
「
全
店
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃
」
６
月
～
９
月
年
４
回
実
施

６�

月
８
日
「
札
幌
学
院
大
学
・
三
好
教
授
」（
本
店
来
訪
）
理
事
長
面
談

６�

月
１０
日
「
全
信
組
連
・
総
合
企
画
部
取
材
」
総
合
企
画
部
２
名
、
全
信

組
連
新
潟
支
店
長
来
訪

６�

月
１２
日
「
第
６
回
南
魚
沼
グ
ル
メ
マ
ラ
ソ
ン
」
職
員
１３
名
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
参
加

６�

月
１４
日
「
糸
魚
川
信
用
組
合
合
同
Ｆ
Ｓ
」
本
店
会
場
実
施

６�

月
１５
日
「
第
一
勧
業
信
組
・
感
謝
デ
ー
」即
売
会
、地
元
企
業
５
社
参
加
、

職
員
２
名
派
遣

６�

月
１７
日
「
井
口
晴
一
氏
黄
綬
褒
章
受
章
祝
う
会
」（
シ
ャ
ト
ー
塩
沢
）

６�

月
２２
日
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ユ
ー
ザ
協
会
総
会
」「
企
業
電
話
応
対
優
良
事
業
所
表
彰
」

７�

月
８
日
「
夏
期
賞
与
支
給
日
」
地
域
還
元
型
賞
与
３
万
円
上
乗
せ
支
給

７�

月
８
日
「
埼
玉
信
組
・
経
営
塾
一
行
視
察
研
修
（
４０
名
）」
講
師
：
小
野

澤
理
事
長

７�

月
２７
日
「
さ
く
ら
の
街
信
組
」長
谷
川
理
事
長
と
石
塚
部
長
来
店（
本
店
）

８�

月
７
日
「
第
１３
回
枝
折
峠
ヒ
ル
ク
ラ
イ
ム
」
職
員
４
名
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

参
加

８�

月
１７
日
「
東
京
シ
テ
ィ
信
金
・
経
営
塾
納
涼
祭
」
協
賛
、
小
野
澤
理
事

長
他
２
名
出
席

８�

月
１９
日
「
金
融
経
済
新
聞
社
・
取
材
」（
東
京
、
全
信
組
連
会
館
）
小
野

澤
理
事
長
対
応

８�

月
２４
日
「
塩
沢
商
工
高
等
学
校
」
面
接
指
導

８�

月
２５
日
「
非
常
時
訓
練
・
緊
急
連
絡
網
の
確
認
」・「
防
災
訓
練
・
災
害

時
の
点
検
と
報
告
」
実
施

８�

月
２９
日
「
埼
玉
信
用
組
合
・
小
野
澤
理
事
長
講
演
会
・
情
報
交
換
」
理

事
長
、
職
員
２
名
派
遣

８�

月
３１
日
「
第
一
勧
信
・
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
収
録
」
小
野
澤
理
事
長
、
職
員

２
名

９�

月
２
日
「
山
形
中
央
信
組
・
理
事
長
講
演
会
」（
一
泊
二
日
）
小
野
澤
理

事
長
、
店
長
２
名
派
遣

９�

月
６
日
「
第
２
回
信
組
ふ
れ
あ
い
祭
り
」
よ
し
の
や
様
駐
車
場

９�

月
７
日
「
五
日
町
小
学
校
・
金
銭
教
育
」
実
施
（
五
日
町
支
店
）

９�

月
９
日
「
さ
く
ら
の
街
信
組
・
小
野
澤
理
事
長
講
演
会
」
理
事
長
、
高

橋
理
事
、
山
田
代
理

９�

月
１３
日
「
魚
沼
の
経
営
塾
日
帰
り
研
修
旅
行
」（
参
加
３４
名
、役
職
員
７
）

９�

月
２３
日
「
全
東
栄
信
組
・
十
条
支
店
」
当
組
、
糸
魚
川
、
連
携
物
産
店
、

職
員
１
名
派

９�

月
２８
日
「
ビ
ッ
ク
ラ
イ
フ
」
社
長
来
訪
、
小
野
澤
理
事
長
面
談

９�

月
２８
日
「
基
金
設
立
」（
口
座
開
設
）「
魚
沼
の
未
来
基
金
・
設
立
記
念

式
典
」

１０�
月
７
日
「
塩
沢
商
工
高
校
・
金
銭
教
育
」（
３
年
生
全
員
１
４
０
名
対
象
）

実
施
（
本
店
）

１０�
月
９
日
「
塩
沢
一
周
駅
伝
大
会
」（
信
組
大
会
ス
ポ
ン
サ
ー
）
信
組
チ
ー

ム
出
場

１０�
月
１１
日
「
第
一
上
田
小
学
校
・
金
銭
教
育
」（
３
・
４
年
生
２０
名
対
象
）

実
施
（
本
店
）

１０�
月
１２
日
「
第
一
勧
信
・
赤
平
副
理
事
長
」
来
訪
、
玉
川
酒
造
へ
視
察
、

理
事
長
、
職
員
２
名
対
応

１０�
月
１２
日

～
１４
日
「
塩
沢
商
工
高
等
学
校
」
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
３
名
受
入

１０�
月
１３
日
「
第
一
勧
信
・
赤
平
副
理
事
長
」
本
店
、石
打
視
察
、高
橋
理
事
、

職
員
２
名
に
て
対
応

１０�
月
１８
日
「
さ
く
ら
の
街
信
組
合
同
・
貸
出
Ｆ
Ｓ
」（
本
店
）

１０�
月
２３
日
「
第
５
回
魚
沼
コ
シ
ヒ
カ
リ
紅
葉
マ
ラ
ソ
ン
」（
薬
師
ス
キ
ー
場
）

第
一
勧
業
信
組
職
員
参
加

１０�
月
２６
日
「
し
ん
く
み
食
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
」（
池
袋
サ
ン
シ
ャ
イ

ン
）
地
元
業
者
出
店

１０�
月
２６
日
「
新
潟
日
報
」
取
材
（
本
店
、
小
野
澤
理
事
長
対
応
）

１０�
月
２８
日
「
健
康
職
場
お
す
す
め
プ
ラ
ン
」
表
彰
式
（
本
店
）（
理
事
長
、

監
事
、
片
桐
）

１１�
月
８
日
「
魚
沼
の
経
営
塾
」（
第
３
回
）「
綿
屋
旅
館
」
埼
玉
信
組
合
同

参
加

１１�
月
９
日
「
日
経
新
聞
・
取
材
」（
本
店
）
小
野
澤
理
事
長
対
応

１１�
月
１０
日
「
空
知
商
工
信
組
・
小
野
澤
理
事
長
講
演
会
」

１１�
月
１０
日
「
健
康
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ミ
ッ
ト
う
お
ぬ
ま
会
議
」（
北
里
大
学
）
山

田
代
理
出
席

１１�
月
１１
日
「
札
幌
学
院
大
学
・
小
野
澤
理
事
長
講
義
」　

１７
：
３０
「
函
館
商

工
信
組
・
役
員
懇
談
会
」

１１�
月
１２
日
「
函
館
商
工
信
組
・
小
野
澤
理
事
長
講
演
会
」

１１�
月
１２
日
「
き
も
の
ス
コ
ー
レ
」（
第
２９
回
）「
シ
ャ
ト
ー
塩
沢
」
４
名
出
席

１１�
月
１４
日
「
県
福
祉
保
健
部
・
検
討
委
員
会
で
未
来
基
金
発
表
」（
自
治
会

館
）
山
田
代
理
出
席

１１�
月
１４
日
「
理
事
長
・
黄
綬
褒
章
伝
達
式
」

１１�
月
２５
日
「
山
形
中
央
信
組
・
合
同
Ｆ
Ｓ
」（
本
店
）「
個
人
ロ
ー
ン
合
同

Ｆ
Ｓ
」（
石
打
支
店
）

１２�
月
７
日
「
長
岡
大
学
・
小
野
澤
理
事
長
講
義
」（
小
野
澤
理
事
長
、
山
田

和
彦
、
佐
藤
温
子
）

１２�
月
９
日
「
冬
季
賞
与
、
地
域
還
元
型
賞
与
」
３
万
円
上
乗
せ
支
給

１２�
月
１３
日
「
さ
く
ら
の
街
信
組
・
合
同
Ｆ
Ｓ
」（
五
泉
会
場
）
小
野
澤
理
事

長
、
職
員
４
名

１２�
月
１５
日
「
小
田
原
第
一
信
組
・
合
同
Ｆ
Ｓ
」（
小
田
原
会
場
）
小
野
澤
理

事
長
、
職
員
４
名

１２�
月
２６
日
「
学
校
評
議
員
会
」（
塩
沢
商
工
）
須
藤
常
務　

１２�
月
２７
日
「
小
田
原
第
一
信
用
組
合
」
来
訪
年
金
旅
行
誘
致
打
合
せ
（
高

橋
理
事
・
山
田
代
理
、
対
応
）

平
成
2９
年

１�

月
１９
日
「
新
潟
県
労
金
・
中
村
常
務
他
４
名
来
訪
」
小
野
澤
理
事
長
面
談

１�

月
２５
日
「
日
経
新
聞
・
取
材
」
対
応
：
小
野
澤
理
事
長
（
２０
代
限
定
住

宅
ロ
ー
ン
）

１
月
３０
日
「
魚
沼
の
未
来
基
金
・
審
査
会
」（
本
店
）

２�

月
１
日
「
家
庭
円
満
５１
」「
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
１
０
０
」
合
同
記

者
会
見
（
本
店
）

２�

月
４
日
「
元
気
い
き
い
き
健
康
企
業
セ
ミ
ナ
ー
」
小
野
澤
理
事
長
パ
ネ

ラ
ー
出
演
Ｂ
Ｓ
Ｎ

２�

月
１１
日
～

３
月
１２
日

本
店
「
観
光
開
店
」
実
施
（
ひ
な
雪
見
か
ざ
り
）

２�

月
１５
日
「
全
東
栄
信
組
・
東
長
崎
支
店
」
物
産
店
職
員
１
名
派
遣

３
月
３
日

�

～
５
日
「
宿
毛
商
銀
信
組
」（
高
知
県
）
小
野
澤
理
事
長
講
演
、
店
長
２

名
同
行

３
月
１１
日
「
協
同
金
融
研
究
会
・
第
１
３
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
小
野
澤
理

事
長
講
演
及
び
パ
ネ
リ
ス
ト

３
月
１５
日
「
小
田
原
第
一
信
組
・
年
金
旅
行
」（
牧
之
通
り
）
誘
致
実
現

３
月
１６
日
「
魚
沼
の
未
来
基
金
」
贈
呈
式
（
塩
沢
織
物
会
館
）
奨
学
生
２２

名
保
護
者
、
財
団
、
委
員

３
月
２２
日
「
し
ん
く
み
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
募
金
」
贈
呈
式
（
本
店
：
金
城
学

園
・
長
慶
福
祉
会
）

３
月
２５
日
「
小
野
澤
理
事
長
・
黄
綬
褒
章
受
章
記
念
式
典
」（
ナ
ス
パ

ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）
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地
域
を
応
援
す
る
取
組
（
地
域
の
課
題
に
対
す
る
独
自
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）

若
者
定
住
と
地
元
優
良
建
築
業
者
の
振
興

２０
代
限
定
住
宅
ロ
ー
ン
「
家
庭
円
満
５１
」

　

顧
客
が
真
に
満
足
す
る
住
宅
建
築
と
ア
フ
タ
ー

フ
ォ
ロ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
、
提
携
す
る
地

元
建
築
業
者
を
名
実
と
も
に
「
優
良
」
業
者
へ
育
成

し
、２０
代
の
若
者
世
代
の
定
住
を
促
進
さ
せ
る
た
め
、

２０
代
限
定
の
５１
年
固
定
金
利
住
宅
ロ
ー
ン
を
全
国
で

初
め
て
発
売
し
ま
し
た
。

　

公
的
機
関
と
も
連
携
し
、
婚
活
等
の
支
援
も
行
い

な
が
ら
、
若
者
優
位
な
取
り
組
み
を
率
先
し
て
展
開

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
提
携
建
築
業
者
が
連
合
し
、
小
規
模
事
業
者

を
守
る
た
め
、
建
設
業
に
よ
る
産
業
振
興
を
実
現
し

ま
す
。

１
社
１
人
・
１
０
０
社
１
０
０
人
雇
用
創
出

「
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
１
０
０
」

　
「
仕
事
が
人
を
呼
び
、
ま
ち
を
つ
く
る
」
の
理
念

の
も
と
、
中
小
企
業
の
社
長
の
悩
み
や
バ
ッ
ク
オ

フ
ィ
ス
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
ト
ッ
プ
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
、
人
材
教
育
や
職
場
改
善
を
支
援
し

て
雇
用
環
境
整
備
と
雇
用
の
定
着
を
実
現
し
ま
す
。

　
「
女
性
だ
け
の
女
性
の
た
め
の
女
性
活
躍
セ
ミ

ナ
ー
」
に
よ
り
、
職
場
の
働
き
方
改
革
と
女
性
活
躍

の
推
進
を
実
現
し
ま
す
。

　

独
自
の
合
同
就
職
説
明
会
を
主
催
し
、
新
た
な
雇

用
の
創
出
と
、
企
業
の
人
材
不
足
解
消
を
支
援
し
ま

す
。

　
「
地
域
還
元
型
賞
与
」「
従
業
員
へ
の
定
期
家
計
診

断
」
を
事
業
化
し
、
従
業
員
家
計
の
安
定
化
を
支
援

す
る
こ
と
で
、企
業
経
営
の
安
定
化
を
支
援
し
ま
す
。

地
域
の
こ
ど
も
は
、
地
域
で
支
え
る

「
魚
沼
の
未
来
基
金
」

　

組
合
員
の
皆
様
を
始
め
と
す
る
地
域
の
有
志
の

方
々
か
ら
寄
附
金
を
お
預
か
り
し
、
魚
沼
の
未
来
を

担
う
若
者
の
支
援
を
目
的
と
し
て
「
魚
沼
の
未
来
基

金
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

　

当
初
目
標
を
大
幅
に
上
回
る
ご
寄
付
を
頂
き
、
平

成
２９
年
４
月
に
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
高
校
生
２２
名

へ
給
付
型
奨
学
金
を
贈
呈
す
る
事
業
を
開
始
し
ま
し

た
。

　

地
域
の
中
で
長
年
に
渡
り
信
頼
を
頂
き
、
実
業
を

継
続
し
て
い
る
信
用
組
合
だ
か
ら
こ
そ
実
現
す
る
取

組
で
あ
り
、
協
同
組
織
の
原
点
と
も
い
え
る
事
業
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

魚
沼
の
未
来
基
金
の
価
値
を
一
人
で
も
多
く
の
方

か
ら
共
有
し
て
頂
け
る
よ
う
努
力
し
て
参
り
ま
す
。

地
域
の
若
手
経
営
者
の
育
成

魚
沼
の
経
営
塾
、
魚
沼
の
次
代
を
担
う
会

　

平
成
２５
年
か
ら
開
始
し
た
魚
沼
の
経
営
塾
は
平
成

２９
年
４
月
よ
り
第
５
期
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

当
組
合
職
員
に
よ
る
き
め
細
や
か
な
サ
ポ
ー
ト
と
独

自
企
画
の
異
業
種
交
流
会
に
よ
り
、
経
営
塾
の
内
容

は
さ
ら
に
充
実
発
展
し
、
毎
年
新
規
の
５０
社
が
「
魚

沼
の
経
営
塾
」
に
参
加
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

２
０
０
名
を
超
え
る
規
模
と
な
っ
た
Ｏ
Ｂ
会
組
織

「
魚
沼
の
次
代
を
担
う
会
」
で
は
、
市
場
環
境
の
変

化
に
適
応
し
た
事
業
の
見
直
し
、第
二
創
業
を
促
し
、

異
業
種
間
で
の
協
業
化
と
新
事
業
の
実
現
を
目
標
化

し
て
い
ま
す
。

　
「
す
き
間
」
の
創
造
と
参
入
に
よ
り
、
差
別
化
を

実
現
し
適
正
価
格
を
堅
持
す
る
こ
と
で
事
業
を
継

続
・
発
展
さ
せ
る
為
、
実
現
性
の
高
い
事
業
計
画
の

作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。
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地
域
貢
献
に
関
す
る
情
報
開
示
（
取
引
先
企
業
の
成
長
・
価
値
向
上
に
対
す
る
独
自
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）

ゆ
き
ぐ
に
温
泉
マ
ン
ゴ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

日
本
有
数
の
豪
雪
地
帯
で
あ
る
新
潟
県
南
魚
沼
市
で
、
さ
く
井
業
を

本
業
と
す
る
建
設
業
者
様
が
、
平
成
１６
年
に
自
社
技
術
を
活
か
し
て
敷

地
内
に
掘
り
当
て
た
温
泉
の
熱
を
利
用
し
、
南
国
の
フ
ル
ー
ツ
で
あ
る

マ
ン
ゴ
ー
の
生
産
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
組
合
で
は
、
同
社
に
特
化
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
発
足
さ

せ
、
新
規
事
業
展
開
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

栽
培
技
術
を
高
め
る
た
め
の
人
脈
づ
く
り
や
、
Ｐ
Ｒ
の
た
め
、
県
内

テ
レ
ビ
局
に
番
組
の
企
画
書
を
持
ち
込
ん
で
認
知
度
向
上
を
仕
掛
け
、

有
名
百
貨
店
の
バ
イ
ヤ
ー
等
と
の
商
談
に
も
同
席
し
、
ブ
ラ
ン
ド
コ
ン

セ
プ
ト
を
堅
持
し
つ
つ
販
路
を
拡
大
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
か
ら
は
、
顧
客
の
ロ
イ
ヤ
ル
化
戦
略
と
し
て
マ
ン
ゴ
ー
オ
ー

ナ
ー
制
度
を
企
画
提
案
し
１
０
０
口
を
完
売
、
平
成
２９
年
７
月
１６
日
に

は
マ
ン
ゴ
ー
オ
ー
ナ
ー
の
来
場
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
運
営
支
援
し
、
成

果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
魚
沼
地
域
の
特
産
品
と
し
て
事
業
を
拡
大
し
、
地
域
活
性
化

の
モ
デ
ル
と
し
て
育
成
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

つ
な
ん
ポ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

新
潟
県
津
南
町
で
養
豚
業
と
精
肉
・
加
工
品
販
売
・
飲
食
店
の
六
次

産
業
に
取
り
組
む
事
業
者
様
に
対
し
て
、
同
社
の
キ
ラ
リ
と
光
る
強
み

を
深
く
理
解
し
た
う
え
で
、
本
部
メ
ン
バ
ー
を
含
め
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
を
発
足
し
、
特
化
し
た
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

畜
産
・
加
工
・
販
売
を
部
門
ご
と
に
精
査
し
、
そ
の
業
務
プ
ロ
セ
ス

を
深
く
理
解
し
た
中
で
、
人
材
の
活
用
と
育
成
に
特
に
力
を
い
れ
て
い

ま
す
。

　

生
産
性
を
上
げ
る
た
め
、
従
業
員
満
足
度
に
焦
点
を
当
て
、
法
人
化

の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で

就
業
規
則
の
制
定
を

支
援
し
ま
し
た
。

　

製
品
の
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
支
援

し
、
卸
単
価
の
ア
ッ

プ
や
認
知
度
の
向
上

と
共
に
、
従
業
員
の

士
気
高
揚
に
成
果
を

上
げ
て
い
ま
す
。

　

関
東
圏
へ
向
け
、

魚
沼
産
コ
シ
ヒ
カ
リ

を
飼
料
と
し
て
与
え

た
新
ブ
ラ
ン
ド
「
越

の
光
ポ
ー
ク
」
の
販

売
強
化
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｎ
ひ
ま
わ
り
百
選
第
２
弾

　

平
成
２５
年
に
発
刊
し
た
第
一
弾
が
完
売
し
、
第
二
弾
を
作
成
し
ま
し

た
。
新
潟
県
津
南
町
の
大
割
野
商
業
協
同
組
合
様
と
協
働
し
、
津
南
町

の
特
産
品
と
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
集
め
た
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
を
企
画
・
制

作
・
販
売
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

津
南
町
の
事
業
者
の
皆
様
の
た
め
に
、
津
南
町
の
特
産
品
だ
け
を
集

め
た
カ
タ
ロ
グ
を
制
作
し
県
内
外
へ
売
り
込
む
こ
と
で
、
津
南
町
全
体

の
Ｐ
Ｒ
と
売
上
貢
献
を
図
り
、
津
南
町
の
活
性
化
に
成
果
を
上
げ
て
い

ま
す
。
当
組
合
が
仕
掛
人
と
な
り
、
津
南
町
の
事
業
者
様
を
当
組
合
職

員
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
訪
問
し
、
加
盟
店
集
め
か
ら
商
品
写
真
の
撮
影

や
、
紹
介
文
の
作
成
ま

で
ア
ド
バ
イ
ス
し
完
成

さ
せ
て
い
ま
す
。

　

１
冊
５
，４
０
０
円

（
税
込
）
で
好
評
販
売

中
で
す
。
カ
タ
ロ
グ
の

中
に
は
津
南
町
の
観
光

案
内
マ
ッ
プ
も
同
封
し

て
お
り
、
津
南
町
に
来

て
い
た
だ
く
た
め
の
観

光
ガ
イ
ド
と
し
て
も
利

用
可
能
な
総
合
カ
タ
ロ

グ
と
し
て
ご
案
内
し
て

お
り
ま
す
。
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（
３
）�　

当
組
合
は
、
２
０
２
０
年
ま
で
に
、
２０
名
の
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
を
内
外
に
向
け
て
公
表
し
て
お
り
、
職
員
数
を
現
在
の
５０
人

か
ら
７０
人
に
増
や
す
計
画
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

地
元
の
お
金
を
地
元
で
消
費
す
る
た
め
に
、
当
組
合
は
、
平
成
２
３
年
か
ら
「
地
域
還
元
型
特
別
賞
与
」
を
支
給
し
て
お
り
、
職

員
は
、
上
乗
せ
支
給
さ
れ
た
「
３
万
円
」
を
必
ず
勤
務
地
で
消
費
し
て
い
ま
す
。

　
「
企
業
版
総
合
戦
略
」
を
掲
げ
、
４
月
に
「
魚
沼
の
次
代
を
担
う
会
」（
経
営
塾
Ｏ
Ｂ
会
）
が
ス
タ
ー
ト
し
、
経
営
塾
は
四
期
生
が

５０
名
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
平
成
２９
年
４
月
は
経
営
塾
の
第
五
期
生
が
ス
タ
ー
ト
し
、「
次
代
を
担
う
会
」
も
内
容
を
バ
ー
ジ
ョ

ン
ア
ッ
プ
し
、
さ
ら
に
実
現
性
の
高
い
も
の
と
し
て
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　

職
域
サ
ポ
ー
ト
は
、
こ
こ
で
「
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
」
と
し
て
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、「
１
社
１
人
、
１
０
０
社
１
０
０
人
」

雇
用
創
出
事
業
を
第
一
義
に
取
組
み
ま
す
。

　

協
会
け
ん
ぽ
新
潟
支
部
と
提
携
し
、
社
員
の
健
康
管
理
へ
関
与
し
た
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
を
実
施
、
３８
社
が
認
定
証
を
授
与
さ
れ
、

そ
の
内
、
２
社
が
銀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

（
４
）�　

７
月
に
組
合
員
１
万
１
千
有
余
名
へ
「
３
％
」
の
出
資
配
当
金
を
支
払
し
、
そ
の
内
容
は
、「
事
業
報
告
書
」
と
「
組
合
運
営
に

関
す
る
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
し
て
、
全
組
合
員
へ
郵
送
に
よ
り
ご
通
知
申
し
上
げ
ま
し
た
。
７
月
末
に
は
、
全
３８
ペ
ー
ジ
に

及
ぶ
「
平
成
２８
年
度
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
誌
」
が
完
成
し
、
店
頭
へ
備
え
置
く
と
共
に
地
元
関
係
各
位
へ
説
明
し
な
が
ら
配
付

し
ま
し
た
。

　

当
組
合
の
独
創
的
な
取
組
が
紹
介
さ
れ
た
内
容
で
あ
り
、
特
に
総
代
の
選
出
と
紹
介
は
全
員
の
顔
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
な
お
か
つ

総
代
の
選
出
は
２０
代
あ
り
３０
代
あ
り
、
女
性
も
２９
名
と
組
合
員
構
成
比
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
全
国
の
信
金
と
信
組
の
中
で

も
進
ん
だ
取
り
組
み
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

（
５
）�　

東
京
の
「
第
一
勧
業
信
用
組
合
」
様
と
地
域
連
携
協
定
を
結
び
、
新
宿
通
り
に
面
し
た
四
谷
の
本
店
の
２
階
に
塩
沢
信
用
組
合
の

東
京
事
務
所
が
開
設
出
来
ま
し
た
。
６
月
に
は
、
県
下
１１
信
組
に
よ
る
業
務
連
携
協
定
を
結
び
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
学
習
支
援
を
目
的
と
し
た
、
地
元
共
助
に
よ
る
全
国
初
の
「
魚
沼
の
未
来
基
金
」
が
立
ち
上
が
り
、
こ
の
た
び
待

望
の
「
第
一
期
奨
学
生
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

当
組
合
の
理
事
長
と
し
て
、
昨
年
秋
に
黄
綬
褒
章
受
章
の
栄
に
浴
し
ま
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
の
受
章
で
あ

り
、
組
合
の
歴
史
に
新
た
な
１
頁
を
刻
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

５
年
前
に
当
組
合
か
ら
発
信
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
コ
ー
ス
タ
ー
で
表
現
し
て
い
る
「
地
酒
で
乾
杯
」「
追
い
水
推
奨
」「
食
べ
残
し

ゼ
ロ
」
は
、
今
ま
さ
に
地
域
の
代
表
的
な
取
組
と
し
て
注
目
を
集
め
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

来
期
は
、
地
方
創
生
に
つ
な
が
る
地
元
へ
影
響
を
及
ぼ
す
取
組
を
、
当
組
合
が
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
具
体
的
に
発
信
し
て
参

り
ま
す
。
ま
す
ま
す
頼
ら
れ
る
信
組
と
し
て
き
ち
ん
と
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
な
る
精
進
を
重
ね
て
、
き
め
細
か
な
営
業
を
展
開
し

て
ま
い
り
ま
す
。
役
員
職
員
一
同
、
お
客
様
の
た
め
に
毎
日
一
生
懸
命
に
営
業
い
た
し
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を

賜
り
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
平
成
２８
年
度
の
「
事
業
報
告
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

魚沼の未来基金設立
（平成28年9月28日）

小野澤理事長黄綬褒章受章記念式典
（平成29年3月25日）

健康職場おすすめプラン表彰式
（平成28年10月28日）

第一勧業信用組合物産展
（平成28年6月15日）

経営塾第5期開講式
（平成29年4月10日）

魚沼の次代を担う会発会式
（平成28年4月21日）
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事
業
報
告�

平
成
２８
年
度　

第
６４
期　
　
（
自�

平
成
２８
年
４
月
１
日
〜
至�

平
成
２９
年
３
月
３１
日
）

１
．
事
業
の
概
況

（
１
）�　

平
成
２８
年
１２
月
２２
日
に
発
生
し
た
「
糸
魚
川
大
規
模
火
災
」
に
よ
り
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
へ
謹
ん
で
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
る
と

共
に
、
こ
の
う
え
は
、
一
日
も
早
く
復
旧
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
不
測
の
事
態
に
対
す
る
心
構
え

を
教
訓
と
し
て
再
認
識
し
た
年
末
の
出
来
事
で
し
た
。
私
ど
も
と
「
糸
魚
川
信
用
組
合
」
様
は
、兄
弟
信
組
と
言
え
る
間
柄
で
あ
り
、

今
後
も
復
興
の
た
め
に
出
来
る
だ
け
の
お
手
伝
い
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

当
組
合
で
は
、
４
月
に
職
員
給
与
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
実
施
、
メ
モ
リ
ア
ル
休
暇
を
導
入
す
る
な
ど
、
職
員
満
足
度
の
向
上
へ
優

先
的
に
取
組
み
ま
し
た
。
１０
月
に
は
、
半
期
の
業
績
好
調
を
反
映
し
全
職
員
へ
特
別
手
当
を
支
給
し
ま
し
た
。

　
「
石
打
支
店
」
は
、
４２
年
ぶ
り
に
新
店
舗
と
な
り
、
記
念
式
典
並
び
に
祝
賀
会
も
皆
様
の
お
か
げ
で
盛
大
に
挙
行
す
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
新
し
い
店
舗
は
、
大
変
に
評
判
が
よ
く
、
多
く
の
お
客
様
か
ら
お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｎ
ひ
ま
わ
り
百
選
の
第
２
弾
が
で
き
ま
し
た
。
完
成
度
が
上
が
り
、
参
加
業
者
か
ら
期
待
の
声
が
寄
せ
ら
れ
、
他
の

地
元
自
治
体
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
２
弾
を
１
年
以
内
で
完
売
し
、
さ
ら
に
第
３
弾
へ
と
発
展
さ
せ
る
予
定
で
す
。

　

４
月
よ
り
「
営
業
力
」
を
強
化
、
各
店
の
営
業
職
員
を
４
名
体
制
と
し
、
営
業
車
４
台
ず
つ
、
全
店
に
２０
人
の
職
員
と
２０
台
の
営

業
車
を
配
置
、
若
手
と
女
性
と
中
堅
と
ベ
テ
ラ
ン
の
四
層
を
縦
軸
に
、
横
軸
と
し
て
横
断
的
な
委
員
会
を
組
織
し
、
全
店
的
な
情
報

の
共
有
化
を
図
り
共
に
協
力
し
て
臨
む
団
体
戦
で
の
営
業
を
展
開
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

４
月
よ
り
地
元
商
工
会
の
青
年
部
と
雪
国
青
年
会
議
所
へ
信
組
で
加
入
し
て
、
職
員
を
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
し
、
地
元
行
事
へ
積
極
的

に
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

（
２
）�　

マ
イ
ナ
ス
金
利
下
の
利
ザ
ヤ
縮
小
局
面
で
す
が
、
県
下
金
融
機
関
の
中
で
唯
一
預
金
金
利
を
引
き
下
げ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
預
金

金
利
を
引
き
下
げ
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

４
月
に
「
糸
魚
川
信
用
組
合
」、
８
月
に
「
埼
玉
信
用
組
合
」、
９
月
に
「
山
形
中
央
信
用
組
合
」
と
「
さ
く
ら
の
街
信
用
組
合
」、

１１
月
に
「
空
知
商
工
信
用
組
合
」
と
「
函
館
商
工
信
用
組
合
」、
３
月
に
「
宿
毛
商
銀
信
用
組
合
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
役
職
員
向
け

の
講
演
会
を
依
頼
さ
れ
訪
問
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

全
国
的
に
苦
戦
し
て
い
る
信
用
組
合
が
多
い
中
で
、
比
較
的
成
功
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
当
組
合
の
取
組
を
参
考
に
し
た
い
と

い
う
金
融
機
関
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
多
く
、
最
初
に
こ
ち
ら
か
ら
訪
問
し
て
概
要
を
説
明
し
、
興
味
や
関
心
の
あ
る
も
の
に
関
し

て
、
さ
ら
に
こ
ち
ら
へ
来
て
い
た
だ
い
て
、
実
際
の
営
業
活
動
を
見
て
も
ら
い
参
考
に
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

全
信
中
協
様
か
ら
の
ご
依
頼
に
よ
り
「
札
幌
学
院
大
学
」
と
「
長
岡
大
学
」
に
お
い
て
理
事
長
講
座
を
実
施
、
大
変
好
評
を
得
て

お
り
、
さ
ら
に
訪
問
す
る
大
学
の
数
が
増
え
る
見
込
み
で
あ
り
ま
す
。

糸魚川募金贈呈
（平成29年4月26日）

石打支店新店舗グランドオープン
（平成28年11月28日）

長岡大学講演
（平成28年12月7日）

高知県宿毛商銀信用組合講演
（平成尾29年3月4日）

TSUNANひまわり百選第2弾完成
（平成28年11月4日）

山形中央信用組合講演
（平成28年9月2日）
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塩沢信用組合

Shiozawa Shinyokumiai
DISCLOSURE 2017

五日町支店
〒949－7101
新潟県南魚沼市五日町387番地1
ＴＥＬ（025）776－2691㈹

本部しんくみセンター
〒949－6408　新潟県南魚沼市塩沢1221番地4
ＴＥＬ（025）782−1201㈹　FAX（025）782−4063
ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.shiozawa.shinkumi.jp/
メールアドレス　shinkumi@pluto.plala.or.jp

石打支店
〒949－6371 新潟県南魚沼市関1124番地1
ＴＥＬ（025）783－2962㈹

津南支店
〒949－8201
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊543番地3
ＴＥＬ（025）765－3125㈹

小出郷支店
〒946－0076
新潟県魚沼市井口新田547番地15
ＴＥＬ（025）792－7766㈹

本店「蔵」
〒949－6408 新潟県南魚沼市塩沢1198番地
ＴＥＬ（025）782－1151㈹

お 仕 事 帰 り に ゆ っ た り お 手 続 き
窓口営業時間  朝8時30分〜夕方5時まで
毎週水曜日は  夜7時30分まで 窓口を延長しています
 ※全店舗で実施しております


